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主旨にそってマーク・デザインをした。

◯　まず、小児の「小」を白い鳩におきかえ出来るだけ単純化して、健全なる小児を

象徴的に表現した。

◯　外輪は沖縄の「Ｏ」であり、また協会員の「和」である。

◯　地色は、協会の発展を願う意味で、若夏の明るい緑色を使用した。
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　沖縄では「親子健康手帳」の愛称で親しまれている母子健康手帳（以下母子手帳）は、1942年に妊産婦手

帳制度として使用されてから、約80年が経過しました。

　私は、日本で当たり前に母子手帳を使用していましたが、2001年にインドネシア、2006年にパレスチナに

おいて母子手帳の開発・普及活動に従事し、改めてその大切さを学びました。2019年には厚生労働省子ども・

子育て支援推進調査研究事業にて、母子保健推進会議が受託した「母子健康手帳の多言語化および効果的な

支援方法に関する調査研究」に委員として携わり、10 ヶ国語の外国語版母子手帳とパンフレット作成へ協

力しました。これらの成果物は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ぜひご活用いただきた

いです。

　多言語版母子健康手帳・リーフレット（写真１、２）

　https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/useful-tools/thema3/

　（ 英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、ネパール語、タガログ語、インドネシア語、スペイン語、

タイ語）

　現在は、厚生労働省の研究事業「母子健康手帳のグローバルな視点を加味した再評価と切れ目のない母子

保健サービスに係る研究」（研究代表者：中村安秀先生）の分担研究において、母子手帳に関する文献レビュー

を行い、研究協力者の大田えりか先生（聖路加国際大学大学院）、高山智美先生（助産院Sora）と共に、今

後の母子健康手帳の活用について、以下の３点を提言しました。

１．母子手帳記録の電子化

２．母子手帳情報の電子化

３．母子手帳の積極的活用の推進

　母子手帳は、妊婦中から産後、そして子どもの成長発達、予防接種等の記録が１冊にまとめられ、子ども

と家族の手元にあることが非常に有益です。一方、自然災害等による紛失、旅行先での急な受診等において、

妊娠、出産、子どもの成長等の記録が電子化され、医療機関・行政・家族間で共有できることのメリットも

大きいことから、母子手帳記録の電子化の必要性も高いと考えられました。

　また、母子手帳の既読率は高く、妊娠出産や育児において、その記載情報が役に立っています。一方で、

更なる内容の充実や、多胎児、低出生体重児、病気や障害を持つ方、多言語への対応等、母子手帳の改善の

必要性が指摘されています。紙媒体の母子手帳の中で、内容の増加や、多様なニーズに応える事は困難です

ので、人々の生活がデジタル化されている現代、母子手帳からの情報提供についても、ＱＲコードなどを利

用した公式ウェブサイトへの誘導等、母子手帳情報の電子化についても必要と考えられました。

　そして、母子手帳の積極的活用の推進について、母子手帳は妊娠経過や予防接種記録等の情報はよく利用

されていましたが、妊婦自身の記録欄や便色確認記録への記入率が低い等の課題もありました。医療従事者

や行政関係者は、配布時や健診時、出産時、受診時等、機会を見つけて積極的に母子手帳への記載や使用方

母子健康手帳への期待
－健やかな妊娠、出産、子育てのために－
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法について利用者に伝えていくことが必要と考えられました。また、日本の母子手帳の主な利用者は母親で

あるため、父親などのパートナーを含めた家族の利用を促進するような内容の充実も必要と考えられました。

　令和４年度５月からは、厚生労働省において、「母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会」が開催

されました。９月20日にまとめられた「母子健康手帳の見直し方針（検討会中間報告書）」において、母子

手帳のデジタル化に向けた環境整備を進めていくことや、令和５年度以降、育児等の情報について、電子的

に情報提供すること等が記載されました。またその後、母子保健情報のデジタル化について議論され、３月

14日にまとめられた検討会報告書において、マイナポータルを通じて閲覧できる母子保健情報を拡充するこ

と等が記載されました。

　今後、母子手帳が更に利用しやすくなり、健やかな妊娠、出産、子育てにつながることを期待し、巻頭の

言葉とさせて頂きます。

写真１　英語版母子手帳の表紙と目次（カラー）

写真２　リーフレット内の子育てチャート（カラー）



目　　　次

巻 頭 言

　母子健康手帳への期待

　　－健やかな妊娠、出産、子育てのために－……………………………………………當　山　紀　子　　　

論　　壇

　第59回日本小児アレルギー学会学術大会の沖縄開催を振り返って……………………崎　原　徹　裕…　  1

研　　究

　周産期メンタルヘルスの重要性と当院における母子支援の課題………………………真喜屋　智　子…　  3

　妊娠や出産を契機に医療的ケア目的以外で訪問看護を導入した10例の検討…………新嘉喜　映　佳…　12

　育児負担感と親子遊びの知識との関連

　　－沖縄県においてCOVID-19流行下で乳幼児を育てる親に関する研究　第一報－ ……川　上　紗　英…　19

報　　告

　当クリニックにおけるダニ舌下免疫療法の現状…………………………………………玉那覇　康一郎…　25

　急性期病院の小児科外来を受診する心身症患者の状況と展望…………………………新　垣　律　子…　31

　バイリンガル環境と発達障害児の言葉の遅れ……………………………………………山　城　睦　美…　38

文献レビュー

　日本における母子健康手帳の利活用と有用性に関する文献レビュー…………………高　山　智　美…　42

特別講演

　令和４年度　沖縄県小児保健協会学術集会　特別講演

　　‘ 国家救援医’　國井　修氏の講演を聴講して ………………………………………仲　本　千佳子…　52

地域レポート

　宮古島市子育て世代包括支援センターについて…………………………………………山　城　美　香…　53

　精神科訪問看護による切れ目のない子育て支援を目指して……………………………仲　間　富佐江…　56

施設紹介

　「福祉と医療の杜　うるまこどもステーション」のご紹介 ……………………………遠　藤　尚　宏…　60

　沖縄県保育士・保育教諭会について………………………………………………………新　垣　初　美…　64



　沖縄県栄養士会の誕生と活動の流れ（沖縄県栄養士会50周年記念誌より） …………笠　原　寛　子…　65

学会参加報告

　第69回　日本小児保健協会学術集会に参加して…………………………………………上　里　とも子…　67

　令和４年度健やか親子21全国大会（母子保健家族計画全国大会）

　　及び「母子保健推進員等及び母子保健関係者全国集会」に参加して………………伊　波　清　秀…　69

　「第59回日本小児アレルギー学会学術集会 in 沖縄」に参加して………………………新　垣　洋　平…　72

沖縄小児保健賞

　沖縄小児保健賞を受賞いたしまして………………………………………………………小野寺　　　隆…　75

協会活動報告

　令和４年度　活動概要……………………………………………………………………………………………　76

　令和３年度　事業報告書…………………………………………………………………………………………　77

　令和４年度　事業計画書………………………………………………………………………………………… 130

　公益社団法人沖縄県小児保健協会定款………………………………………………………………………… 135

　令和４年度公益社団法人沖縄県小児保健協会役員名簿……………………………………………………… 145

　投稿規則…………………………………………………………………………………………………………… 146

　編集後記…………………………………………………………………………………………………………… 149



　沖縄本土復帰50周年の節目に当たる2022年。去る

11月12-13日に、沖縄コンベンションセンター、ラ

グナガーデンホテルで第59回日本小児アレルギー

学会学術大会・Asia Pacific Academy of Pediatric 

Allergy, Respirology ＆ Immunology 2022が合同

開催されました。同学会の学術大会が沖縄で開催さ

れるのは初めてであり、大会長である国立成育医療

研究センター アレルギーセンター長の大矢幸弘先

生は「2022年は新型コロナの流行が収束することを

願い、国内外から多くの仲間が集うことができる沖

縄を会場として選んだ」とおっしゃっておりました。

初日はあいにくの雨天でしたが、国内外から多くの

先生方がご来場され、各会場で活発な議論が行われ

ていました。また、事前にドレスコードを「スーツ

非推奨、かりゆしウェアもしくはカジュアルスタイ

ル推奨」と通知しており、普段の学会とは違った沖

縄ならではの南国的な雰囲気に会場が包まれ、皆さ

んの笑顔が印象的でした。

　学会では、「沖縄企画」と題しシンポジウムの一

枠をいただき、沖縄小児アレルギー研究会のメン

バーである大城征先生、佐藤優子先生の座長進行の

下、新垣洋平先生が“沖縄県の小児喘息入院の特

徴”について、川下尋子先生が“沖縄県におけるア

トピー性皮膚炎・乳児湿疹と出生月との関連”につ

いて、宮城俊雅先生が“沖縄県のピーナッツアレル

ギー”について、尾辻健太先生が“沖縄県の蕎麦ア

レルギーや花粉 -食物アレルギー”について、それ

ぞれ素晴らしい研究内容を御発表されました。発表

後の質疑応答はもちろんのこと、シンポジウム終了

後も演者の先生方が多くの先生に囲まれ質問攻めに

あっているのを見て、もはや沖縄はアレルギー診療

における後進県ではないと感じました。同シンポジ

ウムでは、私自身も“牛乳抗原の早期摂取の是非”

についてプロコンディベートの演者として参加させ

ていただき、貴重な経験を得ることができました。

途中、接続トラブルなどもあり残念ながら最終討論

の時間がカットされてしまいましたが、座長を務め

てくださった酒井一徳先生が最後をうまくまとめて

くださいました。ありがとうございました。

　そして、学会２日目には沖縄県小児保健協会 会

長の宮城雅也先生が“小児保健活動に倫理を考える”

というテーマで、沖縄県におけるこれまでの小児保

健・小児医療の変遷などを壮大なスケールでご講演

くださいました。講演内容もさることながら、個人

的には最後の奥間稔先生との質疑応答にありました

「子どもの最善の利益を確保することは大前提だ

が、子どもの代弁者である保護者がそれを行わない

場合はどうするのか」との問いに対し、「時間をか

けて対話する」必要性を説いておられ、あえて“説

得”ではなく“対話”するという表現に終始されて

いたのが印象的でした。

　私自身は、アレルギー診療を行う中で、ワクチン

忌避やステロイド忌避の患者さん（の保護者）に多

く遭遇します。これまでの自分の診療を振り返って

みますと、いかにエビデンスを明示して“説得”す

ることに注力していたか、いかに自分が医療パター

ナリズムにとらわれていたかを痛感しました。私達

が、「医学的・科学的に正しい」と思っている医療・

診療行為は、これまでのエビデンスの蓄積のもと「医

療統計学的に確からしい」結果を伴った行為ではあ

るものの、それが100％目の前の患者さんに対し最

大限の利益を生むかどうかは、究極のところ誰にも
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第59回日本小児アレルギー学会学術大会の
沖縄開催を振り返って

社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院　小児科　

　崎　原　徹　裕　

論　　壇



分かりません。だからと言って、エビデンスを無視

して保護者の主張のみを受容することは不適切であ

り、そこに必要なのは相互理解を生む“対話”なの

だと思いました。言うは易し、で頭では理解してい

ても、いざ多忙な臨床の現場で実践できるかとなる

と、困難であることは言うまでもありません。しか

し、一回の診療で対話を完結させることはそもそも

不可能であり、そこは宮城先生のおっしゃった「時

間をかけて」というところに真意があると思われま

す。宮城先生には研修医時代にご指導いただき、大

変お世話になりましたが、十数年越しに改めてその

言葉の重みを実感できたご講演でした。

　学会が終わる頃には、朝の雨天が嘘のように晴れ

渡った青空が広がっていました。本大会を通じ、沖

縄で得た知識・手技が、全国そして海外の先生方の

日常診療の一助となることを期待しながら、どこか

誇らしい気持ちで帰路につきました。
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Ⅰ　緒　言

　周産期メンタルヘルスの重要性が注目されるよう

になった背景に、妊産婦の自殺に関する報告と子ど

も虐待の増加がある。2016年、竹田ら１）が東京都

内の周産期母体死亡例を調査し、死亡原因の７割が

自殺で、自殺した者の６割が精神疾患を合併して

いたと報告し、強烈なインパクトを与えた。また、

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等につい

ての概要（第17次報告）」２）によると、死亡事例の

主たる加害者は実母（52.6％）で、背景に育児不安

（14.3％）、精神疾患（10.7％）、うつ状態（8.9％）

を起因とした養育能力の低さがあると考察されてい

る。精神疾患を合併した妊婦から生まれた子どもは、

児童相談所への通告率や乳児院入所率が高いとの報

告３）もあり、子どもを守り健やかな育ちを支援す

る立場の小児科医にとって、母親のメンタルヘルス

の支援は重要な課題である。

　現在、日本では周産期のメンタル不調を早期に発

見し、支援するための取り組みが始まっている。そ

の１つが「産婦健康診査事業の強化」であり、産後

２週間健診の導入やエジンバラ産後うつ病質問票

（以下EPDS）等を用いたスクリーニングが推奨さ

れている。また、2017年に改正された母子保健法で

は「妊娠中から子育て期まで切れ目ない支援」を目

標に、各地域で子育て世代包括支援センターの設置

がすすめられている４）５）。しかし、母親のメンタル

不調を疑った場合の相談窓口や、精神科への引き継

ぎなど、地域とのシームレスな連携においてＡ県で
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周産期メンタルヘルスの重要性と当院における母子支援の課題

真喜屋智子　　木里　頼子　　新嘉喜映佳　　源川　隆一

研　　究

Importance of perinatal mental health and issues of support for mothers and children

Tomoko MAKIYA，Yoriko KISATO，Haruka ARAKAKI，Ryuichi GENKAWA

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児内科
Department of Neonatology,Comprehensive Perinatal Maternal and Child Health Center, Okinawa Prefectural 

Chubu Hospital,

要　旨
【目 的】 当院で精神的支援をおこなった妊婦の実態を明らかにし、今後の母子支援につ

なげる。
【対象と方法】 2020年４月から2021年３月に当院で出産し精神的支援を要した妊婦74例とを対象

とし、診療録より後方視的に検討を行った。
【結 果】 74例中56例で精神疾患を合併し、うつ病、不安障害・パニック障害が最多だった。

若年、未婚、ひとり親世帯、経済的困窮など複数の社会的リスクを有する例が多
かった。出生した児３例が里親・一時保護となった。退院後、母の自殺、心中未遂、
自傷行為、精神科入院、不適切養育の疑い（児の怪我、体重増加不全）など問題
が生じたのは34％で、産後５ヶ月以内が多かった。

【考 察】 母親のメンタル悪化は、母自身の健康だけでなく児への虐待や神経発達にも影響
を及ぼす。今回の検討からリスク評価法の再検討、対応スタッフの増員、精神
科との連携などの課題が明らかとなった。今後も地域と連携し支援体制を構築
していきたい。

キーワード： 周産期メンタルヘルスケア、家族支援、産後うつ病、社会的リスク、エジンバラ産後
うつ病質問票

Key words： Perinatal mental health care, family’s support, postpartum depression,   
social high risk, EPDS



はいまだに解決すべき課題が多い。

　当院の総合周産期母子医療センターはＡ県の一医

療圏を担っており、身体的合併症のみならず社会

的・精神的リスクを有する妊婦を積極的に受け入れ

ている。当院における要支援妊婦の対応を図１に示

す。妊婦が産科を受診すると、助産師が（主に初診

時に）問診によるリスク評価を行う。精神疾患既往

や経済的困窮、若年妊娠、未受診など、特に支援が

必要な症例では小児科、産科、医療ソーシャルワー

カー（以下MSW）、地域保健師や家庭児童相談室（以

下家児相）、児童相談所（以下児相）等を交えた支

援者会議を開催し、情報共有や養育環境の調整を行

う。妊娠中にメンタルの悪化がみられた場合は、精

神科医や心理士と協力し診療を行っている。当院で

は2020年11月から産後２週間健診が始まり、EPDS

によるスクリーニングを導入した。病院における分

娩後の母子への関わりは産後１ヶ月で終了するが、

気になる症例では小児科医が“子どもの健診”とい

う形で親子の見守りを継続し、毎月開催される「新

生児連絡会」で地域保健師と情報共有を行っている。

　著者は、周産期センターの一員・小児科医として

出産後の親子に関わってきたが、メンタルが不安定

な母親の自殺や心中未遂、精神科入院、不適切な養

育（マルトリートメント）を経験し、より適切なリ

スク評価と地域連携の必要性を感じていた。本研究

では、当院における精神的支援を要する妊婦の実態

を調査し母子支援の課題を検討することで、今後の

より良い支援を考えることを目的とした。

Ⅱ　対象と方法

　2020年４月から2021年３月に当院で分娩管理をお

こなった症例のうち、メンタル不調のリスクが高い

と判断した母親とその子どもを対象とした。先天疾

患等で子どもが入院中に死亡した症例は対象から除

外した。今回の検討では広い意味での“ハイリスク

群”を抽出するために、精神疾患合併だけでなく、

過去の心療内科受診歴、自傷行為の既往、知的障害、

発達障害、関わりの中で言動が気になった症例を含

め「要支援例」とした。母親の妊娠分娩歴、既往歴、

家族背景、新生児の状態と転帰、退院後の支援体制

等について診療録、助産録、MSW記録より後方視

的に調査した。婚姻状況は助産録に記載した時点の

もの、「不十分な妊婦健診」とは完全未受診、受診

回数３回以下、３ヶ月以上受診なし、Late care （13

週以降の初診）とした。さらに、退院後に不適切な

養育や母親のメンタル不調があったものを「問題発

生群」とし、問題発生の時期とその対応を診療録よ

図１　当院における要支援妊婦の対応
図１ 当院における要⽀援妊婦の対応
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り抽出した。

　統計的解析にはSPSS ver 23を使用した。「問題

発生群」と「問題なし群」の比較はχ２検定を用い

p<0.05を統計学的有意差ありとした。本研究は著者

が所属する施設の倫理審査の承認を得て実施した。

（2021 中部研究倫理第33号）

Ⅲ　結　果

１．母体について

　対象となる要支援例は74例で、同期間の総分娩数

896例の8.2％を占めた。

ⅰ）精神疾患の合併（表１）と薬物療法

　対象74例のうち精神疾患診断あり（以下診断あ

り）が56例、未診断の者が18例だった。未診断18例

には自傷行為や精神科通院歴がある症例が含まれて

いた。診断あり56例のうち16例は２疾患重複、１例

は３疾患重複だった。精神疾患の内訳はうつ病が最

も多く22例（39％）、次いで不安障害・パニック障

害22例（39％）、統合失調症７例（13％）、双極性障

害６例（11％）、パーソナリティー障害４例（７％）、

適応障害３例（６％）、解離性同一障害、アルコー

ル依存症、摂食障害が各１例（２％）の順であった。

知的障害、発達障害の診断を受けている症例もそれ

ぞれ３例認め、特に知的障害３例は全てが精神疾患

を合併していた。

　向精神薬の治療歴は妊娠前からの内服28例、妊娠

中に開始２例、出産後に開始１例だった。妊娠前か

らの内服28例のうち９例が妊娠を契機に内服を中断

しており、その理由は「子どもの先天異常が怖い」「母

乳をあげたいから」などであった。また、２例は医

師からの指示で内服を中断していた。精神疾患既往

の有無に関わらず、周産期管理中にメンタルが不安

定となった症例には当院精神科診察（21例）や心理

士介入（15例）が行われた。

ⅱ）母体背景（表２）

　母体平均年齢は30.8±6.6歳で、10歳代が４例

（5.4％）、40歳以上７例（9.5％）だった。妊娠分娩

歴として、人工妊娠中絶の既往あり16例（21.6％）、

今回の妊娠について中絶希望・望まない妊娠５例

（6.8％）、不十分な妊婦健診11例（14.9％）であった。

　既往歴では、自傷行為・自殺企図既往あり14例

（18.9％）、精神科・心療内科通院歴あり68例（92％）

であったが、精神疾患の既往は本人が隠しているこ

とも多く、実際の数を反映していない可能性がある。

母自身の被虐待歴２例（2.7％）、家庭内暴力（以下

DV）既往６例（8.1％）、前児の児相介入歴が８例

（10.8％）だった。

表２　母体背景（N＝74）

Ｎ（％）

妊娠分娩歴 母体平均年齢 30.8 ± 6.6 歳

＜ 20 歳 4 （ 5.4％）

≧ 40 歳 7 （ 9.5％）

初産婦 24 （32.4％）

多産婦（≧５回経産） 7 （ 9.5％）

不妊治療 9 （12.2％）

人工妊娠中絶既往 16 （21.6％）

中絶希望・望まない妊娠 5 （ 6.8％）

不十分な妊婦健診＊１ 11 （14.9％）

既往歴 身体合併症 14 （18.9％）

産科合併症 38 （51.3％）

自傷行為・自殺企図既往 14 （18.9％）

精神科・心療内科通院歴 68 （92.0％）

母自身の被虐待歴 2 （ 2.7％）

家庭内暴力（DV）既往 6 （ 8.1％）

前児の児相介入歴 8 （10.8％）

家族背景 未婚＊２ 19 （25.7％）

経済的困窮（自己申告） 23 （31.0％）

無職・不安定就労 16 （21.6％）

住所不定・転居繰り返し 7 （ 9.5％）

助産制度適応 10 （13.5％）

家族の精神疾患 11 （14.9％）
＊１ 未受診、受診回数 3 回以下、３ヶ月以上受診なし、Late 

care （13 週以降の初診）
＊２助産録に記載した時点のもの

表１　要支援例の内訳（N＝74）

診断名 ( 診断重複あり） N

精神疾患

診断あり

（N＝56)

うつ病 22

不安障害・パニック障害 22

統合失調症 7

双極性障害 6

パーソナリティー障害 4

適応障害 3

解離性同一障害 1

アルコール依存症 1

摂食障害 1

知的障害 3

発達障害 3

未診断（N＝18）
自傷行為、精神科・心療内科通院歴あり

スタッフが“要支援”と判断
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　家族背景として、未婚19例（25.7％）、無職・不

安定就労16例（21.6％）、住所不定・転居繰り返し

が７例（9.5％）であった。23例（31％）で経済的

な不安の訴えがあったが、助産制度が適応されたの

は10例（13.5％）のみだった。11例（14.9％）で夫

や実母など家族に精神疾患を認めた。

２．出生した児の背景と転帰（表３）

　品胎１組を含む76例の子どもが出生した。帝王

切開率は33.8％で、平均在胎週数は37.1±3.6週、平

均出生体重は2717.6±684.3g。24例（31.6％）が

NICUに入院し、７例で挿管による人工呼吸管理を

要した。薬物離脱症候群と診断された４例は、母親

が向精神薬を多剤内服（３～10種類）しており、子

どもに無呼吸や不穏などの症状を認めた。先天異常

（鎖肛、口唇口蓋裂、小脳低形成）の１例は、産後

に向精神薬を開始した症例であり、子どもの疾患と

内服薬の関連はなかった。

　76例中４例が自宅に近い病院へ転院し、３例

（3.9％）が里親委託または児相に一時保護された。

里親委託・一時保護の３例を表４に示す。症例１は

若年妊娠で、不登校、自傷歴があり、特別養子縁組

の予定で里親に引き取られたが、その後母親が児の

引き取りを希望した。症例２は統合失調症と知的障

害があり、前児の保護歴があった。夫は無職で居住

不定、夫からのDV被害、経済的困窮があり育児環

境が整っていないと判断され、一時保護となった。

症例３は解離性人格障害で過去に複数回自殺未遂の

既往があり、内服治療中であった。早産児を出産後、

面会が少ないことや夫からのDV被害があり母親の

精神状態が心配された。行政と対応を協議していた

がコロナ禍で思うように支援介入ができず、産後

２ヶ月に母が自殺し、子どもは一時保護となった。

３．退院後の母親の精神状態と養育上の問題

　対象74例中、2022年３月までの期間に養育上の問

題や母親のメンタル不調が生じた25例を「問題発生

群」として検討した。養育上の問題として転落、火傷、

タバコ誤飲など不適切な養育（マルトリートメント）

を疑われる主訴での子どもの救急室受診、体重増加

不良、出産直後の離婚などを抽出した。母親のメン

タル不調として、自殺、心中未遂、精神病院入院、

過量服薬やリストカットによる救急搬送、児相ホッ

トラインへのSOS、母親の家出、飲酒後に暴れて

警察介入、「子どもが泣き止まず、思わず口を塞い

でしまった」「死にたい」「気分が落ち込む」などの

訴え等があった。これらの子ども虐待や母親の自殺

表３　新生児の背景と転帰（N＝76）
*品胎１組を含む

N（％）

帝王切開 25（33.8％）

在胎週数（平均±標準偏差） 37.1±3.6 週

＜ 37 週 14（18.4％）

出生体重（平均±標準偏差） 2717.6±684.3g

＜ 2500g 17（23.0％）

NICU入院 24（31.6％）

薬物離脱症候群 4（ 5.3％）

先天異常 1（ 1.3％）

転帰

転院 4（ 5.3％）

里親・乳児院 3（ 3.9％）

表４　里親委託・一時保護症例の背景

症例 精神的問題 治療歴 その他のリスク 保護・里親委託理由

1 自傷行為 投薬なし 若年妊娠、未婚 特別養子縁組を希望

不登校 通院歴あり 　→希望撤回し自宅養育

2 統合失調症 通院中 無職 養育能力低い

知的障害 内服治療中 居住不安定 自覚がない

前児の保護歴あり 養育環境が整っていない

DV 　→一時保護・乳児院

3 解離性人格障害 通院中 再婚直後 養育環境が整っていない

自殺企図 内服治療中 早産児 母が自殺

DV 　→一時保護・乳児院
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につながりかねないメンタル不調の多くが産後０～

５ヶ月におこっており、妊娠中からメンタルが不安

定な症例で産後も問題が発生しやすい傾向が見られ

た。また、産後１年以上経過した後にコロナ禍の影

響や家庭環境の変化（離婚、次子妊娠など）により

育児負担が増加し不安定になった症例もあった。

　母親のメンタル不調で特に重大な事案は、産後

２ヶ月で自殺した症例（前述）と、心中未遂の症例

であった。後者は双極性障害の母親で、第二子を出

産し家族の支援を受けながら１年以上経過してい

た。ところがCOVID-19の影響で同胞の保育園が突

然休園となり、母親の育児負担が増加し、突発的に

心中未遂を起こしていた。

　問題発生群のリスク因子の検討（表５）では未

婚（OR3.66）、自傷・自殺企図の既往（OR10.95）、

前児の保護歴（OR7.42）、家族の精神疾患（OR4.37）

で養育上の問題や母親のメンタル不調のリスクが増

加した。問題発生群に対しては母を精神科受診へつ

なげる、訪問看護の導入、育児支援サービスの延長、

早期の保育園入園など、地域支援者と連携して調整

を行った。行政の介入を拒否したり、突然居場所不

明になるなど支援が難しいケースでは、児の安全確

認のため児相に通告した症例もいた。

Ⅳ　考　察　

　今回の検討で、当院における要支援妊婦の数と

背景が明らかになった。中井ら６）の調査によると、

メンタルヘルスに介入が必要な妊婦の割合は0.6～

8.6％で地域差があり、Ａ県（8.2％）は、宮崎県（8.6％）

熊本県（8.3％）に次いで高率であった。本検討に

おける要支援例の割合は8.2％で、年間分娩数900～

1,200件の当院では、年間70～100人程度の妊婦が要

支援例に該当すると推計された。

　「精神疾患の診断あり」は要支援例の76％で、う

つ病、不安障害・パニック障害が多かった。妊娠を

契機に32％が内服を中断していた。薬物療法は胎児・

新生児への影響というリスクと、母体のメンタル安

定化という利点を検討した上で調整されるべきであ

り、該当する女性に対するプレコンセプショナルカ

ウンセリングの重要性が示唆された。

　妊娠分娩歴では「10代出産」、「人工妊娠中絶の既

往」、「不十分な妊婦健診」に該当する場合は特に注

意が必要である。Ａ県は10代出産率が全国より高い

（全国0.9％ vs Ａ県2.2％）７）８）が、本調査におけ

る10代出産の割合は5.4％とさらに高かった。10代

出産では不登校やリストカットの既往がある症例が

多かった。要支援例で「人工妊娠中絶の既往」「不

十分な妊婦健診」の割合が高い理由としては、精神

表５　問題発生群のリスク因子

有意確率95% 信頼区間オッズ⽐問題なし群
(N=49)

問題発⽣群
(N=25)

0.0101.333-10.0843.667109未婚
0.2100.499-20.5743.20123望まない妊娠
0.5530.208-8.6571.333106⼈⼯妊娠中絶の既往
0.2880.488-6.5741.79265不⼗分な妊婦健診
0.5050.462-4.7801.4003620精神疾患診断あり
0.2020.190-1.4270.5211513妊娠前から内服あり
<0.0012.642-45.40910.952311⾃傷⾏為既往
0.3240.390-11.2082.09133DV既往
0.0151.374-40.0857.42126前児の保護歴
0.3410.556-5.3701.72897無職・不安定就労
0.1690.600-14.2282.92134居住不定
0.2710.087-2.2780.44682助産制度適応
0.0301.140-16.7854.37547家族の精神疾患
0.5140.255-1.9820.711149児のNICU⼊院

表５ 問題発⽣群のリスク因⼦

χ２検定 p<0.05
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疾患に対する病識が不十分なこと、疾患が妊娠に及

ぼす影響や避妊について学習する機会が少ないこと

から予期しない妊娠となる可能性や、妊娠後も周囲

へ相談できない環境などが推察された。

　既往歴として注目すべきは「前児の児相介入歴」

が10.8％と高率だったことだ。特に知的障害を合併

する症例は養育困難の自覚がない症例が多く、家庭

環境が改善しないまま次子を妊娠している場合があ

る。また、知的障害と診断されていない症例で出産

後の児への関わりを見て初めて養育能力の低さに気

づくこともあり、育児指導に時間を取られることが

多い。このような症例では、前児の養育状況や支援

の確認、家族計画指導を行うことで不適切な養育の

予防や早期発見につながる可能性が示唆された。ま

た、子どもが一時保護された経験を持つ親は、病院

や行政の介入を拒否し、スタッフへの暴言や暴力が

見られることがあり、医療従事者が身の危険を感じ

ながら対応している場合がある。「母自身の被虐待

歴」や「DV既往」は母の精神疾患発症の要因・増

悪因子になっている可能性もあるため、このような

情報を聞き取ることはリスクの評価を行う上で重要

である。

　家族背景では「未婚」が多かった。Ａ県のひとり

親世帯は全国の２倍以上（Ａ県6.4％vs全国3.1％）４）

で、今回も出産前後で未婚→入籍→離婚と婚姻状況

が目まぐるしく変わる症例が多かったため、助産録

に記録した時点のデータを採用した。未婚でも経済

的に安定し、周囲の支援を受けて子育てを行ってい

る家庭もあるが、精神的支援を要する母親の「未

婚」の背景には「予定外の妊娠・望まない妊娠」が

あり、妊娠により就労を打ち切られ、経済的に困窮

することが想定される。このような症例は家族関係

も希薄なことが多く、子育ての負担が母親一人にか

かり精神状態の悪化、という負のスパイラルに陥っ

てしまうことが推察される。「家族の精神疾患合併」

も14.9％と高率で、家族内にキーパーソンが見つか

らないことも少なくない。問診で家族背景を丁寧に

聞き取ることは、母親のメンタル悪化の予測やその

後の支援を考える上で重要である。今回の検討では

「住所不定・転居繰り返し」が７例存在した。この

７例に関しては、転居後の状況が確認できていない

ため問題発生の有無は不明だが、過去にニュース等

で報道された虐待死亡事例は転居で児相や市町村介

入が途絶えていたことを考えると、連絡がつかなく

なる症例には、危機感を持って迅速に対応すべきで

あろう。

　現在当院では、妊婦のリスク評価に産科独自の

チェックリストを用いており、「児の父親不明、住

所不定、DV、過去の児相介入歴、15歳未満の妊婦、

警察介入を要するケース、初診が32週以降」を高リ

スクと判断している。妊娠中から言動の不安定な妊

婦は高リスクと捉えるものの「精神疾患既往」だけ

では高リスクに含まれず、小児科のフォローアップ

対象に含まれていない症例が存在した。実際に対象

74例中、妊娠中に高リスクと判断されていたのは23

例（31％）のみで、問題発生群の半数は要支援と認

識されていなかった母子だった。適切な支援を行う

ためには、軽症・重症に関わらずリスク症例を把握

することが必要なため、今回の結果を参考に、Ａ県

独自の社会状況も考慮に入れた新たなリスク評価の

方法について再検討する必要がある。

　当院では退院後も小児科医が要支援母子のフォ

ローアップを続けているが、産後うつ病の母親は、

抑うつ症状ではなく「母乳が足りていないのではな

いか」「全然泣き止まない」「なかなか眠らない」といっ

た育児不安の訴えが多い場合がある。「赤ちゃんが

私を見ない」「私のことを嫌っている」など、母親が

子どもとの関わりを否定的な言葉で語る場合には、

抑うつ状態によって情緒的絆の形成が阻害されてい

ることが考えられるため注意が必要である。小児科

医の診療対象は子どもだが、子どもの健診を通して

母親のメンタル悪化を察知し、支援に繋げるゲート

キーパーの役割も担っている。また「みんなが母の

体調ばかり気遣い、私（父）にねぎらいの言葉がない」

と、父が抑うつ症状を呈した症例もあり、育児を支

援する家族への配慮も忘れないようにしたい。

　今回の研究では、退院後の母親のメンタル不調

と養育不全について、「どの時期にリスクが高いの

か（我々小児科医がいつまでフォロー続けるべき

か）」、「どのような背景が危険因子となるか」も検
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討した。産後の問題発生群とリスク因子の関連（表

５）をみると、「未婚」「自傷行為の既往」「前児の

保護歴」「家族の精神疾患」が問題発生のリスクを

高める可能性が示された。

　一方、「妊娠前から内服あり」、「助産制度適応」、「児

のNICU入院」で問題発生の割合が低い傾向が見ら

れたことから、適切な支援が入ると問題が起こりに

くくなることが示唆された。

　問題発生群のうち、自殺や過量服薬、精神科入院

など母親のメンタル不調の多くは産後０～５ヶ月に

起こっていた。この時期は２～３時間おきの授乳が

必要で、母親は睡眠不足になる。初産であれば慣れ

ない育児で不安が募り、経産婦であれば複数の子ど

もの世話で心身の疲労が蓄積するだろう。もともと

メンタル不調を有する母親がこの時期にストレスで

悪化しやすいことは想像に難くない。過去の報告で

も、産後の母親の自殺は産後４ヶ月以内が多いとす

る報告１）や、産後うつ病、双極性障害の既往があ

る人は産後３～４ヶ月、特に最初の１ヶ月が再発注

意９）とされている。今回の結果から、少なくとも

生後半年間はリスクの高い時期と考え、外来で注意

深く状況を確認していく必要がある。加えて昨今は

新型コロナウイルスの影響で抑うつや不安を訴える

妊婦の増加が懸念 10）されており、急な環境の変化

も念頭において、電話やLINEでの相談、リモート

面談など対面以外の支援体制が必要かもしれない。

　今回の対象74例中11例（15％）で多機関との支援

者会議を開催した。以前は妊娠中から養育不全が予

想されても、ほとんどの症例で出生後からのアプ

ローチになり、準備期間が足りず、不安を残したま

ま母子退院となっていた。近年は小児科と産科の情

報共有を密に行い、出産前から支援者会議を開催し、

できるだけ母子分離ではなく行政の支援を活用しな

がら自宅で養育することを目指している。会議の中

で、時に病院側と地域支援スタッフの認識の違いを

感じることがある。その主な理由として、病院は母

親の精神状態や子どもへの接し方、育児手技の獲得、

夜間の授乳が母親へ負担にならないかなど、育児の

状況から退院可能かを判断していることが多い。そ

れに対して地域支援スタッフは、自宅訪問の受け入

れ姿勢や育児用品の準備状況、家族の育児支援があ

るかなど、自宅退院の準備状況で判断する傾向があ

るためと考えられる。家庭内の状況把握は医療機関

では難しく、自宅訪問した保健師から「自宅が不衛

生」「母親がイライラしている」「希死念慮がある」

など重要な情報が得られることが多い。メンタルが

悪化している最中は、母親自身が周りへSOSを求

められないこともあり、行政との連携が支援の鍵と

なる。現状では、各関係機関はそれぞれの支援に必

要な情報を把握する傾向にあり、支援が必要な妊産

褥婦などの全体像を把握することが難しいことや、

制度や機関により支援が分断されるという課題があ

る。各関係機関が十分なのりしろを持って対応して

いけば、母親の精神状態悪化や育児放棄の際に迅速

に社会資源を導入し、母子の安全を確保することが

できるだろう。

　当院における母子支援の課題として、要支援例に

関わるスタッフの人員不足と退院後の精神科相談先

が見つけにくい点があげられる。メンタルヘルスに

問題を抱えた妊婦は様々な社会的リスクを有する例

が多く 11）、母子保健課、生活保護課、障害福祉課

など多くの部署と連携が必要となる。現在、病院と

地域の支援部署・児相との相談窓口は周産期担当の

MSW１人で行なっており、明らかにマンパワー不

足だと感じている。今後、精神疾患合併妊婦は増加

すると考えられるため、早急に院内の人員配置や支

援体制の構築、退院調整の作業を評価し、診療加算

をつけるなどの対応が望まれる。

　精神科相談先については、信頼関係が特に重要視

される診療科であるため、退院後、母親は通い慣れ

たかかりつけ医を受診することが多い。そのため退

院後の情報が得られにくいという課題がある。精神

科以外の医師にとって、精神状態の評価は難しく苦

手意識も強い。「母親のメンタル不調を疑っても、

どのタイミングで精神科に繋げばいいかわからな

い」「緊急度の高い症状を見逃していたらどうしよ

う」など不安を抱えながら診療していることも多く、

「精神科と産科」、「精神科と小児科」の連携には改

善や工夫の余地がある。また、市町村が管轄する「母

子保健」と都道府県が管轄する「精神保健福祉」な
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ど各専門機関の間で横の連携が十分に取れていない

ことも連携不足の一因と考えられる。今後、周産期

メンタルヘルス不調の早期発見だけでなく、治療、

支援まで速やかに対応できるよう、Ａ県でも医療圏

単位、市区町村単位で連携システムを構築する必要

がある。連携システムの構築により情報の一元化が

可能となれば、支援が必要な家庭について関係機関

とより早い段階で情報を共有することができる。早

期に適切な支援を導入し、母親の自殺や不適切な養

育を防ぐことこそが、我々の目指す母子支援の体制

である。

　今回の研究の限界として、単施設の調査である

こと、精神疾患既往が妊婦本人からの申告であり、

DSM分類やICD-10分類に基づいていないことが挙

げられる。退院後の経過に関しても、当院以外へ

受診した場合の情報は収集できておらず、気にな

る症例ほど外来からドロップアウトしがちなため、

問題を抱えている母子は実際にはもっと多いと思

われる。

　今回の検討結果を今後の周産期メンタルヘルス支

援体制構築の参考としたい。

Ⅴ　結　論

　当院における要支援妊婦の実態と、母子支援の課

題について検討した。当院では総分娩の8.2％で精

神的支援が必要であり、未婚、多産、経済的困窮な

ど社会的リスクを複数有している症例が多かった。

母親のメンタル悪化の時期は出産後５ヶ月以内が多

いため、少なくとも半年間は母子の様子に注意し、

養育不全などの緊急時に迅速に児の安全を確保する

必要がある。

　小児科医は、出産後も小児保健の領域から長期間

親子に関わり続けることができる職種であり、子育

て全般を総合的に支援していくことが大切である。

　今回の発表に関して開示すべき利益相反はありま

せん。
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Ⅰ．はじめに

　近年、子育て世代の孤立化に伴い、地域による育

児支援の必要性が増してきている。国は、地域にお

ける育児支援対策として「子育て世代包括支援セン

ター」の設置を法定化し、妊娠中から切れ目のない

支援体制の構築を推進している１）。育児支援には多

職種連携が必要で、医療機関もその一つである。医

療機関が提供できる育児支援の一つに医療保険制度

の訪問看護がある。谷口らは、NICU退院時に育児

支援目的で訪問看護を導入したところ、育児能力の

獲得、母親の精神的安定、育児負担の軽減に有効で

あったと報告している２）。当院でも近年のコロナ禍

による面会制限や、新生児訪問がしづらくなった社

会情勢も相まって、育児支援として訪問看護を導入

する症例が増加している。一方、育児支援として訪

問看護を活用するのは一般的ではない。報告も少な

く、どのような症例が適応になるのか手探りの状態

である。そこで、医療的ケア目的以外で訪問看護を

導入した症例を分析検討し、育児支援目的の訪問看

護のあり方について考察する。

Ⅱ. 目　的

　育児支援目的に訪問看護を導入する機会が増えて

きたことより、当院での医療的ケア目的以外の理由

で訪問看護を導入した母児の状況について明らかに

する。

Ⅲ.方　法

　１．研究方法

　訪問看護指示書リストと、退院支援室のリストか

ら、訪問看護導入例を抽出した。出生週数、出生体

重、基礎疾患、医療的ケアの有無、家族背景、関係

者会議の回数、訪問看護導入理由、訪問看護利用期

間、訪問看護指示記載者などを、診療録より後方視
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perinatal mental health



的に検討した。また、妊娠前に訪問看護が導入され

ていた場合は除外した。

　２．研究対象

　当院で周産期管理を受けた母子のうち、医療的ケ

ア以外で訪問看護を導入した10例。母乳育児支援に

特化した２例は除外した。

　３．研究期間

　2017年４月から2022年２月の４年11ヶ月間。

　４．倫理的配慮

　沖縄県立中部病院のホームページを利用してオプ

トアウトを行い、当院の研究倫理審査委員会の承認

を得た（承認番号2022中部研究倫理第５号）。　

Ⅳ. 結　果　

　図１に訪問看護導入例のフローチャートを示す。

４年間の分娩件数4,823件だった。訪問看護導入は

42例で、医療的ケア以外での導入は10例だった。児

への導入は６例で、全例育児支援目的だった。母へ

の導入は４例で、育児支援目的２例、精神的ケア２

例だった。

　図２に当院での育児支援の取り組みと、自治体と

の連携について示す。当院では、産科が社会的ハイ

リスク妊婦のスクリーニングを行い、産前にハイリ

図1 分娩と訪問看護導入理由(2017〜2022年)

分娩4,823件
（児5,028例）
分娩4,823件
（児5,028例）

医療的ケア以外
10例

医療的ケア以外
10例

訪問看護導入42例訪問看護導入42例

児への導入6例児への導入6例 母への導入4例母への導入4例

医療的ケア
30例

医療的ケア
30例

2例 母乳育児支援2例 母乳育児支援

精神的ケア2例精神的ケア2例育児支援2例育児支援2例育児支援6例育児支援6例

図１　分娩と訪問看護導入理由 (2017 ～ 2022 年 )

図２　当院の育児支援の取り組みと自治体との連携図2当院の育児支援の取り組みと自治体との連携

訪問看護ステーションや
相談事業所などの関連機関

産科
ハイリスク妊産婦スクリーニング

産後2週間健診

新生児科
成長発達のフォローアップ

週1回 周産期カンファレンス

子育て世代包括支援センター

月1回 新生児連絡会
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スク症例をピックアップしている。また、エジンバ

ラ産後質問票などを用いた産後２週間健診で、産後

のメンタルヘルスや育児状況を確認している。新生

児科は、ハイリスク妊婦から出生した児の成長発達

をフォローアップし、育児環境の確認や育児不安へ

の対応を行なっている。産科と新生児科で週に一回、

周産期カンファレンスを開催し、社会的ハイリスク

妊産婦の情報を共有している。育児困難が予想され

るケースでは、個別に関係者会議を開催し、妊娠中

から退院後を見据えて支援プランを関係機関で策定

している。

　図３に年度毎の訪問看護導入理由をグラフで示

す。2020年11月にハイリスク妊婦のスクリーニング

と産後２週間健診を開始以降、育児支援目的の訪問

看護導入数が増加した。

　表１に訪問看護を導入した症例の概要を示す。症

例① -⑥は児を対象に訪問看護を導入した。症例①

は31週の早産児で、両親の知的障害や多子世帯であ

ることから、育児困難が予測された。NICU退院時

に訪問看護を導入したが、生後５ヶ月にSIDSで死

亡した。症例②③、④⑤は、低出生体重児の双胎で、

多子世帯や片親世帯であり、家族背景からも育児負

担が大きいことが予測された。症例⑥は38週の低出

生体重児で、養育者の知的障害と授乳困難に伴う体

重増加不良を認め訪問看護を導入した。重要な症例

のため、詳細については後述する。表１に示すよう

に、訪問看護の導入目的は、６例とも育児支援目的

だった。早産児・低出生体重児・双胎などの児自体

の問題に加え、養育者の知的障害・多子世帯・シン

グルマザーなど、育児支援が必要となりうる心理・

社会的背景があった。

　症例⑦ -⑩は、母を対象に訪問看護を導入した。

症例⑦は、母の知的障害に伴う育児困難感に対し訪

問看護を導入した。指示書記載者は当院の産科医

だった。症例⑧は、産後うつ病に対し訪問看護が導

入されていた。本研究の分析中に、母へ訪問看護が

導入されていた事を新生児科医が偶然発見した。母

の診療録に、「児が泣いた時の接し方がわからない」

と記載されていた。育児困難感への対応が必要と考

え、児のフォローを開始した。生後４ヶ月で受診し

たが、予防接種は未接種だった。母はアルコール依

存症と産後に診断されており、児を叩いてしまった

と保健師へも相談していた。虐待リスクが高いため

予防接種をしながら育児環境の見守りを行なって

いる。

　症例⑨⑩は、精神的ケア目的に母へ精神科訪問看

護を導入した。うつ病などの精神疾患は、妊娠や出

産を契機に悪化しうるため、精神科訪問看護に精神

的ケアを担ってもらった。指示記載者は精神科医

だった。症例⑨はかかりつけが他院のため、情報把

図３　訪問看護導入理由
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握が困難であった。

　育児支援目的の訪問看護の利用期間は、最初に指

定した終了日まで利用を継続した症例が多かった。

多くの症例で利用期間は６ヶ月に指定されていた。

　関係者会議の回数は、症例⑥⑦が５回と他の症例

に比べ多かった。両者とも初産婦で、養育者は知的

障害を合併していた。そのような状況では、産後の

育児手技の習得状況により支援プランが変わるた

め、支援プランの策定に複数回の関係者会議が必要

だった。

＜個別事例の紹介：症例⑥＞　

　本症例は、今回の研究のきっかけとなった症例で

ある。

　母は25歳の初産婦で、知的障害があり療育手帳を

取得していた。妊娠判明からわずか１週間で分娩と

なった。母は、育児指導に拒否的で児の面会に進ん

で来ることはなく、自室で折り紙を折ったり、スタッ

フへ手紙を書いたりしていた。スタッフへ宛てた手

紙からも小学生相当の知的レベルと推察され（図

４）、母に育児は困難と判断した。祖母も知的障害で

療育手帳を有していたが、一般雇用で就労しており

育児経験もあることから、祖母へ育児指導を行った。

児の経過は良好で、日齢８に退院した。退院後は１

表１　訪問看護を導入した症例

症例
出生
週数

（週）

出生
体重
（g）

家族の
基礎疾患

家族
背景

関係者
会議

訪問看護
導入目的

指示
記載者

訪問看護

特記事項開始
時期

利用
期間

訪問看護の導入対象者：児

① 31 1604
両親

知的障害
同胞８人 ３回 育児支援 新生児科 退院時 － 生後５ヶ月で SIDS

②
31

1748
なし 同胞３人 ０回 育児支援 新生児科

生後
２ヶ月

6 ヶ月 同胞３人の育児が大変
③ 1431

④
36

2184
なし

シングル
マザー

０回 育児支援 新生児科 退院時 2 ヶ月
NICU入院中に
母の面会が少ない⑤ 2130

⑥ 38 2335
母・祖母
知的障害

シングル
マザー

５回 育児支援 新生児科
２回目
退院時

6 ヶ月 体重増加不良で再入院

訪問看護の導入対象者：母

⑦ 40 2695

母： 知的障害  
てんかん

父： 白血病  
知的障害疑い

５回 育児支援 産科 退院時 9 ヶ月

⑧ 39 2735
母： 産後うつ  

てんかん
０回 育児支援 産科

産後
１ヶ月

継続中
アルコール中毒、
児への虐待へ発展

⑨ 36 2325
両親

双極性障害
２回

精神的
ケア

精神科
クリニック

不明
（産後）

不明

⑩ 37 2936
母： 知的障害  

ADHD  
うつ病

２回
精神的
ケア

産科
＋

精神科
出産前 不明

妊娠中大量服薬
産後に転居

図4 母からの手紙
図４　母からの手紙
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日２回、役所の保健師らが交互に訪問支援を行って

いたが、児の哺乳意欲に波がみられ、祖母が必要量

を授乳させられず体重が減少していると保健師から

連絡があり、日齢11に再入院となった。児と祖母の

特性に合わせた声かけと指導が、継続的に必要と考

えられたため、育児支援目的に訪問看護を導入した。

訪問看護へは授乳の補助や、体重増加の確認、育児

の見守りを依頼した。訪問看護を導入後は、祖母の

育児不安は軽減した。後日届いた訪問看護報告書に

は、「再入院となった時に、役所の人から育児放棄

と言われた。このままだと育てられないかも。一生

懸命やっていたのにどうしていいのかわからない。」

と祖母の不安が記載されていた。本症例を振り返っ

てみると、出産まで時間がなかったことと、コロナ

禍による面会制限が重なり、支援の調整と育児指導

が不十分になってしまったと考えられた。家族へ不

安を与えてしまったことが反省点としてあげられ、

児の初回退院時に訪問看護を導入すべきだったと考

えられた。しかし、時間が経つにつれ訪問看護への

依存がみられ、「沐浴を訪問看護に任せきりにする、

児が泣いてもあやしにこない」と報告があった。児

は生後２ヶ月から保育園通園を開始し、訪問看護は

生後６ヶ月で終了した。現在は、訪問看護の代わり

に保育園が育児の見守りを行なっている。

Ⅴ．考　察

　１．医療的ケア以外の訪問看護の適応について　

　当院では、母の心理・社会的要因や児のリスク因

子がある場合に訪問看護を導入し、家庭での育児が

継続できていた。育児支援目的で訪問看護を導入す

る場合、母児どちらで導入するかは、それぞれの基

礎疾患に依存していた。当院の場合、母に基礎疾患

がある場合は母を対象に導入しており、母と児の両

方に基礎疾患がある場合は児を対象に導入する傾向

があった。

　児の基礎疾患には、早産児・低出生体重児があっ

た。早産児や低出生体重児は、傾眠傾向や哺乳力の

問題で、授乳に工夫を要することがあるため、未熟

性を考慮した育児支援が必要となる。

　母の基礎疾患には、精神疾患や知的障害があった。

医療保険制度を用いた訪問看護の３割は精神疾患が

対象であるため３）、精神疾患の対応に慣れている訪

問看護師は多いと推察する。当院でも状況に応じて、

精神疾患の対応に慣れている訪問看護ステーション

を活用している。うつ病などの精神疾患の場合は、

精神の不調で親子の相互関係が阻まれると子どもの

発達に影響し得るため４）、母の精神的ケアは重要で

ある。次に、知的障害の場合は繰り返し指導をしな

いと育児手技が習得できないため、育児指導に時間

を要する。さらに、自宅での育児状況を継続して見

守る必要もある。故に、より手厚い支援と時間が必

要になるため、病院での指導や市町村の支援だけで

は限界がある。また、症例⑥⑦⑧のように母に知的

障害や精神疾患が合併する場合は、育児困難感や育

児不安を抱えやすく、不適切養育や虐待リスクが高

まる。知的障害や精神疾患があり育児不安が強い場

合は、訪問看護のよい適応と考えられた。

　基礎疾患以外の要因には、シングルマザー・多子

世帯・双胎があげられた。育児におわれ養育者の身

体的疲労が強くなると、子どもへの受容的な関わ

りが難しくなるため２）、育児負担の軽減が必要で

ある。

　以上より、精神疾患や早産児などで専門性の高い

育児指導が必要なケース、育児指導に時間がかかる

ケース、育児不安や育児負担の軽減が必要なケース

は、訪問看護の良い適応と考えられた。産後うつ病、

精神疾患、知的障害、孤立した家庭、シングルマザー、

早産児、多胎は虐待のリスク因子とも言われてい 

る５）。訪問看護による育児支援によって、家庭での

育児が安心安全に継続できる可能性が示唆された。

　２．多職種連携での育児支援

　平成29年に母子保健法が改正され、子育て世代包

括支援センターの設置が法定化された１）。沖縄県

は、子育て世代包括支援センターを各市町村に設置

し、妊娠中から切れ目のない支援ができる体制作り

を進めている。育児支援には、病院・市町村・児童

相談所・訪問看護ステーション・相談事業所など、

多くの機関の関わりが必要である。医療・福祉・保

健・教育の各方面から必要な支援プランを提案する

ことで、包括的な支援プランが策定できる。市町村

が提供する支援には、産前産後のサポート事業、産

沖縄の小児保健16



後ケア事業があるが、市町村によって内容は様々で、

受けられる期間や回数に制約がある１，６）。地域で包

括した育児支援ができるよう、月に一回、当院と中

部地区を中心とした各市町村の保健師で新生児連絡

会を開催し、気になる家庭の情報共有を行なってい

る。さらにハイリスク症例の場合は、個別で地域と

の関係者会議を開催している。

　今回、症例⑥を通して、多職種連携の重要性を学

んだ。試行錯誤ではあったが、関係者会議を繰り返

すことにより、変化する育児状況に合わせて育児支

援を適宜修正することができた。育児を取り巻く環

境は刻々と変わるため、継続的な連携が必要である

と考える。

　３．訪問看護について

　訪問看護は1983年から医療保険制度の対象となっ

た。医療的ケアの有無によらず、主治医が必要と判

断したら利用できるようになった７）。疾病の適応基

準もなく、医師が訪問看護指示を記載し、訪問看護

ステーションが決まればすぐに利用できる。訪問看

護ステーションは、訪問看護指示を記載した医師へ

訪問看護報告書を提出し、主治医と連携しながら訪

問看護を行なっている。

　これまで当院での訪問看護対象者は、気管切開や

経管栄養などの医療的ケア児が中心だった。しか

し、図３に示すように、2020年11月にハイリスク妊

婦スクリーニングの開始以降、育児支援目的の訪問

看護が増加した。スクリーニングによって、産科側

がハイリスクに“気がつく”スキルが向上し、病院

主導で関係者会議を開催する機会が増えた。多職種

連携の中に病院が入ることで、医療である訪問看護

が育児支援の選択肢として提示される機会が増加し

たと考えられる。しかし、育児支援を目的とした訪

問看護の報告は少なく、どのような症例に導入した

らよいかコンセンサスはない。「訪問看護アクショ

ンプラン2025」には今後の訪問看護の目標が掲げら

れており、その中に育児支援の項目はあるものの、

「NICUからの退院児や、医療機関を退院する利用

者や家族に対応できるようにする」８）の一文のみ

しかない。どのような場合に育児支援として訪問看

護を利用してよいのか手探りの状態である。しかし

今回、医療的ケア以外の目的で10例の訪問看護を導

入できたことは、新生児連絡会や関係者会議を重ね

たことで医師、看護師、保健師の“育児支援の気づ

き”に医療的ケア以外の視点が定着していることの

表れだと考えられた。

　４．育児支援目的の訪問看護の課題について

　本研究を通じていくつかの課題が浮き彫りになっ

た。一つ目は、情報の分断である。訪問看護報告書

には、育児環境の把握に必要な情報が詰まってい

る。しかし、訪問看護報告書は、訪問看護指示を記

載した医師に届くため、母で導入された場合は、母

の主治医にしか届かない。育児支援目的の場合、報

告書の内容は、関連機関にとっても必要な情報であ

るが、その情報を共有できるシステムはない。例え

ば、症例⑧のように、産科が「育児の見守りが必要」

と判断し育児支援目的の訪問看護が導入されても、

同じ病院で働いている新生児科へはその情報が届か

なかった。精神疾患の場合はかかりつけ病院が他院

のことが多く、医療機関が跨ることでさらに情報の

分断が生じる。訪問看護アクションプラン2025には、

多職種間の情報共有効率化にオンラインシステムの

導入が必須と記載されているが８）、現場ではまだ導

入が進んでいない。例えば、訪問看護報告書を関連

機関へタイムリーに情報共有するオンラインシステ

ムを開発するなど、新たなシステムの構築が必要で

ある。

　二つ目は、医療保険制度である訪問看護の適切な

利用期間についてである。訪問看護指示書には開始

と終了日の記載欄があり、最大６ヶ月後まで指示が

出せる。最初に指示した終了日まで漫然と継続され、

自動的に中止となった症例が多かった。訪問看護指

示書の利用期間の適切性を判断する必要がある。訪

問看護指示書を記載した医師は、訪問看護が不要と

判断したら、指示期間内でも中止を検討し、限りあ

る資源を有効活用する配慮が必要である。しかし、

病院継続受診は難しい場合もあるため、訪問看護や

保健師との情報共有は重要である。

　三つ目は訪問看護への依存である。母親にとって、

訪問看護師は育児を手伝ってくれる上に心強い相談

相手でもある。また、こども医療費助成制度が適応
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されると、金銭的な負担も少ないため依頼しやすく

なる。健やか親子21でも示されているように、育児

支援の目標は、「家庭や地域社会で育児をできるよ

うにすること」である。訪問看護の長期利用は、母

親の自立支援を妨げる可能性がある。このようなリ

スクを我々が理解し、訪問看護の目的や終了の目安

を家族や関係機関へ事前に伝えておくことが必要で

ある２）。そして適切なタイミングで、「訪問看護か

ら地域へ」育児支援をシフトチェンジしていくこと

が重要であると考える。

Ⅵ．研究の限界と今後の課題

　本研究の限界は、単施設での検討のため症例数が

少なく、他院で訪問看護指示が出された場合は把握

できない。今後は、育児支援目的の訪問看護につい

ての全県的なアンケート調査を訪問看護ステーショ

ンにすることで、適応すべき患者背景や問題点を明

らかにできる可能性がある。また、今回は訪問看護

を導入しなかった症例は検討できていない。ハイリ

スク症例で、訪問看護を導入した群としなかった群

で比較検討すると訪問看護の適応となるリスク因子

が明らかになる可能性がある。

Ⅶ．結　論

　精神疾患や早産児などで専門性の高い育児指導が

必要なケース、育児指導に時間がかかるケース、育

児不安や育児負担の軽減が必要なケースに訪問看護

を導入することで、家庭での育児を継続できていた。

母の心理・社会的問題や児の問題により、通常の育

児支援で対応が困難な場合は、訪問看護の有用性が

示唆された。訪問看護は有用な育児支援の一手段と

なりうるため、今後需要は高まると考えられた。育

児支援に関わる機関が訪問看護の知識を持ち、多職

種連携で適応を考え、限りある資源を有効活用する

ことが重要である。

　利益相反に関する開示事項はありません。
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Ⅰ．緒　言

　近年、わが国において、核家族化や少子化が進行

し、地域のつながりが希薄になるなど、社会環境が

変わる中で、身近に相談できる相手がおらず、孤立

した状態で子育てすることにより、親の負担感が増

大している１）。また、2020年からCOVID-19が流行

し、感染拡大の抑止策としてテレワークや時差通勤

の促進や、保育施設における臨時休園や登園自粛の

要請により、乳幼児を育てる共働き世帯では、親の

育児負担感が増加した可能性がある。田口らの研究

によると、親の育児負担感、育児不安と虐待的行為

得点との間に強い関連性が示されており、親の育児

負担感が高くなると虐待につながる可能性が高くな

ることが報告されている２）。

　母親の育児負担感は、夫のサポート、親族以外の

サポートの有無、子どもの特性、扱いにくい子ど

もであることが影響していることが報告されてい

る３- ４）。また、岩渕らが行った母親を対象とした先

行研究では、子どもの成長・発達や病気に関する育

児の知識と技術の不足が母親の育児負担感に影響し

ていると報告している３）。

　近年わが国において少子化や核家族化が進行して

おり、乳幼児を育てている親に子どもとの関係性を

構築する知識や技術が伝えられていない現状があ

る５）。このことから、育児中の親が乳幼児との遊び

の知識を得られず、育児負担を感じている可能性が

あると考えられるが、親子遊びと育児負担感の関連

を明らかにした研究は見当たらない。そこで、本研
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究はCOVID-19流行下で乳幼児を育てる親の育児負

担感と親子遊びの関連について検討し、乳幼児を育

てる親の育児負担感軽減への支援に資することを目

的とした。

　また、近年は男性の育児参加が促進されているこ

とから、母親、父親共に調査を行い、母親と父親を

比較することで父母間に育児負担の偏りがないか検

討する意義があると考える。そのため、本研究では

「母子遊び」ではなく「親子遊び」として母親、父

親共に調査を行い、母親と父親の育児負担感を比較

することとした。尚、本研究での「親子遊び」とは、

戸田らの母子遊びの定義６）を参考に、親と子がお

互いに関わりをもって楽しく遊ぶことと定義した。

Ⅱ．方　法

　沖縄県Ａ市内の認可保育園26園から無作為抽出し

た20園の内、了承の得られた10園の保育園児を育て

る母親826人、父親768人を対象に、2022年４月下旬

から６月上旬に無記名自記式質問紙調査を実施し

た。調査対象者には、調査依頼文にて調査の趣旨と

プライバシーの保護等について説明し、調査用紙の

同意回答欄に記入してもらうことで同意を得た。調

査用紙は、母親及び父親それぞれに１部ずつ配布し、

個別に回答を得た。

　先行研究によると、育児に携わる時間の長い専業

主婦が有職の母親よりも負担感が高いと報告されて

おり７）、 働いていないあるいは休業中の者は育児に

携わる時間の長い専業主婦に近いと考えられる。そ

こで交絡因子を制御するため、回答の得られた母親

457人（回収率55.3％）、父親358人（回収率46.6％）

のうち、分析項目に欠損のある者、子どもと同居し

ていない者及び働いていないあるいは休業中の者を

除いた母親379人（有効回答率45.9％）、父親321人（有

効回答率41.8％）を分析対象とした。

　調査内容は、対象者の特性（年齢、就業形態、経

済状況、同居している子どもの人数）、育児負担感、

親子遊びの知識、親子遊びについて情報を得たいと

希望する場所や方法、子どもの特性である。育児

負担感の指標には、中嶋ら８）が作成した育児負担

感指標を用いた。この指標は母親の子どもに対す

るネガティブな感情と育児に伴う母親自身の社会

的な活動の制限に関連した育児負担を測定する尺

度である。指標は８項目からなり、「全くない」か

ら「いつもある」の５段階で評価する。得点の範囲

は、０～32点であり、得点が高いほど育児負担感が

強いことを表す。本研究における尺度合計得点の

Chronbachα係数は、母親は0.87、父親は0.86であっ

た。親子遊びの知識は、「子どもとどう遊べばよい

かわかっていますか」という質問に対して、「よく

わかっている」「どちらかといえばわかっている」「ど

ちらかといえばわかっていない」「よくわかってい

ない」の４件法での回答とし、分析では「よくわ

かっている」「どちらかといえばわかっている」を

知識高群、「どちらかといえばわかっていない」「よ

くわかっていない」を知識低群の２群とした。なお、

親子遊びとは、いないいないばぁ、ガラガラであや

す、ごっこ遊びなど、親と子が互いに関わりをもっ

て楽しく遊ぶことであることを書面にて説明した。

親子遊びについて情報を得たいと希望する場所や方

法は、複数選択式とした。子どもの特性は吉永ら９）

が作成した育児ストレッサー尺度の下位項目である

子どもの特性を用いた。この尺度は、「よく泣いて

なだめにくい」や「かんしゃくを起こす」などの５

項目からなり、「ほとんど無い」から「いつもある」

の４件法で評価する。得点の範囲は５～20点であり

得点が高いほど、育てにくい子どもの特性を示す。

本研究における尺度合計得点のChronbachα係数

は、母親は0.79、父親は0.76であった。

　分析方法として、基本属性の就業形態をフルタイ

ム、パートタイム、その他の３群に、経済状況をゆ

とりがある、普通、苦しいの３群に、同居している

子どもの人数を１人、２人以上の２群に分けた。子

どもの特性は尺度合計得点を平均値で２群に分け、

それぞれ高群・低群とした。育児負担感は中央値で

２群に分け、それぞれ高群・低群とした。基本属性

および親子遊びの知識の関連を見るためにχ２検定

を行った。また、従属変数を育児負担感、独立変数

を親子遊びの知識、調整変数を年齢、就業形態、経

済状況、同居している子どもの人数、子どもの特

性の中から二変量解析で関連の見られた変数とし、

二項ロジスティック回帰分析を実施した。さらに、
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父母間の育児負担感の差を比較するため、Mann-

WhitneyのＵ検定を行った。本研究の分析には統計

解析ソフトSPSSver.28を使用し、統計学的有意水

準は５％未満とした。尚、本研究は、琉球大学人を

対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会の

承認を得て実施した。（許可番号1930）

Ⅲ．結果

１．対象者の特性

　年代は、母親は20代が70人（18.5％）、30代が231

人（60.9％）、40代以上が78人（20.6％）、父親は20

代が43人（13.4 ％）、30代が181人（56.4 ％）、40代

以上が97人（30.2％）であった。就業形態では、母

親はフルタイムが262人（69.1％）、パートタイムが

97人（25.6％）、その他が20人（5.3％）、父親はフ

ルタイムが308人（96.0％）、パートタイムが３人

（0.9％）、その他が10人（3.1％）であった。経済状

況については、母親はゆとりがあるが53人（14.0％）、

普通が213人（56.2％）、苦しいが113人（29.8％）、

父親はゆとりがあるが42人（13.1％）、普通が173人

（53.9％）、苦しいが106人（33.0％）であった。同

居している子どもの人数については、母親は１人が

135人（35.6％）、２人以上が244人（64.4％）、父親

は１人が109人（34.0％）、２人以上が212人（66.0％）

であった。子どもの特性については、母親は高群が

114人（30.1％）、低群が265人（69.9％）、父親は高

群が85人（26.5％）、低群が236人（73.5％）であっ

た。育児負担感については、母親は低群が200人

（52.8％）、高群が179人（47.2％）、父親は低群が

191人（59.5％）、高群が130人（40.5％）であった 

（表１）。

２．育児負担感

　本研究の対象者において、育児負担感の尺度合計

得点の平均値±標準偏差は、母親9.9±6.2、父親7.3

±5.8であった（表２）。また、Mann-WhitneyのＵ

検定の結果、母親と父親に有意差があった（p値：

＜0.01）。

３．親子遊びの知識

　親子遊びの知識低群の母親は44人（11.6％）、父

親は49人（15.3％）であった。知識高群の母親は

335人（88.4％）、父親は272人（84.7％）であった 

（表３）。

表２　育児負担感

Mean ± SD p 値

母親 父親

尺度合計得点 9.9 ± 6.2 7.3 ± 5.8 ＜ 0.01

Mann-Whitney のＵ検定

表３　親子遊びの知識

母親 n（％） 父親 n（％）

知識　低群 44（11.6） 49（15.3）

　　　高群 335（88.4） 272（84.7）

　　　合計 379（100） 321（100）

表1　対象者の特性

母親（N=379） 父親（N=321）

n（％） n（％）

年齢 20 歳代 70（18.5） 43（13.4）

　 30 歳代 231（60.9） 181（56.4）

　 40 歳代以上 78（20.6） 97（30.2）

就業形態 フルタイム 262（69.1） 308（96.0）

　 パートタイム 97（25.6） 3（ 0.9）

　 その他 20（ 5.3） 10（ 3.1）

経済状況 ゆとりがある 53（14.0） 42（13.1）

　 普通 213（56.2） 173（53.9）

　 苦しい 113（29.8） 106（33.0）

同居している 1 人 135（35.6） 109（34.0）

子どもの人数 2 人以上 244（64.4） 212（66.0）

子どもの特性 低群 265（69.9） 236（73.5）

　 高群 114（30.1） 85（26.5）

育児負担感 低群 200（52.8） 191（59.5）

高群 179（47.2） 130（40.5）
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４�．親子遊びについて情報を得たいと希望する場所

や方法

　希望する場所や方法で最も多かったのは、母親、

父親共に保育園であり、母親306人（80.7％）、父親

184人（57.3％）であった。次いで多かったのは、

母親父親共にSNS・オンラインでの発信であり、母

親227人（59.9％）、父親147人（45.8％）であった 

（表４）。 

５．育児負担感との関連

⑴　各項目と育児負担感との関連

　二変量解析（χ２検定）の結果、母親、父親の育

児負担感について、母親は同居している子どもの人

数、子どもの特性、親子遊びの知識に有意な関連が

見られ、父親は子どもの特性、親子遊びの知識に有

意な関連が見られた（表５）。

表５　各項目と育児負担感との関連

母親の育児負担感 　 父親の育児負担感

高群
（n=179）

低群
（n=200）

p値
高群

（n=130）
低群

（n=191）
p値

n（％） n（％） 　 n（％） n（％） 　

年齢 20歳代 28（15.6） 42（21.0） 0.24 15（9.4） 28（17.3） 0.09

　 30歳代 109（60.9） 122（61.0） 91（57.2） 90（55.6） 　

　 40歳代以上 42（23.5） 36（18.0） 53（33.3） 44（27.2） 　

就業形態 フルタイム 122（68.2） 140（70.0） 0.77 152（95.6） 156（96.3） 0.69

　 パートタイム 46（25.7） 51（25.5） 　 1（0.62） 2（ 1.2） 　

　 その他 11（ 6.1） 9（ 4.5） 　 6（ 3.8） 4（ 2.5） 　

経済状況 ゆとりがある 33（18.4） 20（10.0） 0.06 21（13.2） 21（13.0） 0.53

　 普通 96（53.6） 117（58.5） 81（50.9） 92（56.8） 　

　 苦しい 50（27.9） 63（31.5） 57（35.8） 49（30.2） 　

同居している 1人 48（26.8） 87（43.5） ＜0.01 47（29.6） 62（38.3） 0.10

子どもの人数 2人以上 131（73.2） 113（56.5） 　 112（70.4） 100（61.7） 　

子どもの特性 低群 107（59.8） 158（79.0） ＜0.01 105（66.0） 131（80.9） ＜0.01

高群 72（40.2） 42（21.0） 　 54（34.0） 31（19.1） 　

親子遊びの知識 低群 30（16.8） 14（ 7.0） ＜0.01 32（20.1） 17（10.5） 0.02

高群 149（83.2） 186（93.0） 　 127（79.9） 145（89.5） 　

χ 2 検定

表４　希望する場所や方法

母親（N=379）

n（％）

父親（N=321）

n（％）

保育園 306（80.7） 184（57.3）

市町村役場 52（13.7） 36（11.2）

児童館 59（15.6） 40（12.5）

図書館 35（ 9.2） 25（ 7.8）

子育てサークル 40（10.6） 21（ 6.5）

ショッピングセンター 102（26.9） 64（19.9）

公報誌 104（27.4） 69（21.5）

SNS・オンラインでの発信 227（59.9） 147（45.8）

その他 8（ 2.1） 17（ 5.3）

※複数回答
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⑵　育児負担感と親子遊びの知識との関連

　母親、父親それぞれの育児負担感と親子遊びの知

識の関連について、ロジスティック回帰分析の結果、

親子遊びの知識低群に対して高群のオッズ比は母

親0.31（95％ CI：0.15-0.63）、父親0.50（95％ CI：

0.26-0.95）であり、親子遊びの知識高群は育児負担

感が低かった（表６）。

Ⅳ．考　察

１．乳幼児を育てる親の育児負担感の状況

　本研究対象者の育児負担感については、尺度全体

の平均値±標準偏差は母親9.9±6.2、父親7.3±5.8

であった。2007年に実施された岩渕３）の研究で、

福祉センターを訪れた乳幼児を持つ母親を対象とし

た先行研究では平均値±標準偏差は9.0±6.3で、本

研究と近い値であり、COVID-19流行下で育児負担

感が高くなっているという結果は認められなかっ

た。また、 2021年に実施された保育園児を育てる母

親を対象とした上原 10）の研究では、平均値±標準

偏差は8.0±6.0で、母親に関しては本研究の方がや

や高い値であった。上原 10）の研究もCOVID-19流

行中に実施されたものであるため、育児負担感の高

さは、COVID-19流行以外の要因が影響した可能性

がある。

　母親と父親の育児負担感を比較すると、母親と父

親の間に有意差が見られた。総務省「令和３年社会

生活基本調査」11）によると、６歳未満の子どもを持

つ夫の一週間の育児・家事時間は、約１時間35分で

あり、妻は６時間52分であった。また、総務省「平

成28年社会生活基本調査」12）によると、共働き世帯

の夫の一週間の育児・家事時間は、約31分、妻は約

４時間12分であった。このことから、わが国では母

親が主として育児を担っている現状があると考えら

れるため、母親の方が父親よりも育児負担感が高い

と考えられる。 

２�．乳幼児を育てる親の育児負担感と親子遊びの知

識との関連

　本研究では、乳幼児を育てる親の育児負担感と親

子遊びの知識との関連について、多変量解析を用い

て検討した。乳幼児を育てる親の育児負担感は、親

子遊びの知識高群に対して低群が有意に高かった。

すなわち、親子遊びの知識が低い親は、育児負担感

が高いことが示された。

　この理由として、親子遊びの方法がわからず子ど

もへの対処不能感が高まることにより、子どもと遊

ぶことに対してのわずらわしさや、遊びを頻繁に求

めてくる子どもに対して苛立ちを感じ、育児負担感

へつながると考えられる。

　先行研究では、養育者が子どもの気質に合った遊

びを意識的に行うことで、乳幼児を育てる親は“子

どもとの遊び方がわかる”“子どもとの遊びがうま

くいく”と感じやすくし、子どもへの遊びの対処可

能感を高める可能性があると報告している 13）。この

ことから、乳幼児を育てる親へ親子遊びの知識を提

供することにより、子どもへの遊びの対処可能感を

高め、育児負担感を軽減することができると考えら

れる。

　親子遊びの知識を提供する方法として、保育園や

SNS・オンラインでの発信で親子遊びについての

情報を得たいと希望する者が多かったことから、保

育園での親子教室を通した親子遊びの知識提供や、

表６　育児負担感と親子遊びの知識の関連

母親　(N ＝ 379) 父親　(N ＝ 321)

AOR 95%CI p 値 AOR 95%CI p 値

親子遊びについての知識
低群 1 　 　 1 　 　

高群 0.31 0.15-0.63 <0.01 0.50 0.26-0.95 0.03

ロジスティック回帰分析

AOR：調整済みオッズ比 , 95％ IC：95％信頼区間

※従属変数：育児負担感（0：負担感が高い群，1：負担感が低い群）

※独立変数：親子遊びの知識（高群 / 低群）

※調整変数： 母親〈子どもの特性（高群 / 低群），同居している子どもの人数（1 人 /2 人以上）〉，  

父親〈子どもの特性（高群 / 低群）〉
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SNS・オンラインを用いて親子遊びについての知識

を発信することにより、乳幼児を育てる親の育児負

担感を軽減できる可能性があると考えられる。

　本研究の限界は、共働きの親のみを対象とし、

地域が限定されており、協力施設にも偏りがみら

れ、横断研究で、自記式質問紙調査であることがあ

げられる。これらの限界はあるものの、本研究は

COVID-19流行下で乳幼児を育てる親を対象に、育

児負担感と親子遊びの知識との関連を明らかにした

数少ない意義のある研究と考えられる。

Ⅴ．結　論

　本研究では、親子遊びの知識が高い親の育児負担

感が低いことが示された。よって、乳幼児を育てる

親の育児負担感を軽減させるためには、保育園や

SNS等で親子遊びの知識を提供するサポートが必

要と考えられる。
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Ⅰ．はじめに

　ダニやスギ花粉によるアレルギー性鼻炎は、年々

増加傾向にある。2019年には通年性アレルギー性鼻

炎は５歳～９歳で約20％、スギ花粉症は約30％、10

歳～19歳では各々約40％と約50％、その後成人では

共に約50％になり、成人の２人に１人はアレルギー

性鼻炎に罹患しているということになる１）２）。

　鼻アレルギー診療ガイドラインでは、薬物療法と

して重症度に応じて抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリ

エン薬、鼻噴霧用ステロイド薬などの併用を推奨し

ている。また薬物療法以外にアレルゲン免疫療法と

抗原除去・回避などの環境整備の記載がある１）。

　アレルゲン免疫療法は、病因となるアレルゲン（抗

原）を患者に投与し、数年かけて抗原に対して耐性

を獲得していく治療法で、アレルギー体質を改善し

ていく唯一の方法である。本稿では、当院における

ダニによるアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法

（Sublingual Immunotherapy：以下SLITと記載）

の現状を報告する。

Ⅱ．対　象

　2016年２月～2022年３月までに当クリニックでミ

ティキュア®ダニ舌下錠によるSLITを開始したア

レルギー性鼻炎の患者を対象とした。（図１）

Ⅲ．治療導入方法

　まず医師が患者と保護者にSLITの内容を紹介し

た後、（株）鳥居薬品から提供された小冊子「もっ

と知ろうよ！アレルギー性鼻炎」と「見つけよう！

あなたに合った治療法」を手渡して、今後SLITを

希望するのであれば再来院する様に案内している。

　導入初日は、当院で具体的な服用方法を看護師が

説明した後、実際にミティキュア®（チュアブル錠）

を舌下に置き、約１分間口腔内で保持した後飲み込
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報　　告

１）小児クリニックたまなは　

２）ミルク薬局

要　旨
　ダニやスギ花粉によるアレルギー性鼻炎は、年々増加傾向にあり小児では約20～50％の有病率
である。今回、2016年～2022年３月までの当クリニックにおける通年性アレルギー性鼻炎に対す
るダニ舌下免疫療法（総数246例）の現状を報告した。中断した症例は55例（22％）あった。中
断の理由は、口腔内の違和感、鼻症状のより悪化、喘鳴、かゆみなどの全身症状、鼻症状の改善
のため、物理的に通院できないなどであった。これまでの報告では３～４年継続して70～80％の
改善率と言われているが、今回、患者へのアンケート調査では、ほとんどの症例で良好と答えて
いる。しかし純粋に舌下免疫療法による症状の改善なのか評価が困難であった。その理由として、
ここ数年コロナ禍にあり、行動の自粛やマスク着用が症状の軽快に少なからず影響していると思
われた。また、点鼻ステロイド薬も併用している症例もあるため、薬剤による効果も否定できな
かった。今後は、長期的に薬剤処方数の減少傾向を観察することによって舌下免疫療法による改
善効果を評価していきたい。
キーワード： 小児、ダニ、アレルギー性鼻炎、舌下免疫療法
略　語：SLIT： Sublingual Immunotherapy、SCIT：Subcutaneous Immunotherapy:

当クリニックにおけるダニ舌下免疫療法の現状

玉那覇康一郎１）　　福地　哲子１）　　井上美代子１）　　加藤　香織１）　　松茂良千乃１）

　又吉　綾美１）　　嘉数いつ子１）　　知念　直美１）　　仲村瑠唯寿１）　　桝井　亮太２）



むことを指導している。その後30分間副反応の有無

を観察して、特に問題なければ翌日から家庭で１日

１回服用する。

　帰宅する際に小冊子「ミティキュアを服用される

患者さんへ」と今後来院時に毎回持参してもらう「服

用記録・症状日誌」を手渡している。

Ⅳ．結　果

　当クリニックにおけるSLITの年度別開始症例数

を図１に示す。2015年末に保険適用となったが12歳

以上の縛りがあったために小児科では適用者が少な

く、2016年は４例、2017年はゼロだった。2018年に

12歳未満にも保険適用となったために徐々に症例数

が増加し、今年（2022年）３月までの総数は246例

であった。

　SLITの開始年齢と症例数を図２に示す。男子163
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図２　ダニ舌下免疫療法（SLIT）の開始年齢と症例数
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例、女子83例で男女比は約２対１で男子が多く、最

低年齢は４歳で10例、５歳～10歳までが多く、その

後11歳からは３分の１に減っている。

　図３は全症例のダニ（ヤケヒョウヒダニ）のRAST

スコア分布を示している。RAST（Radioallergosolbent 

test）スコアとは血清中の特異的IgE抗体量によっ

てクラス１～６までのクラス分けをしている。ほと

んどの症例がクラス４～６であり、ダニに対しての

反応が強いアレルギー性鼻炎の患者が対象になって

いる。

　併用している薬剤は、抗ヒスタミン薬193例

（78％）、ステロイド点鼻薬172例（70％）であった。

抗ロイコトリエン（LT）薬とステロイド吸入薬は

喘息の治療で、外用ステロイド薬はアトピー性皮膚

炎を合併している症例である。（表１）

　長期に服用するのでコンプライアンスが問題とな

るが、治療を中断した症例が55例（22％）あった。

調査方法は、６ヵ月間処方がない症例を中断症例と

して、電話で中断している理由を聞いている。（回

収率60％）

　中断した一番の理由は、口腔内症状で口腔内の痒

み、不快感であった。全身症状では、全身の痒みが

あり夜寝られない、２症例に喘鳴による呼吸困難が

あった（アナフィラキシー反応）。

　また、鼻症状が軽快したために自己中断や、部活

や塾で忙しく通院できない、遠方で通院できない、

コロナが心配で来院できない、ネットで調べて小児

の舌下免疫療法の症例が少ないので不安、などが

あった。電話連絡が取れなかった症例は22例あった。

（表２）

　今回のSLITの評価は、（株）鳥居薬品から提供さ

れた「服用記録・症状日誌」を用いて患者側が鼻の

症状を０（症状なし）・１（軽い）・２（やや重い）・

３（重い）・４（非常に重い）の５段階で主観的に

評価する方法を採用した。

　治療効果の判断は、毎月から２ヵ月に１度の来院

時に日誌をチェックしているが、治療前は２～４で

あったが、その後はほとんどの症例で０～１の「症

状なし～軽くなった」と記載されている。

図３　ダニのRASTスコア分布
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図3 ダニのRASTスコア分布

表１　併用している薬剤（重複あり）

抗ヒスタミン薬 193 例 （78%）

ステロイド点鼻薬 172 例 （70%）

抗ロイコトリエン薬 23 例 （10%）

ステロイド吸入薬 27 例 （12%）

外用ステロイド薬 48 例 （22%）

 ミルク薬局提供
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Ⅴ．考　察

　2019年（令和元年）中国武漢から始まった新型コ

ロナウイルス感染症が、翌2020年に日本でも徐々に

流行の兆しが見え始めた。そして間もなく緊急事態

制限が発令されて全国的にパニック状態になり、大

病院では重症患者の治療で医療崩壊寸前になった。

一方、当クリニックの様な小規模医院では外出制限

のために来院患者が激減した。

　感染症患者を主に診ている小児科では、マスク着

用、手洗い、アルコール消毒により常時流行してい

たウィルス感染症が激減した。そこで頻回に来院し

なくてもよく、家庭でも継続的に治療できるアレル

ギー性鼻炎を対象とした舌下免疫療法（SLIT）の

普及を思いついた。

　筆者は過去に減感作療法や脱感作療法と称した皮

下免疫療法（Subcutaneous Immunotherapy:SCIT）

を施行した経験があるが、患者は毎週～毎月通院す

る必要があり、しかも皮下注射という小児には苦手

な疼痛を伴う手技であるために継続を断念したこと

があった。

　また日本ではハウスダストの製品しかなく、欧米

の様にダニの定量化された製品がなかったためにダ

ニ抗原量がロットの違いで一定せず、アナフィラキ

シーの副反応も少なからず報告されていた。また薬

液の希釈が煩雑でそれに見合う保険点数でないため

に、現在では徐々にSCITを行う医療機関が減少し

てきている。

　その点、舌下免疫療法（SLIT）は疼痛がなく、

重篤なアナフィラキシー反応もほとんどなく、家庭

で手軽に行える免疫療法であるために欧米を中心に

普及してきた。

　SLITの二重盲検試験は1986年に初めて報告され

た。（Scaddingsら）2001年には国際的ガイドライ

ン のARIA（Allergic Rhinitis and its Impact on 

Asthma）にSLITが記載されて、安全性と有効性

が支持された。同年、コクランレビューが発表され、

二重盲検法で３～５年間継続して70％～80％の改善

率を報告、致死的な副作用の頻度が少なく、自宅で

の投与が可能とされた３）。

　表３は、日本のアレルゲン免疫療法の歴史を示し

ているが、1963年にHD（ハウスダスト）の皮下免

疫療法（SCIT）が開始された。そして2014年に舌

下免疫療法（SLIT）が12歳以上のスギ花粉症に対

して保険適用になり、翌15年にはダニの舌下免疫療

法が12歳以上で保険適用になった。そして有効性は

体重区分間で大きな違いはなく、有害事象も体重に

表３　日本のアレルゲン免疫療法の歴史

1963 年： 我が国で HD の皮下免疫療法の開始（脱（減）
感作療法）

2014 年： 舌下免疫療法が 12 歳以上のスギ花粉症に対
して保険適用

2015 年： 12 歳以上のダニアレルギーに対して保険適用

2018 年： 12 歳以下にも保険適用

表２　治療を中断した55症例（22％）の理由

口腔内症状
・口腔内の痒み、不快感がある（12 例）

全身症状
・全身の痒みがあり、夜寝られない（４例）
・喘鳴による呼吸困難がある（２例）

症状の軽快
・１年～１年半の経過で症状が軽快（７例）

通院できない
・部活や塾で多忙（４例）
・遠方で通院できない（２例）
・コロナが心配で来院できない（１例）

その他
・ ネットで調べて小児の舌下免疫療法の症例が少ないので不安（１例）

連絡取れず不明（22 例）
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影響されなかったために、2018年には12歳以下にも

保険適用となり、小児でも徐々に舌下免疫療法が広

まってきた４）５）。

　当クリニックにおいても2016年からSLITを始め

ているが、小児科では12歳以上の患者はほとんどい

ないのが現状であり、2018年に12歳以下にも保険適

用になってから徐々に増え始め、コロナが流行した

2020年以降に導入症例が顕著に増えてきた。（図１）

　当クリニックでの開始年齢は４歳からであるが、

ミティキュアを１分間以上口腔内で保持できる最低

年齢ということである。11歳から極端に患者数が減

少しているが、小学校高学年から中学校にかけて部

活や塾通いなどハードスケジュールのためにクリ

ニックを受診する機会が少ないと理解している。

　今回の報告はSLIT開始前に十分な治療計画がさ

れておらず、客観的な治療効果を判断するには不

十分であった。自己申告での報告では、ほとんど

の症例で鼻症状が改善されたという事であったが、

SLIT開始から３、６、12ヵ月、２年、３年後など

定期的に客観的な鼻腔所見や鼻症状の変化、副反応

を評価する必要があった４）６）。

　尚、（株）鳥居薬品がまとめたミティキュア使用

成績調査の中間結果報告（４）によると2016年７月

～2020年９月までに252施設から846例の登録があ

り、投与開始から３年間観察している７）。

　有効症例689例では、改善324例（47.0％）、やや

改善218例（31.6％）、不変139例（20.2％）、やや悪

化と悪化例８例（1.2％）と報告されており、改善

とやや改善を合わせると約80％の有効率である。

　安全性解析対象症例752例（15歳未満252例（34％）

を含む主に成人を対象）では、130例（17.3％）が

何らかの副作用があった。主な副作用は口腔掻痒症

18例（2.4％）、口腔腫脹16例（2.1％）、耳掻痒症11

例（1.5％）、アレルギー性鼻炎の悪化10例（1.3％）、

口腔内不快感及び口内炎が各９例（1.2％）咽喉刺

激感８例（1.1％）で、重篤な呼吸困難及びアナフィ

ラキシー反応は各１例と報告されている。

　今回、鼻症状が改善された理由として、ここ数年

コロナ禍にあり、行動の自粛やマスク着用が症状の

改善に影響していると思われた。また、ステロイド

点鼻薬など薬剤による症状のコントロールも考えら

れた。現実問題として薬剤を使用しないで純粋に

SLITの効果を評価することは一般診療としては困

難である。

　今後は、併用する薬剤処方数の減少傾向を長期的

に観察することによって、SLITによる改善効果を

客観的に判断していく予定である。

　最後に、私が患者へSLITを勧めるアプローチを

紹介する。（表４）１）まず薬剤は症状をコントロー

ルする役割で体質改善にはならない、２）そのまま

ではアレルギー性鼻炎の症状は大人に持ち越しする

可能性があること、３）従って小児期にSLITで体

質改善した方が良いのではないか、４）３年間で約

８割の症例で軽快していることを説明して、５）情

報提供の小冊子を渡して、自宅で考える時間を与え

るようにしている。

　また、数年間の治療を継続するには、患者自身や

家族のSLITに対するモチベーションを保つ必要が

ある。筆者は子どもの頃、夏休み期間に毎朝欠かさ

ずラジオ体操に通った経験がある。継続できた主な

理由は、カードに参加スタンプを毎回押してもらう

のが嬉しかったのである。そこで今回も「服用記録・

症状日誌」を利用して、毎回受診時にはクリニック

のスタンプを押して励ましている。どれだけの効果

表４　私が患者へSLITを勧めるアプローチ

１） 薬剤は症状をコントロールする役割で体質改善にはならない。

２） そのままではアレルギー性鼻炎の症状は大人に持ち越す可能性がある。

３） 従って小児期に SLIT で体質改善した方が良いのでは。

４） ３年間で約８割の症例で軽快している。

５） 情報提供の小冊子を渡して、自宅で考える時間を与える。
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があるかは不明だが、継続するには常にモチベー

ションを維持する工夫が必要と思われる。

Ⅵ．まとめ

　2016年から開始した通年性アレルギー性鼻炎（総

数246例）に対するダニ舌下免疫療法（SLIT）の現

状を報告した。ほとんどの症例で症状の改善がみら

れたが、マスクの着用や薬剤の併用もありSLIT自

体の有効性が判断できなかった。約20％に中断が

あった。

　尚、資料を提供した（株）鳥居薬品との利益相反

はありません。また2021年沖縄小児アレルギー研究

会で症例数が異なる同様な発表をしました。

文　献

１） 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会．鼻

アレルギー診療ガイドライン-通年性鼻炎と花

粉症-2020年版．改定第９版．東京：ライフ・

サイエンス；2020

２） 太田伸男．鼻アレルギー診療ガイドライン2020 

COVID-19感染症下のアレルギー性鼻炎のマ

ネージメント．アレルギー 2022；71：186-190．

３） 川島佳代子．舌下免疫療法．アレルギー 2022；

71：92-101.

４） 石黒奈緒、仲村理恵、根津櫻子．小児のダニ舌

下免疫療法　鼻炎症状及び副反応評価を活用し

た治療状況の検討．日小ア誌　2021；35：121-

130

５） 佐藤さくら、秦　宏興、小林聡子　他．小児に

おけるダニ舌下免疫療法用錠剤の有効性、安全

性及び免疫学的応答に対する体重の影響の検

討．アレルギー 2020；69：918-927.

６） 湯田厚司．SLIT処方のコツEXPERT LECTURE．

鳥居薬品株式会社；2021.11

７） 鳥居薬品株式会社．ミティキュアダニ舌下錠特

定使用成績調査　中間結果報告（４）；2021.7　
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急性期病院の小児科外来を受診する心身症患者の状況と展望

新垣　律子　　新垣　洋平　　屋良　朝雄

報　　告

Status and prospect of patients with psychosomatic diseases who visit the pediatric outpatient clinic of 

an acute care hospital.

Ritsuko I. ARAKAKI，Youhei ARAKAKI，Asao YARA

那覇市立病院　小児科

要　旨
【は じ め に】最近３年間のＡ病院小児科外来での心身症患者の受診状況について報告する．
【目的・方法】 2019-2021年にＡ病院を訪れた初診患者のうち心身症と診断された患者の動向につ

いて後方視的に調査する．
【結 果】 心身症と診断された患者は３年間で267例と初診患者の7.8％を占め，入院は２

例であった．通院期間の平均日数は166日で，転帰は通院継続中25％，通院終了
53％，通院中断22％であった．精神科医師へ紹介したのは３年間で５例だった．

【考察と結語】 Ａ病院小児科を受診した心身症患者の多くは入院を必要としないが，外来通院継
続率は高く，通院期間は長期に及ぶ．神経発達症においてはＡ病院小児科が神経
発達症の初診を制限していたにもかかわらず，初診心身症患者の５％を占め，そ
の患者数の多さを表していた．地域での小児心身症患者が定期受診できる施設は
限られており，早急に小児心身症の外来診療体制を整える必要がある．

キーワード： 心身症，ストレス関連疾患，急性期病院，一般外来

Abstract
[Introduction] We report on the consultation status of patients with psychosomatic 

diseases in the pediatric outpatient clinic of Hospital A over the past 3 years. 
[Purpose/method] We retrospectively investigated the trend of patients diagnosed with 

psychosomatic diseases among patients who presented to Hospital A between 2019 and 
2021. 

[Results] Psychosomatic diseases were diagnosed in 267 patients over the last 3 years, 
accounting for 7.8% of the patients visiting for the initial examination, and 2 patients 
were hospitalized. The mean duration of outpatient treatment was 166 days. As 
for patient outcomes, 25% of patients continued, 53% of patients completed, and 
22% of patients discontinued outpatient treatment. Five patients were referred to 
psychiatrists in 3 years. 

[Discussion and conclusion] Most patients with psychosomatic diseases treated at 
the pediatric department of Hospital A did not need to be hospitalized. However, 
the continuation rate of outpatient treatment is high and the duration is long.  
Patients with neurodevelopmental disorders accounted for 5% of those with 
psychosomatic diseases who presented to our hospital, showing a substantial number 
of the patients. The medical institutions where pediatric patients with psychosomatic 
diseases can make regular visits are limited. Therefore, it is necessary to establish an 
outpatient care system for pediatric psychosomatic diseases as soon as possible.

Key words： psychosomatic disease, stress-related diseases, acute care hospital,   
general outpatient



Ⅰ．はじめに

　小児科は「子どもの総合医である」という基本理

念のもと，子どもの病気を診断治療するだけでなく，

乳幼児健診や予防接種などの健康管理や発達支援，

社会問題に至るまで，子どもの健全な発育を総合的

に支援している．日本小児心身医学会によると，子

どもの心身症は「身体症状を示す病態のうち，その

発症や経過に心理社会的因子が関与するすべてのも

のをいう．それには発達・行動上の問題や精神症状

を伴うこともある．」と定義されている１）．心身症患

者は身体症状を主訴とするため，最初に訪れる医療

機関は心療内科や精神科ではなく，一般小児科外来

であることが多くなる．Ａ病院は急性期病院であり，

その規模は，入院病床数約400床，小児科病床約20床，

NICU＋GCUあわせて約10床である．救急は二次救

急までを担い，最近７年間の小児の年間平均救急受

診患者数は約10,000人である．外来は一般外来に加

えて，循環器，内分泌，新生児，アレルギー，神経，

腎臓科など各種専門外来も行っている．最近７年

間の小児科外来の年間平均初診患者数は約2,300人，

年間平均再診患者数は約13,000人である．児童精神

外来は月２回，心理士外来は月３回診療を行ってい

るが，早産児や低出生体重児などのハイリスク新生

児の発達検査や知能検査を目的として開設されてい

る．また，児童精神外来および心理士外来の初回受

診までの待機期間は１年以上と長く，神経発達症の

初診外来は制限しているのが現状である．

Ⅱ．目　的

　最近３年間のＡ病院小児科外来を訪れた初診患者

のうち，心身症およびストレス関連疾患と診断され

た患者の動向（年齢、診断名、通院期間、転帰、紹

介先）について明らかにすることを目的とし，後方

視的に調査した．

Ⅲ．対象と方法

　2019‐2021年にＡ病院小児科を訪れた初診患者

3,664例を対象とした．電子カルテを用いて初診日，

年齢，診断名，通院期間，転帰を検索した．救急外

来受診患者は含めなかった．心身症および心身症関

連疾患の抽出方法については，対象患者全例の診療

録を閲覧し，心身症および心身症関連疾患（疑い例

を含む）として経過観察や治療が開始されている例

を抽出した.　心身症の診断については，心身症に

特異的な診断基準は存在しないため，担当医師ごと

に診断プロセスの違いはあるも，心身症を疑わせる

所見１）があり，各種の身体疾患に心理社会的スト

レス因子の関与が疑われる場合「心身症」と診断さ

れていた.　心身症の診断名については，心身症に

おける身体症状の診断名を記し，日本小児心身医学

会「専門医向け外来心身医療ガイドライン」２）を参

考に分類した．Ａ病院外来通院中の心身症患者の通

院日数の検討には，マン・ホイットニーＵ検定を用

いて統計解析を行った．倫理的配慮に関して，Ａ病

院倫理委員会の承認を得た（承認番号2022a14）．研

究についての情報を研究対象者に公開し，研究対象

者が拒否できる機会を保障した．公開方法について

は，病院内に掲示または病院ホームページへの掲載

とした． 

Ⅳ　結　果

１．受診件数と入院率

　外来初診患者総数は，３年間で計3,664例，そのう

ち入院患者は843例で入院率は23％であった．心身

症およびストレス関連疾患と診断された患者は３年

間で計267例，そのうち入院患者は２例で入院率は

0.74％，入院症例の内訳は，一例が心因性非てんか

ん発作，もう一例が気管支喘息発作の合併であった．

２�．心身症における身体症状の診断名（診断名）と

年齢

　診断名別患者数では起立性調節障害が104例

（39％）と最も多く，次いで過敏性腸症候群40例

（15％），慢性頭痛29例（11％），神経発達症14例

（５％），排泄障害10例（４％），チック９例（３％），

心因性咳嗽８例（３％），憤怒痙攣５例（２％），摂

食障害４例（１％），夜驚症３例（１％），周期性嘔

吐症２例（１％），統合失調症２例（１％）の順で

多かった（図１）．年齢別心身症患者数では，０‐１

才児を除いては年齢が上がるにつれて患者数の増加

を認めた．小学校低学年では10例前後で，高学年に

なるにつれて症例数は増加し，ピークは14才の40例

であった．15才で患者数の急激な減少がみられるの

は，Ａ病院小児科の初診患者受入年齢の上限を中学
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３年生までとしているからである（図２）．

３．転　帰

　心身症以外の患者は通院中612例（18％），通院中

断136例（４％），通院終了または転院2,649例（78％）

であった．心身症患者は通院中67例（25％），通院

中断59例（22％），通院終了または転院141例（53％）

であった（図３）．

　①　心身症患者の転院・紹介先

　 　終了または転院した心身症患者141例のうち42

例が転院となっていた．紹介先の内訳は，紹介

元への逆紹介28例（67％），精神科への紹介５例

（12％），発達クリニックへの紹介５例（12％）

であった．発達クリニックへは神経発達症と診断

した患者のみを紹介した（図４）．

起立性調節障害

39%

過敏性腸症候群

15%

慢性頭痛

11%

神経発達症

5%

排泄障害

4%

チッ ク

3%

心因性咳嗽

3%

憤怒けいれん

2%

摂食障害

1%

夜驚症

1%

周期性嘔吐症

1%
統合失調症

1%

その他

14%

n=267

図１．心身症における身体症状の診断名別患者数

n=267 

図２．年齢別心身症患者数
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　②　Ａ病院外来通院中の心身症患者の転帰

　 　Ａ病院外来通院中の心身症患者67例の転帰の内

訳は、児童精神外来への紹介が６例（９％），心

理士外来への紹介が９例（13％），一般外来に通

院継続中52例（78％）であった（図５）．

４．通院日数

　通院日数について，マン・ホイットニーＵ検定を

用いて統計解析を行った．心身症患者の平均通院日

数は166日，中央値は60日であった．心身症以外の

患者の平均通院日数は120日，中央値は７日であっ

た.（図６）．

Ⅴ　考　察

１．心身症患者の診断名と年齢について

　Ａ病院を受診した心身症患者は起立性調節障害が

圧倒的に多く，次いで過敏性腸症候群，慢性頭痛と

続いている．起立性調節障害，過敏性腸症候群，慢

性頭痛が上位に入る傾向は他の類似した研究３）と

変わらなかった．いずれの疾患も身体症状の出現を

きっかけに受診することが多く，急性期病院では患

者数が多いと考えられた．Ａ病院では神経発達症の

初診外来を制限しているにも関わらず，神経発達症

は５％を占め，４番目に多い数であった．これは，

身体症状の原因が神経発達症であった症例や，身体

疾患と神経発達症の併発であった症例などであった

心身症
n＝267

中断
22％
中断
22％

通院中
25％

通院中
25％

終了
または
転院
53％

終了
または
転院
53％

心身症以外
n＝3397

中断
4％
中断
4％ 通院中

18％
通院中
18％

終了
または
転院
78％

終了
または
転院
78％

図３．転帰

紹介元

67%

発達

クリ ニッ ク

12%

精神科

思春期外来

12%

内科診療所

2% 県外

7%

転院先 n=42

図４．心身症患者の転院先
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（図１）．神経発達症の初診制限がなければ，神経発

達症と診断される患者数は更に増加していたと推測

された．年齢別心身症患者数は，０‐１才児を除いて

は年齢が上がるにつれて増加傾向があった（図２）．

０‐１才児は憤怒痙攣，神経発達症の偏食による体

重増加不良などを主訴とした受診が多かった．小学

校高学年から中学生にかけて患者数が急激に増加す

るパターンは他の類似した研究３）と同様の傾向がみ

られている．学童期には親からの分離・個体化が進

み，子ども同士での集団生活が始まり，認知発達の

面でも大きな変化を迎える．思春期になると，子ど

もは親から心理的に自立し，心理的にさまざまなこ

とをのり越えていかなければならない．思春期は人

生のなかでもとくに不安定な時期であり，思いどお

りにいかないことも多いため，これまで培われてき

た子どもの自己肯定感は大きく揺らぐ２）．また，障

害を抱えていたり，家庭環境に問題があったりする

と，ストレス耐性が低くなり，ちょっとした出来事

で心身症を発症してしまう．思春期は最も心因性疾

患が増加する時期になり，適切な指導や治療が必要

となる．心身症患者が増加する年齢には，思春期と

大きな関わりがある。

２．受診患者全体と心身症患者の比較

　Ａ病院を受診した心身症患者は全体の7.8％で，

1999年に行われた全国調査の5.8％４）より高い割合

である．全国調査が20年以上前のデータであり，単

図６．通院日数の比較

一般外来

78%

児童精神

外来

9%

心理士

外来

13%

通院中 n=67

図５．Ａ病院外来通院中患者の内訳
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純比較することは難しいが，20年間の子どもたちを

取り巻く社会背景の変遷が心身症患者の増加に影響

している可能性が考えられる．また，Ａ病院が地域

医療支援病院としての役割を担っており，地域の患

者が集中して紹介受診することが関連している可能

性も考えられる．受診患者全体の入院率23％と比較

して入院を必要とした心身症患者は0.74％と心身症

患者の入院率は低かった．Ａ病院が急性期病院であ

ることから，入院加療が必要な患者が多く全体の入

院率が高いこと，またＡ病院小児科の特徴として救

急受診患者が多いことも関連していると考える．実

際，Ａ病院小児科の2019‐2021年の新患総数に対し

て時間外の新患（救急外来受診者数）の占める割合

は約７割であった．今回は救急外来を受診した患者

は対象に含めなかったため，救急外来から入院した

心身症患者数を把握できておらず，この研究の限界

でもあるが，入院を必要とした心身症患者が調査対

象から除外された可能性が推測できる．心身症患者

の入院については，地域のクリニックからＡ病院を

経由せずに精神科に転院している可能性もあるが，

身体表現としての症状が軽微で入院適応とならない

患者が多いことが理由として考えられた．転帰につ

いては，心身症以外の患者と比較して，心身症患者

の通院継続率と通院中断率が高く，通院終了または

転院の割合が低かった（図３）．心身症患者の通院

継続率の高さは，診断や症状改善までに時間を要す

るなどの理由がある．また，通院中断率が高い理由

としては，SARS-CoV-２の流行による受診控え，

自然経過による症状の改善などが推測された．通院

継続中の患者の通院日数に関しては，心身症以外の

患者の平均通院日数120日（中央値７日）と比較して，

心身症患者は160日（中央値60日）と長い．身体疾

患の患者が急性期疾患で通院終了となるケースと慢

性疾患で長期管理が必要となるケースの両極化があ

る一方，心身症患者は早期に通院終了となるケース

は少なく，長期管理が必要となるケースが多い．心

身症患者の通院期間が長くなる理由としては一旦症

状の改善がみられても環境変化などにより再発・再

燃を繰り返すことにある．

３．心身症患者の転帰について

　心身症患者はどこで通院を継続しているのか．Ａ

病院から転院となった42例の心身症患者のうち神経

発達症と診断された患者５例（12％）は発達クリ

ニックへ紹介となり，精神科へ紹介した患者は５例

（12％）にとどまっている．紹介元へ逆紹介となっ

た患者は28例（68％）と最も多く，心身症患者は主

に地域でみられていることがわかる（図４）．Ａ病

院に通院中の患者のうち，６例（９％）が児童精神

外来へ紹介になり，９例（13％）が心理士外来へ紹

介になったが，52例（78％）は一般外来で通院継続

中であった．Ａ病院では心身症患者の多くは児童精

神科ではなく，一般外来でみられていることがわ

かった．Ａ病院では主に初診時に対応した一般外来

担当医が主治医として診療を行っている．ときには

心身症患者の診療に関して児童精神科医，心理士に

相談し助言してもらいながら一般外来での心身症患

者の診療を継続している．

４．心身症外来の展望

　2022年４月に「良質かつ適切な医療を効率的に提

供する体制の確保を推進するための医療法等の一部

を改正する法律」が施行された．具体的には「医療

資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担

う医療機関として「紹介受診重点医療機関」を明確

化することとした５）．医療資源を重点的に活用する

外来に関する基準の具体的な水準は，初診基準（初

診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する

外来」の件数の占める割合）を40％以上，再診基準（最

新の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する

外来」の件数の占める割合）を25％以上と示された６）．

これにより，紹介受診重点医療機関となる総合病院

は，その経営戦略として入院患者数を増やすのは元

より，外来再来率を下げる，逆紹介率を上げるなど

の外来診療の縮小に迫られている．Ａ病院小児科を

受診した心身症患者のほとんどは入院せず，心身症

以外の患者と比較して，外来通院継続率は高く，通

院期間は長期になる傾向にあった．心身症患者の入

院率の低さ，通院期間の長さや通院継続率の高さは

この経営戦略に逆行しており，今後総合病院での診

療継続が困難になっていくことが予測される．
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Ⅵ．結　論

　急性期病院の一般外来を受診する心身症およびス

トレス関連疾患患者は，入院加療や精神科への紹介

が必要となることは少ない．紹介受診重点医療機関

での外来診療縮小が迫られる中，心身症外来は今後，

紹介受診重点医療機関ではない総合病院あるいはク

リニックなどに場所をシフトしていく必要がある．

しかし，現状としては地域の小児心身症患者が定期

受診できる施設は限られており，一般小児科クリ

ニックでの心身症患者の診療体制も不十分である．

今後，子どもの心相談医および子どものこころ専門

医の養成を拡充していくこと，小児心身症の外来診

療体制を整えていくこと，児童精神科と地域の小児

科クリニックの更なる連携強化が求められる．

　なお，利益相反に関する開示事項はありません．
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目　的

　子どものことばの発達には、大人とのやり取りが

重要である。状況や場面を共有しながら子どもの状

態に合わせてことばをかけていくこと、共感したこ

とを言語化することが必要である。

　一方で、自閉スペクトラム症と診断された子ども

の場合は、共同注視や共感性の弱さから、ことばを

習得するうえで必要な、模倣する力や相手の立場で

理解するなどの言語体験の共有のしにくさがある。

それは、社会的な常識を身につけることの難しさに

関係していると考える。田宮１）（2016）によると、

自閉スペクトラム症を持つ児の言語発達は、バイリ

ンガル環境とモノリンガル環境との比較においても

差がないことが指摘されている。

　Ａ施設においても自閉スペクトラム症を持ちバイ

リンガル環境にある児が言語相談で受診するのは年

に５～10人である。今回言語聴覚療法を受けた保護

者の一方が日本語以外を第一言語とし、日本語と外

国語とのバイリンガル環境で育った子どもについて

報告する。

対象と方法

　Ａ施設を2018年から３年間に受診したバイリンガ

ル環境にある児（以下バイリンガル環境児）25人

の診療録より、初診年齢・診断名・両親の第一言

語・男女比・初診時主訴・通っている機関を抽出し、

2020年の言語療法のバイリンガル環境児を除く新規

患者数（以下モノリンガル環境児）と比較検討する。

結　果

Ⅰ．男女比

　男児20人、女児５人で、男女比は４：１であった。

（図１）

図１　バイリンガル環境児25人の男女比
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バイリンガル環境と発達障害児の言葉の遅れ

山城　睦美　　大城　貴子

報　　告

沖縄肢体不自由児協会 沖縄中部療育医療センター

要　旨
　言語聴覚士が対応した親の両方又は一方が日本語以外を母語とし、日本語と外国語とのバイ
リンガル環境で育った児（以下バイリンガル環境児）について報告する。
　2018年から2021年までの３年間にＡ施設を受診したバイリンガル環境児25人の診療録より、
初診年齢・診断名・両親の第一言語等を抽出した。男女比は４：１であり、初診年齢は平均４
歳11か月である。診断名の64％は自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症児であり、その内
83％が重複障害である。初診時の主訴は「ことばの遅れ」33％「対人コミュニケーションの取
りづらさ」30％であった。親の第一言語は、母親が日本語、父親が英語もしくは不明を含めた
組み合わせが全体の96％であった。
　母語の基本的習得は、３歳で一定レベルに達すると言われており、バイリンガル環境児の早
期支援について検討が必要である。話しことばの発達の状況が書きことばに影響する事から、
就学を見据えた支援が必要である。
キーワード： バイリンガル環境児、ことばの遅れ、初診年齢、親の第一言語、自閉スペクトラム症
Key words： bilingual children, language delay、parent’s first language, Autism 

Spectrum Disorder



Ⅱ．初診年齢

　バイリンガル環境児の初診年齢は平均４歳11か月

であった。最年少は１歳９か月、最年長は11歳５か

月である。これに比し、2020年言語聴覚療法を受け、

バイリンガル環境児を除いた新規患者（以下モノリ

ンガル環境児）91名の初診年齢は平均４歳３か月で

あり（表１）、モノリンガル環境児の平均は、バイ

リンガル環境児より若干早めである。また、２歳ま

でに来所される割合は、バイリンガル環境児は16％

であり、モノリンガル環境児は24％で、バイリンガ

ル環境児よりも早めの来所に繋がっている。１歳台

までの受診では、バイリンガル環境児が４％に対し

てモノリンガル環境児は14％である。（図２）

Ⅲ．診断名

　診断名は、両群ともに自閉スペクトラム症と言語

発達遅滞、精神発達遅滞が多い結果であった。注意

欠陥・多動症は、バイリンガル環境児がモノリンガ

ル環境児よりも多かった。

　主障害は、単独児（24％）より重複児（76％）が

多く、その中でも自閉スペクトラム症、注意欠陥・

多動症を併せ持つ児が多かった。（図３）　　

表１　�バイリンガル環境児とモノリンガル環境児の
初診値の比較
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※�バイリンガル環境児は、2018 年から 2020 年までの人数。モノリンガル環境児は、言語聴覚療法を受けた� �

総数から 2020 年のバイリンガル環境児を除いた人数。（以下省略）
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Ⅳ．初診時の主訴

　主訴は、「ことばの遅れ」が10人、「対人コミュニ

ケーションの取りづらさ」が９人で、全体の76％を

占めた。（図４）

Ⅴ．両親の第一言語

　父親は外国語で母親が日本語80％、父親の言語は

不明で母親は日本語が16％で、両方を合わせると全

体の96％を占めていた。（図５）

Ⅵ．通っている機関

　地域の保育園が40％と最も多く、次が小学校20％

であった。80％が日本語環境であることがわかる。

（図６）

考　察

　今回の調査では、バイリンガル環境児の初診平均

年齢４歳11か月で、モノリンガル環境児の初診平均

年齢４歳３か月に比較し、遅れている傾向がある。

どちらも３～４歳代が最も多く、子ども同士での会

話が豊かになり、母語の基本的習得が一定レベルに

達する時期に来所しているケースが多い。言語未習

得で自閉スペクトラム症と知的障害を併せ持つ場

合、コミュニケーション意欲の要素にも左右される

ことから、二言語獲得を同時に促進することは負担

がかかると推察する。話しことばの発達の状況が就

学後、書きことばの習得に影響していることが想定

される児もいることから、先を見通した支援が必要

である。

　現在Ａ施設の言語療法は、日本語のみで対応して

おり、その点においてはあらかじめ保護者には承諾

を得ている。リハビリテーションの内容は、バイリ

ンガル環境の未就学児に対して日本語の単語獲得と

ともに、遊びや日常会話の中で「何？」と関心を持ち、

ことばで関わる面白さやそれをコミュニケーション

で共有すること、文字学習へ興味を持たせること、

音韻意識を持たせること等を実施している。就学児

には苦手教科の学習支援を行っている。

　対象児の多くは、地域の保育園や小学校に通園通

学していることから、生活言語は日本語が主である

場合が多い。Ａ施設受診のきっかけが保育園や学校

からの指摘というケースもあり、療育の目的や内容

についての伝達や共有は行いやすい。

　両親のうち、父親が英語、母親が日本語の組み合

わせが多く、家庭内ではバイリンガル環境で家庭外

では日本語の環境であることが多いことがわかる。

言語聴覚療法時の付き添いの８割は母親でり、その

母親の第一言語が日本語である割合は９割であるこ

とから、福祉の窓口、母子通園など、各種サービス

につながりやすいと思われる。

　Ａ施設において言語聴覚療法で毎回行われる療育

内容の説明などは日本語使用者の場合、共有しやす

いが、付き添う保護者の第一言語が日本語以外では、

通訳可能な職員に依頼したり、翻訳アプリを使用し

たり、ジェスチャーや絵を描く等で対応しているが、

図４　バイリンガル環境児の初診主訴（重複あり）
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細かいニュアンスの伝達に難しさを感じることが 

ある。

　今後の課題として、言語評価と発達の評価につい

てあげられる。例えば、リンゴを見て「リンゴ」は

出てこないが英単語の不明瞭な「apple」の発語に

関しては、モノリンガルの言語聴覚士は、全体の把

握が難しい状況にある。更に不明瞭な発音で英単語

の一部を発している場合や、状況が分からない場面

での不明瞭な英単語の発語等、親は聞き取れるが言

語聴覚士には聞き取れない場合もある。そのような

場合には、母親が子どもに応答している場面から意

味を推測したり、母親から情報提供してもらい、理

解している。子どもの全体像が把握できないと発達

の遅れが見過されてしまう可能性があることからど

のような評価・支援体制が必要か今後検討していき

たい。

結　論

　バイリンガル環境で発達障害とことばの遅れを併

せ持つ児の言語発達支援に対しては、十分ではなく、

今後支援体制を整えていく必要がある。

引用文献

１） 田宮聡、岡田由香、小寺澤敬子　バイリンガル

環境と言語発達評価―自閉症スペクトラム障害

と診断された帰国子女の症例を通して―　児童

青年精神医学とその近接領域　57（３）；450-457

（2016）
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Ⅰ．目的

　母子健康手帳（以下、母子手帳と略す）は妊娠期

から育児期までの統合された家庭用記録であり、公

的な情報が記載された育児書でもある。妊娠・出

産・産後までの母体のケアと子どもの健診結果、成

長曲線や発達の記録と予防接種スケジュールなど、

子育てに必要な情報が一冊の手帳にまとめられ、保

護者が家庭で保管できる形態となっている。また、

母子手帳は、医療従事者にとっても、母子保健サー

ビスの包括的で継続的な記録ツールである。母子手

沖縄の小児保健42

Literature review on the utilization and usefulness of the maternal and child health handbooks in 

Japan.

Tomomi TAKAYAMA１），Noriko TOYAMA１），Yasuhide NAKAMURA２）

１）琉球大学医学部保健学科地域看護学分野

２）国立看護大学校

要　旨
　本研究の目的は、文献レビューにより日本における母子健康手帳（以下、母子手帳と略す）の
利活用と有用性を明らかにすることである。検索データベース「医中誌」にて、1995年から2020
年までに母子手帳をテーマとして発行された原著論文を対象として検索を実施した。抽出された
158文献の内容を精査し35文献を分析対象とした。35文献は内容により母子手帳の有用性（18文
献）、母子手帳の利用（６文献）、多様性に応じた母子手帳へのニーズ（４文献）、母子手帳活用
の発展（７文献）の４項目に分類された。
　日本において母子手帳は、母子、医療関係者、行政関係者、研究者に利活用され、有用である
ことが示された。今後は更に課題として、多胎児や低出生体重児、障害を持つ方など、それぞれ
の親子のニーズに沿って活用できる母子手帳のあり方を検討する必要がある。また、自然災害へ
の備えや妊娠・出産・育児に必要な情報を個別性に合わせて提供するためにも、母子手帳のデジ
タル化が必要と考えられる。
キーワード： 母子健康手帳、母子保健、継続ケア、多様性、デジタル化

Summary
　This literature review aimed to clarify the utilization and usefulness of the Maternal 
and Child Health Handbook （MCHH） in Japan. We searched for original articles published 
from 1995 to 2020 using the online database “Ichushi-Web （Japanese medical literature）.” 
We identified 158 articles and included 35 based on the selection criteria. These were 
classified into four categories according to their contents: 18 articles on the usefulness 
of the MCHH, six on its utilization, four on its needs for diversity, and seven on the 
development of its utilization. The MCHH was utilized and useful for mothers and children, 
medical personnel, government officials, and researchers in Japan. Further consideration 
will be necessary on how the MCHH can provide information responding to the diverse 
needs for multiple births, low birth weight infants, and persons with disabilities. In 
addition, from the perspective of preparing for natural disasters and providing information 
on pregnancy, childbirth, and childcare according to individual needs, it is necessary to 
consider digitalization of the MCHH.
Key words： Maternal and child health handbook, Maternal and child health,  

Continuity of care, Diversity, Digitalization.

日本における母子健康手帳の利活用と有用性に関する
文献レビュー

高山　智美１）　　 當山　紀子１）　　中村　安秀２）

文献レビュー



帳を使用することで、医療従事者は、基準に沿った

情報を提供し記録することができる。さらに、継続

的なケアの改善にも寄与することが報告されてい

る１, ２）。

　日本の母子手帳は、戦後日本の母子保健水準の向

上に寄与したといわれ、国際的に高い評価を受けて

いる３）。2018年に世界医師会は母子手帳の開発と普

及に関する声明を採択し４）、世界保健機関は「母子

の家庭用記録に関するガイドライン」を発行して、

妊娠中記録、予防接種カード、小児健康冊子、統合

した母子健康冊子を家庭で保持することの重要性を

訴えた５）。

　一方、低出生体重児や障害児を育てる親の中には、

平均的な発達や成長の情報、記録が中心となる現行

の母子手帳では、情報の内容が当てはまらず疎外感

を持つ場合がある。近年、紙ベースの母子手帳だけ

でなく、電子的サービスや母子手帳アプリなどの形

での利用も普及しつつあり、今後デジタル母子手帳

などの併用により、「だれひとり取り残さない」形

での母子手帳の提供が期待されている。

　そこで、本研究では、日本における母子手帳の利

活用と有用性を明らかにし、母子手帳の課題や今後

の発展について検討することを目的として文献レ

ビューを行った。

Ⅱ. 対象と方法

　検索日は2020年11月18日、検索データベース「医

中誌」にて、「母子健康手帳 OR 親子健康手帳 OR 

母子手帳 OR 親子手帳 OR 父子手帳」を検索式と

して実施した。検索対象期間は1995年から2020年11

月18日までの25年間とし、抽出条件は、原著論文、

研究対象地域が日本、日本語論文であり、抄録が掲

載されている文献とした。これらの条件に該当した

158文献から、タイトル及び抄録より、母子手帳の

利活用または有用性について記載された72文献を抽

出した。この72文献から、妊娠時の血圧や児の出生

体重など、母子手帳記載情報の研究データのみを

利用していた37文献を除外し、35文献を分析対象

とした。

Ⅲ．結　果

１，文献数の推移と研究領域

　分析対象となった35文献の発行年度を３年ごとに

区切り文献数を確認した（図１）。年代別の推移と

して、2000年以降横ばいであったものが、2015年か

ら2017年が７件、2018年から2020年が14件と、母子

手帳の利活用と有用性について調査した研究は徐々

に増加傾向にあった。対象期間における文献発行数

としては2020年が最も多く、多胎児出産後の活用に

関するものが２件、社会的養護児童における母子手

帳の課題が２件、母子手帳活用に関する課題が１件、

自治体ホームページでの情報活用に関するものが１

件であった。また、近年のデジタル化社会を反映し、

2005年に携帯電話を活用した予防接種支援システム

の研究が行われたほか６）、2015年以降には母子手帳

の電子化について検討されている文献が５件報告さ

れていた。

２，研究内容での分類

　表１に示す通り、35文献は内容によって４項目に

分類された。分類の内容としては、「母子手帳の有

用性（18文献）」、「母子手帳の利活用（６文献）」、「多

様性に応じた母子手帳へのニーズ（４文献）」、「母

子手帳活用の発展（７文献）」であった。「母子手帳

の有用性」の小分類として「母子への有用性（10文

献）」、「医療者への有用性（３文献）」、「胆道閉鎖症

スクリーニングツールとしての有用性（５文献）」

があった。

図１． 発行年別文献数

検索データベース「医中誌」にて「母子健康手帳 OR 親子健康手
帳OR 母子手帳OR 親子手帳OR 父子手帳」を検索式として実施し、
1995 年から 2020 年までの期間で対象となった 35 文献を 3 年ご
とに集計した。
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ⅰ，母子手帳の有用性

ａ，母子手帳の母子への有用性

　母子手帳の有用性について検討されている18文献

のうち、母子への有用性について論じた文献は10文

献であった（表２）７～16）。斎藤らの報告では、公費

負担や保健センター等の地域の情報を母子手帳から

得ている妊婦は３割ほどであり、「健やかな妊娠と

出産のために」の欄を読んでいるのは63％であるこ

とが報告されていた８）。野久保らによれば、１歳６

か月健診を受診した児の母親の内、母子手帳の事故

に関するページを読んだことのある群は、ない群に

比べ乳幼児の事故に対する日ごろの心がけがある者

の割合が高いことが示唆されていた 12）。また、複数

の先行研究で、母子手帳を有用と感じている母親の

割合は80％を超えており 11，14）、とくに予防接種の

記録や、出産の記録、新生児の記録に対して有用性

を高く評価している母親が多かった９，13）。

表１．抽出された文献の分類と文献数

分　類 小分類 文献数

母子手帳の有用性

母子への有用性 10

医療者への有用性 3

胆道閉鎖症スクリーニン
グツールとしての有用性

5

母子手帳の利活用 6

多様性に応じた母子手帳
へのニーズ

4

母子手帳活用の発展 7

合　計 35

表２　母子手帳の有用性

筆頭著者
（発行年）

研究目的 デザイン 対象者 研究内容

1
三宅 優美
（2018）

妊婦のシートベルト着用に関す
る認識

量的
妊婦健診に来院した３
施設の妊婦 1,203 人

妊娠中のシートベルト着用率は非妊時より低く、正
しい着用法を知っている妊婦は 51％であった。特
に後部座席での着用に関しては今後の普及が必要
である。

2
齊藤 瞳
（2016）

母子手帳の活用状況および妊婦
のセルフケア状況

量的
Ａ病院の妊婦健診を受
診した170人

妊婦自身の記録を記入している人は 49％であり、
児へのメッセージを記入している人は 38％であっ
た。母子手帳に記載されている情報の活用率は低
かった。

3
神谷 摂子
（2016）

子育て過程にある母親の予防接
種に関する情報入手状況と困難
の現状

量的
未就園児対象の子育て
ひろばを利用する母親
123人

妊娠中に予防接種時期や接種間隔などの情報を , 説
明文書から 33.3％、母子手帳から 32.5％が得ていた。
得た情報について 43.9％が困った体験をしており、
その時期は生後２～３か月頃が最も多かった。最も
知りたい情報は接種スケジュールであった。

4
小口多美子
（2014）

Ａ県の麻疹・風疹予防接種の第
２期接種率の改善策を考えるた
めの実態

量的
36保育園の児の母親537
人

接種対象児の 94.1％が MR ２期を接種していた。
行政の施策は、個別通知、広報、ホームページ、就
学前健診時の呼びかけが主であった。

5
弓削 美鈴
（2010）

乳幼児を育てる母親の母子手帳
の有用性意識とその要因

量的
乳幼児健診を受ける乳
幼児をもつ母親730人

約 85％の母親が母子手帳を有用と認識し、特に「出
産の記録」「予防接種」「新生児の記録」欄の有用性
を高く評価していた。また将来子どもに見せたいと
いう継承意識を持つ母親は約９割であった。

6
野久保美紀
（2006）

乳幼児の事故防止に関する母親
の意識

量的
１歳６か月健診を受診
した児の母親 69人

母子手帳を読んだことのある群は 79.7％であり、
事故に対する日ごろの心がけがある者の割合が高
かった。また、転倒経験のある児の母親は、事故防
止意識が有意に低かった。

7
藤本 眞一
（2001）

母子手帳の既読状況や記録記入
の有無，紛失経験の有無，手帳の
有用性の認識

量的
１歳６か月健診を受診
した児の保護者 13,271
人

母子手帳の既読率は 98.3％、書き込み率は 97.8％と
共に高率であり、紛失率は 0.9％と非常に低い。「予
防接種の記録」について役に立ったと回答した人が
最も多かった。

8
竹田 恵
（2001）

母子手帳の通読状況と保護者記
入欄の記入状況、有用性の検討

量的
乳児健診を受診した10
か月児の母親115人

予防接種欄を読んでいる母親の割合が高かった。約
８割の母親は有用性を高く評価しており、就業して
いる母親の方が母子手帳を活用していた。

9
足立 基
（2010）

母子手帳の改訂に伴う実用性の
評価

量的
親子健康手帳を交付さ
れた１歳児の保護者300
人

改定後の母子手帳に対し、母子手帳が使いやすいと
答えた母親は 82％であり、使いやすさの向上がみ
られた。継続ケアの目標の一つである主体的な健康
管理に結びつけるには，さらなる意識の改革，啓発
による介入が必要である。
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ｂ，母子手帳の医療者への有用性

　表２の３文献には母子手帳の医療者への有用性が

報告されている 17～19）。里らの症例報告においては、

母子手帳に記載されていた身長、体重の記録が児の

成長発達の異常を把握する契機となった 17）。中野ら

による質的研究では、助産師が「多弁の妊婦」「腹

帯を過剰に巻いている妊婦」「悪露交換をしていな

い褥婦」と合わせて、「未記入の母子手帳」を気に

なる妊婦の把握契機としていたことが示された 18）。

また、看護師を対象とした質的研究では、予防接種

の説明をする際に母子手帳を活用していることが示

された 19）。

ｃ，胆道閉鎖症スクリーニングツールとしての有用性

　表２の５文献においては、胆道閉鎖症スクリーニ

ングツールとしての有用性について、便色カラー

カードの効果や胆道閉鎖症の認知度の研究が報告さ

れていた 20～24）。便色カラーカードは、胆道閉鎖症

の早期発見を目的として2012年から全国の母子手帳

に導入されたものである。全国での導入を機に便

色カラーカードの有用性について研究がなされて

おり、平山らの研究では母親の98.7％が便色カラー

カードを役に立ったと回答し20）、医師を対象にした

横井らの調査でも87％が胆道閉鎖症の早期発見に

役立つと回答した 21）。一方で母子手帳交付時に便

色カードの説明をしている自治体は市町村窓口で

42.1％、支所・出張所では27.9％であり、周知徹底

することへの課題が示された 22）。

筆頭著者
（発行年）

研究目的 デザイン 対象者 研究内容

10
門屋 亮
（2018）

児童養護施設における児童の予
防接種実施状況

混合
山口県児童入所施設連
絡協議会加盟の14施設
554人

入所児童の 31.8％が入所時に母子手帳を所持してお
らず、60.1％の児童が不十分な予防接種状況であっ
た。母子手帳がないなど情報収集が困難な状況が多
かった。

11
里 龍晴
（2019）

退行を示したnon-thyroidal 
illness syndromeの乳児例の報
告

症例報告 11か月女児

断乳に伴う低栄養からの non-thyroidal illness 

syndrome に伴う退行症状と判断。栄養指導とミル
クの併用を開始後、順調な発達を認めた。体重変化
を母子手帳から確認した。

12
中野 真希
（2013）

助産師が「気になる」と感じた場
面から妊産褥婦を把握する過程
を対人認知の観点から分析

質的
助産師経験８年以上の
５人

「多弁の妊婦」「腹帯を過剰に巻いている妊婦」「悪
露交換をしていない褥婦」「未記入の母子手帳」の
４場面が抽出された。

13
森田 幸江
（2006）

予防接種の説明状況と予防接種
の行動変容を起こす指導方法

量的
小児科外来勤務経験の
ある看護師７人

行動変容につながる予防接種の説明のために、効果
的に説明が受けられる環境作りや、限られた時間内
で説明ができるパンフレットなどの作成が必要。

14
平山 裕
（2011）

母子手帳の便色調カード、及び
胆道閉鎖症に対する母親の認識

量的
１か月乳児健診を受診
した母親及び患児が入
院中の母親計 239 人

妊娠中から便色カードに関心を持った母親が 57.3％
であり、産後 84.9％の母親がカードを使って便色を
チェックした。98.7％の母親が、便色カードを綴じ
こんだ母子手帳は役に立ったと回答した。

15
横井 暁子
（2019）

胆道閉鎖症の早期発見における
便色カードの有用性の検討

量的

葛西手術を受けた胆道
閉鎖症 41 例と日本小
児科学会兵庫県地方会
会員42人

母子手帳への便色カード導入の前後における胆道
閉鎖症児の診断時の日齢に早くなる傾向は認めら
れず、早期発見及び病的出血例の減少には寄与して
いなかった。87％の医師が、便色カードは胆道閉鎖
症の早期発見に有用と回答したが、啓蒙が必要と考
えていた。

16
顧 艶紅
（2018）

自治体における母子手帳と便色
カードの印刷および交付・説明
の状況把握

量的 全国の1,741自治体

母子健康手帳の省令様式内に綴じ込まれていない，
あるいは規格外の用紙に印刷されている便色カー
ドもあったため、精度管理が必要。また、交付時に
使用法の説明を周知徹底する必要がある。

17
安井 稔博
（2019）

医療従事者の胆道閉鎖症及び便
色カードへの認識

量的 医療従事者172人
便色カラーカードを知らないと回答したのは 11.9％
であり、医療従事者の胆道閉鎖症や便色カラーカー
ドへの啓蒙活動が必要である。

18
山際 岩雄
（2009）

便色カラーカードが、妊婦の胆
道閉鎖症に対する知識・関心の
程度に及ぼす影響

量的
産科クリニックに通院
中の妊婦117人

便色カラーカードが添付された母子手帳を交付さ
れた群は、胆道閉鎖症でみられる便の色調に関する
知識、胆道閉鎖症に対する関心度が有意に高かった。
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ⅱ，母子手帳の利活用

　表３の６文献は母子手帳の利活用状況に関する報

告である 25～30）。平成24年度に改正が行われた母子

手帳の『妊婦自身の記録』の欄の活用状況を明らか

にするため、『妊婦自身の記録』の記載状況を調べ

た先行研究では、「妊婦自身の記録」に記載してい

る人の割合が34％～58.3％と６割以下であることが

示されており、自己記入欄の使用方法やその目的に

ついて周知する必要性が述べられていた 25～27）。ま

た、活用状況と関連のある要因として、初産婦、学

歴の高さ、母親の年齢の高さや、妊娠中期以降であ

ること、普段から日常生活の出来事を記録に残す習

慣があることが挙げられた。改定前に実施された藤

本らの研究では、母子手帳の後半部分では既読率が

下がるものの、母子手帳の既読率は98.3％、書き込

み率は97.8％と非常に高く、紛失率は0.9％と低い

ことが明らかになった 13）。外間らの研究でも、９割

以上の母親は、母子手帳の情報が育児に役立ち有効

であると回答しており、活用状況が高いことが示唆

された 30）。

ⅲ，多様性に応じた母子手帳へのニーズ

　表４の４文献には多様性に応じた母子手帳への

ニーズが報告されている 31～34）。藤井らによる質的

研究では、双子を出産した女性にとって、母子手帳

が【双子の母親となる覚悟の証】、【母親となること

の希望を与える手帳】、【子どもの経過を伝えるカル

テ】等の役割を果たしていることが報告された 32）。

一方で、多胎妊娠では妊娠の進み方や過ごし方、出

産後の児の標準体重や発育、育児について、標準的

な単胎児用の情報や記録が当てはまらないことも多

い。大木らは多胎児用の母子手帳のニーズを調査し

ており、72.5％の多胎児の母親が多胎児用の母子手

帳を希望していることが明らかとなった 31）。また、

社会的養護児童を家庭で養育する里親の母子手帳に

関する困りごとについての研究では、母子手帳がな

いことで情報が極端に少なく、保健・医療機関、学

校などでの質問に答えられないことが課題に示され

た 33）。児童養護施設における感染症に関する実態調

査では、母子手帳を所持している児童の割合が80％

未満の施設は、幼児群では13.7％、小学生以上群で

表３　母子手帳の利活用

筆頭著者
（発行年）

研究目的 デザイン 対象者 研究内容

１
宮田 美波
（2020）

母子手帳の『妊婦自身の記録』
欄の活用状況

量的
満期産で３～８か月乳
児健診を受ける児の親
450人

56.5％の母親が『妊婦自身の記録』を記入しており、

「初産婦」、「最終学歴が短期大学・専門学校以上」、

「妊娠中に歯科検診を受診している」、「妊娠中の歯

の状態のページが記入されている」の記入率が高

かった。

２
藤井弥々絵
（2019）

母子手帳の『妊婦自身の記録』
の活用度に影響を及ぼす要因

量的
妊婦健診を受診した妊
婦 122人

『妊婦自身の記録』を記入している人は 34％で、

妊婦自身が医療・教育関係者である方、妊娠中期

以降の方の記入率が高かった。

３
山本美由紀
（2018）

母子手帳改正後の『妊婦自身の
記録』欄の記入行動

量的
妊娠 28 週以降の妊婦
120人

『妊婦自身の記録』欄の記入率は 58.3％であり、記

入行動を促す要因に、普段から日常生活の出来事

を記録に残す習慣があった。

４
青木美菜子
（2009）

母子手帳の利用状況や内容への
要望に関する実態

量的 保育園の保護者 325人

母子手帳を使いやすいと回答した人は全体の約半

数であった。活用を促すためには、携帯できるサ

イズや情報の内容、わかりやすさなどの充実が必

要である。

５
加藤千恵子
（2008）

母子手帳の活用状況と、子への
継承意識

混合
１か月健診、４か月健
診を終了した児の母親
25人

手帳を全て既読した母親は 16％であり、経産婦、

初産婦の違いはなかった。継承意思は子どもの性

差による違いがあり、家族の方針、価値を伝達す

る意思が示されていた。

６
外間登美子
（2000）

母子手帳の活用状況と属性との
関連についての検討

量的
３～５か月児の母親 281
人

90％以上の母親が母子手帳について育児に有用で

あると回答。母親の年齢が高く、出生順位が低い

母親が通読、記入において母子手帳をよく活用し

ていた。
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は35.6％であり、母子手帳の不所持等で予防接種履

歴が分からないことが、児童の予防接種率を下げて

いる可能性が示唆された 34）。

ⅳ，母子手帳活用の発展

　表５の７文献は母子手帳活用の発展について報告

されている６，35～40）。2005年に行われた宇土沢らの

報告では、予防接種の接種率を向上させるために、

携帯電話を利用した支援システムの開発が行われ、

地域の集団接種日などの情報を管理者から利用者に

知らせることが可能となった６）。2015年には川崎ら

が、スマートフォンの普及を背景に、母子手帳に含

まれる情報をモデル化して母子手帳Webシステム

を開発しており、今後はこのWebシステムをパー

ソナルヘルスレコード（Personal Health Record：

以下、PHR）作成の糸口として、医療機関との連

携を図ることが課題とされた 35）。PHRについて、

2016年に吉田らが20歳以上の一般市民を対象に行っ

た調査では、約８割の市民がPHRの整備を望んで

いた一方で、電子母子手帳が必要かの問いに対して

は、必要と回答した市民は64.2％であり、必要のな

い理由については89.5％が「紙のほうが使い勝手が

いい」、77.9％が「情報漏洩などセキュリティが心配」

と回答していた 36）。

　小笠原の研究では、東日本大震災での母子手帳の

利用について研究を行い、「予防接種の記録」や「出

産の状態」などの有用な情報が母子手帳に多く、震

災後の母子保健活動に有用であったことを指摘して

おり、今後の大災害に備え、災害に強い母子手帳に

するためにもクラウド化・電子化する必要性がある

と報告している 37）。2017年には杉田らが、「電子母

子手帳」の足掛かりとして、病院での採血データ

や超音波画像などの医療データを、病院のWi-Fi環

境を経由して妊産婦のスマートフォンに取り組む実

証実験を行っており、将来的には個人の成長過程に

おける全医療情報（ロングデータ）を一元的に管理

できる可能性を示唆した 38）。また同年、松島らは、

PHRシステム構築のために、現在自治体や産科医

療機関、個人が別々に管理しているデータを集約し

共有するためのシステムについて開発報告を行っ

た 39）。椎葉らの先行研究では、茨城県の各自治体

がどのようにホームページやSNSを利活用してい

るかの研究を行い、ウェブサイトだけではなく、公

式アプリケーションやメールマガジン配信サービス

など、いくつもの方法を組み合わせて情報の配信を

行っていることを明らかにしており、今後はより分

かりやすい表現や、多言語化への対応を進める必要

性があると報告している 40）。

表４　多様性に応じた母子手帳へのニーズ

筆頭著者
（発行年）

研究目的 デザイン 対象者 研究内容

1
大木 秀一
（2020）

多胎児用の母子手帳に対する
ニーズ

量的
多胎児サークル代表者
109人，多胎児サークル
会員 561人の母親

多胎児用母子手帳があったほうがよいと回答した

割合は 72.5％であった。多胎児家庭のニーズに合っ

た多胎児用母子手帳や副読本の作成が必要である。

2
藤井美穂子
（2020）

双子を出産した女性の母子手帳
に対する認識

質的
双子を出産した初産婦
５人

母子の体重指標は双胎妊娠に対応する必要あり。

妊娠中の不安軽減を図ることが重要。管理入院中

の母子手帳の活用を促す必要性がある。

3
池田佐知子
（2020）

社会的養護児童を家庭で養育す
る里親の母子手帳に関する困り
ごと

質的
里親への質問紙で自由
記載欄に記入のあった
147件

里親が里子を養育する中での母子手帳に関し、困

りごとの記入割合は 29.3％であった。母子手帳が

ないや情報が少ないなど里親特有の困りごとが明

らかになった。

4
後藤千佐子
（2020）

全国の児童養護施設における感
染症と感染症対策に関する実態

量的
全国の児童養護施設
216施設

母子手帳を所持している児童の割合が 80％未満

の施設は、幼児群では 13.7％、小学生以上群では

35.6％であった。予防接種の未接種に母子手帳の

未所持が関係している可能性がある。
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Ⅳ．考　察

　日本において母子手帳は、これまで多くの母子、

医療関係者、行政関係者、研究者に利用され、有用

であることが示された。本研究により、母子手帳は

母子の妊娠・出産・育児に貢献しており、感染症予

防などを含め、公衆衛生の向上にも貢献する可能性

が考えられる。

　母子手帳の母子への有用性については、80％を超

える母親がその有用性を評価していた 11，14）。内容

としては主に、記載されている情報に対する有用性

と、予防接種や妊娠経過、分娩情報などの記録に対

しての有用性であった。また母子手帳の既読率は

79％～98％と高く、妊娠出産や育児の情報、また公

費負担や地域の情報等を母子手帳から得ていること

が述べられた 12，13）。１歳６か月健診を受診した母

親を対象とした研究では、母子手帳を読んだ母親の

群では乳幼児の事故に対する日頃の心がけがあるも

のの割合が高い 12）ことが示された。これらのこと

より、母子手帳の記載内容は広く母親に認識されて

おり、その記載情報が実際の育児に役立っていると

考えられた。一方で、弓削らは、育児指導書として

の役割を持つ記載情報について、その有用性が上位

には認識されていないことを指摘しており、その理

由として情報が氾濫している現代ではその必要性が

理解されにくいためと述べていた 11）。新型コロナ感

染症の流行を経て近年では、妊娠出産や育児の情報

が動画やスライドを用いてより分かりやすくオンラ

イン上でも提供されている。今後はＱＲコードなど

を利用した動画情報への誘導など、母子手帳から情

報提供できるようにする工夫が必要と考えられる。

　医療者への有用性では、２文献で母子手帳の記載

内容が対象の妊産婦や児の成長発達の異常に気付く

契機となったことが報告された 17，18）。母子手帳には、

児の成長過程におけるロングデータが記載されてお

り、短い診察時間の中だけでは収集できない重要な

情報を得ることができる。また、産科の健診時間の

中では聞き取りできなかった妊産婦の不安が母子手

帳の記載欄に表出されていることもあり、対象者の

情報把握という点においても、医療者にとっても有

用なツールと考えられる。

　母子手帳の利用状況の研究は６文献あり、そのう

ち３件が『妊婦自身の記録』の活用状況を調査して

表５　母子手帳活用の発展

筆頭著者
（発行年）

研究目的 デザイン 対象者 研究内容

1
宇土沢直哉
（2005）

携帯電話を利用した予防接種支
援システムの開発報告

実践

予防接種に必要な情報を管理者側から保護者に提

供するための支援システムの構築が可能となった。

今後の課題は接種率などの統計情報などをわかり

やすく提供することである。

2
川崎 数馬
（2015）

情報モデルに基づき電子化した
母子手帳 Web システムの開発
報告

実践
標準的なモデルとデータ項目を定義することによ

り、一貫性のあるシステム開発が可能となった。

3
吉田 真弓
（2016）

パーソナルヘルスレコード
（PHR) に対する一般市民の要
望や需要性

量的
W e bアンケートによ
る20歳以上の一般市民
5,356人

80％以上の市民が PHR の整備を望み、特に健康

上問題のある人にその傾向が高かった。

4
小笠原敏浩
（2016）

大災害での母子手帳の活用方法
やあり方についての検討

混合
東日本大震災被災地の
保健師・看護師・栄養士
51人

震災後の活動に母子手帳を利用したのは 43％で、

予防接種の記録と出産の状態の利用率が高かった。

大災害時に母子手帳は有用であり、今後はクラウ

ド化、電子化することが求められる。

5
杉田 匡聡
（2017）

電子母子手帳機能を追加した妊
婦手帳の実証実験の検証

実践
妊婦健診に通う妊婦50
人

採血結果や胎児超音波検査データを含む電子母子

手帳を、院内における Wi-Fi 環境を利用し安全に

稼働させることができた。

6
松島 一彰
（2017）

電子母子情報システムの構築に
ついての実践報告

実践

電子母子情報システムを利用したパーソナルヘル

スレコードのシステムを構築し、動作確認を行う

ことができた。

7
椎葉 奈子
（2020）

茨城県内自治体ホームページ上
の情報と内容の評価

記述 44市町村

多くの自治体でウェブサイト上に育児情報を掲載

しており、アプリケーションやメールマガジンを

活用している自治体もあった。
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いた 25～27）。記録欄に記載していた妊産婦の割合は

34％～58％で約半数にとどまっており、その使用方

法や目的についての周知が不十分であることが示唆

された。平成24年度の母子手帳の様式改正で拡充さ

れた『妊婦自身の記録』は、妊産婦等の自由記載欄

を拡充することで、本人が主体的に妊娠・出産・育

児をおこなえるよう支援する目的がある 41）。妊産婦

自身が主体的に妊娠・出産・育児に関わることは、

その後の出産への満足を高め、児への愛着形成を促

進することも指摘されているため 42，43）、今後は配

布時などに『妊婦自身の記録』などの自由記載欄の

意義や使用方法について周知することが必要と考え

られる。

　多様性に応じた母子手帳へのニーズに関する研究

では、多胎児用の母子手帳へのニーズや、社会的養

護児童における母子手帳の不所持、未記入が児の養

育上の不利益となっていることが示唆された 31～34）。

多胎妊娠では、ハイリスク妊娠であるがゆえに母親

の妊娠経過への不安が大きい 44）。母体の体重増加

の変化や出生時の成長曲線も単体児とは異なり、単

体児用の母子手帳では不安軽減につながらないこと

も多いため、多胎児を育てる母親は多胎児用の母子

手帳を望んでいたと考えられる。母子手帳は優れた

ツールであるが、固有のニーズを持つ集団に対して

は工夫の余地があることが指摘されている 31）。多言

語対応の母子手帳など、開発が進んできているもの

もあるが、今後は更に、多様な家族の形態や多胎児、

低出生体重児や障害を持つ方など、それぞれの親子

のニーズに沿った情報提供ができる母子手帳のあり

方を検討する必要がある。

　母子手帳の発展に関する研究では、1998年頃から

の携帯電話の普及と、2008年以降のスマートフォン

の普及を経て、人々の生活がデジタル化されていく

時代背景の中で、電子母子手帳の開発や今後の発

展の可能性についての研究が行われていた６，35～40）。

電子母子手帳が、個人のロングデータやPHRとし

て、一生にわたり継続して使用できるカルテとなる

可能性も松島らの研究で示されている 37）。東日本大

震災では、岩手県周産期情報ネットワークの“いー

はとーぶ”が、紛失された母子手帳のかわりに母子

の妊娠経過や検査結果などを提供したことが報告さ

れており、電子母子手帳には災害などで母子手帳を

紛失・破損した際にもデータの復元ができるとい

うセーフティーネットの役割があると言える 39，45）。

吉田らの研究でも、紙媒体の使いやすさや、情報漏

洩への心配もあるが、市民の半数以上が電子母子手

帳の必要性を感じており、８割以上がPHRの整備

を望んでいた 36）。このように、自然災害に備えると

いう意味でも、また妊娠・出産・育児に必要な情報

を個別性に合わせて提供するという観点からも、今

後は紙媒体と同時に母子手帳のクラウド化・電子化

が必要と考えられる。

　

Ⅴ．結　論

　日本において母子手帳は、母子、医療関係者、行

政関係者、研究者に利活用され、有用であることが

示された。今後は更に、多様な家族の形態や多胎児、

低出生体重児や障害を持つ方など、それぞれの親子

のニーズに沿った情報提供ができる母子手帳のあり

方を検討する必要があると考えられる。また、自然

災害への備えやPHRを整備し、妊娠・出産・育児

に必要な情報を個別性に合わせて提供するという観

点から、紙媒体と共存する形での母子手帳のデジタ

ル化が必要と考えられる。
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　令和４年６月４日、梅雨空の沖縄へ グローバル

ヘルス技術振興基金　CEO國井　修先生をお迎え

しました。長い海外生活を終えて日本に帰ってきた

ばかりで、ご多忙の中沖縄来訪の都合をつけていた

だき、現地入りしての講演が実現しました。厳しい

現場を経験してきているとは思えない程の軽やかさ

と、強い情熱を感じさせる眼差しで、短い講演の中

でも会員の皆さまは先生のお人柄を感じることが出

来たのではないでしょうか。

　講演は「戦争、感染症、子どもの健康」と題して、

ユニセフで経験された紛争や災害、貧困、隔絶され

た地域など社会的に深刻な課題を抱える地域へ保健

医療を届けるためのお仕事の様子や、2000年に行わ

れた沖縄サミットで構想されたグローバルファンド

（世界エイズ・結核・マラリア対策基金）での感染

症コントロールのお話を聞くことが出来ました。ど

のスライドも衝撃的でしたが、特に印象に残ったの

は、人類の活動が及ぼす新興感染症、再興感染症へ

の影響に関する事でした。この数年で都市人口が増

え、エネルギー消費量が激増し、人々が世界規模で

移動し、急速に森林が失われていくという事がどう

いう事なのか、世界の繋がりを深く考えさせられる

話でした。そして、豊かな国家が自国の感染対策に

かける予算のほんの僅かな一部を、当事者意識を

持って世界の感染コントロールのために投資するこ

との大切さを伝えてくださりました。

　今回の講演は沖縄が復帰50周年の年である事、ウ

クライナ戦争という平和と安全、国家主権について

考えさせられる衝撃的な出来事があったことから、

紛争地での保健医療支援に経験が深い國井先生を推

薦しました。

　國井先生の書ききれないほどのご経歴は紙面を埋

めてしまうので公式HPに譲ります。先生は私が学

生時代に所属したアジアの医学生を中心とした学生

団体「アジア医学生連絡協議会AMSA」の先輩で、

当時から国際保健にかける情熱と行動力が素晴らし

く、私たち後輩へ大きなモチベーションを与えてく

ださる存在の一人でした。自治医科大学のご出身な

ので、お仕事で沖縄に来られると、自治医科大学出

身の先生方を始め、琉大医学部サークル「熱帯医学

研究会」メンバーで先生を囲む会はいつも大盛り上

がりです。カラオケが大好きで、いつでも歌って

踊っていて、学生に間違われる程の快活さで人の中

に入っていき、ブラジルに居ても、アフリカに居て

もどんな文化圏の人との交流も楽しそうに話し、時

に厳しい現場の話を淡々と語ってくださり、「世界」

の繋がりを考えさせてくれる方です。

　今回の講演は先生の眼差しを通して世界を見渡し、

コロナを始めとする感染症の事、平和や貧困の事、

SDGsの事、様々な事に思いを馳せる事が出来る時

間でした。國井先生のこれまでのお仕事への敬意と、

今後のご活躍をお祈りして、感謝の意を表します。

　そして不確定な世情の中、戦後復興を成し得てき

た私たち沖縄

の先輩方への

敬意と平和へ

の決意を新た

にしたいと思

います。
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１．はじめに

　平成29年４月から子育て世代包括支援センター

（母子健康包括支援センター）の設置が市町村の努

力義務となり、当市でも、令和２年７月に設置しま

した。

　設置した背景については、宮古島市第二次総合計

画において、子育て世代包括支援センターの設置が

施策のなかに盛り込まれたこと、さらに、様々な課

題を抱え支援を要するケースも増えてきたことか

ら、安心して出産・育児ができるよう相談・支援の

強化充実に向け、設置の準備にとりかかりました。

⑴　宮古島市の概要

　【人　口】55,464人（令和４年７月31日現在）

　【出生数】487人（令和３年度）

　【親子健康手帳発行数】520人（令和３年度）

⑵�　宮古島市子育て世代包括支援センター概況につ

いて（令和４年４月時点）

　＊開 設 日　令和２年７月１日

　＊場　　所　 宮古島市役所健康増進課内  

　　　　　　（写真１、２）

　＊類　　型　母子保健型（基本型併設）

　＊組織人数　保健師12名（係長１名含む）

　　　　　　　看護師４名

　　　　　　　管理栄養士４名

　　　　　　　公認心理師１名

２．設置までの取り組み

　開設当初は庁舎とは別施設の保健センターに設置

となり業務を行いました。設置を目指す当初から新

たな母子保健事業の開始（産婦健診、産後ケア、新

生児聴覚検査事業）や新庁舎新設に伴う保健センター

の移転、他課との業務統合を予定していたため、そ

れらを見据え情報収集や検討会を重ねていきました。

当市の子育て世代包括支援センターの設置までの経

過は以下の通りです。（表１）

（写真１）�新庁舎の健康増進課内に子育て
世代包括支援センターを設置。

（写真２）親子健康手帳発行窓口
本人の希望に応じ、個室面談も実施。
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３．開設後の取り組み

　開設後も母子保健事業や他課による子育て支援事

業の活用、関係機関等との連携をとりながら支援に

努めています。（図１）これらの社会資源等を活用

しながらスムーズな支援が実施できるよう、子育て

世代包括支援センター設置後に取り組んだことを報

告します。

　１）市民への周知

　 　広報用のチラシを作成し、市のホームページや

広報誌、公式SNS等で子育て世代包括支援セン

ターについて周知を行い、気軽に相談できるよう

な環境づくりを行いました。開設後も、親子健康

手帳発行時、マタニティスクールや赤ちゃん広

場、乳幼児健診等で保護者にチラシ配布を継続し

（表１）「宮古島市子育て世代包括支援センター」設置までの主な経過

年　月 実施内容

平成30年度～

令和元年度

・県主催の行政説明会、研修会に参加し財源確保や運営状況等について情報収集

・設置済み市区町村へ見学

・児童家庭課、関係機関と子育て世代包括支援センターについての共通認識、連携

方法等調整

・母子保健事業の分析・業務内容等整理

・支援プラン様式案作成

・包括支援センター予算要求、要網作成

・関係機関への周知（説明・広報掲載等）

令和２年度 ７月

１月

・「宮古島市子育て世代包括支援センター」設置

　（産後ケア事業、産婦健康診査事業、新生児聴覚検査事業も同時開始）

・新庁舎へ移転。

（図１）主な母子保健・子育て支援事業と連携機関
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て行っており、「何かあったらここに相談だ」と

思えるように周知活動を行っています。

　２）支援基準等の見直し

　 　当市での親子健康手帳発行は保健師・看護師・

管理栄養士等の専門職で行っています。子育て世

代包括支援センター業務ガイドラインを踏まえ、

これまでの業務内容を見直し、支援ケースの多様

化に柔軟に対応できるようにすることや、職員

間でも共通した支援基準を作りたいという思い

から、全妊婦にはマタニティセルフプランの設

定、必要時、地区担当による支援プランを作成し、

妊娠期から早期に個別支援できるよう努めてい

ます。

　３）長期支援台帳による支援管理

　 　開設前から課題の一つでもあった、長期支援台

帳。保健センターが新庁舎へ移転後も、より、切

れ目ない支援ができることを目標に作成しまし

た。兄弟や世帯で支援している、長期に支援して

いるケースも含め、赤ちゃん訪問後や乳幼児健診

後に要フォローとなったケースを対象とし、地区

担当変更や、他課よりケースの情報提供依頼が

あった際、台帳を確認することでそのケースの支

援状況や支援予定時期などが確認できるようにし

ました。

　４）関係機関との連携

　 　新庁舎へ移転となり、親子健康手帳発行時や来

所相談があった際に他課へ同行し相談できる体制

がとりやすくなりました。その後も、他課と連携

しながら、早期介入・支援ができることに繋がっ

ています。また、子育て世代包括支援センターと

子ども家庭総合支援センターの担当者同士で定期

的に情報交換会も行っています。気になる妊産婦

や子育て世帯について情報共有した結果を地区担

当へもフィードバックし、その情報を踏まえなが

らケースへの支援ができています。さらに、気に

なる妊産婦をはじめ、ハイリスク妊産婦・児への

支援が連携して実施できるよう産科医療機関との

情報交換会も子育て世代包括支援センター開設前

から継続して行っています。

４．今後について

　子育て世代包括支援センターを開設して２年が経

過しました。コロナ禍の中、子育て世代を取り巻く

環境や社会情勢も変化し、国も妊娠・出産・育児に

関する支援策や事業等も数多く提唱しています。今

後は当市の子育て世代を取り巻く現状・課題等を踏

まえて、子ども家庭センター設置をはじめとする

様々な事業について、関連部署等と連携しながら検

討していくことが課題です。これからも宮古島市の

保護者や子どもたちが健やかに過ごせるよう関係機

関との連携、柔軟性をもった切れ目ない支援をより

一層充実・継続していきたいと思います。
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はじめに

　私は、県立の看護学校を卒業後、県立病院の産婦

人科病棟に勤務し、県庁勤務を経て子育てのため退

職しました。子育てが落ち着いてからは地域で嘱託

保健師として働き、その時に毎日飲酒していた妊婦

に出会いました。彼女は妊婦健診未受診でしたが、

自宅分娩を希望していたので、日々対応に苦労して

いました。当時は連日飲酒している心理も理解でき

ず、胎児のことが気がかりで支援に行き詰まり、中

央保健所の精神保健担当をしていた照屋明美さんや

東京の徳永雅子先生にもスーパーバイズを頂きなが

ら無事病院での出産に至りました。私としては出産

後も継続して担当したかったのですが、私が部署異

動となり、担当から外れ心残りのケースとなりまし

た。この出会いが一つの契機となり、もっと自分

自身を高めたいという思いから大学院に進学しま 

した。

　大学院修了後は精神科クリニックに勤務しまし

た。そこでは子どもの頃から何かと問題を抱えた環

境に置かれた、いわゆる「機能不全家族」で育った

ケースの来院が多く、母子のケースでは、稀にクリ

ニックから自宅へ訪問することもあり、心療内科に

いながら母子支援の大切さを強く感じました。次第

に保健師としてもっと積極的に支援したいという思

いが募り、自ら2018（平成30）年８月に訪問看護ス

テーションを開設し現在に至っております。

１．訪問看護ステーションの状況

　１）職員体制

　開設当時は３人の看護職スタッフでスタートしま

した。利用者さんのニーズや生活課題の解決に合わ

せて業務内容の拡大や縮小をして対応しています。

例えば、医療的ケア児のリハビリに理学療法士や作

業療法士、障害年金取得のための精神保健福祉士、

作業療法的に認知症予防にも効果がある臨床美術

士、リラクゼーション目的でのエステティシャンや

ヨガインストラクターなど多職種のスタッフが働い

ています。職員の平均年齢は50歳で、20代から70代

の幅広い年代の職員が勤務しています。また、スタッ

フのうち３名は公認心理師を取得しています。

　２）職員のメンタルヘルス対策と勤務形態など

　精神科看護経験者をスーパーバイザーとしてプロ

セスレコードや事例検討等を行うことで、私たちの

精神科看護経験の浅さをカバーして支援にあたって

います。また、職員の感情労働対策として、週に１

度のランチミーティングやティータイムを設けてい

ます。

　勤務形態はフルタイムとパート勤務です。スケ

ジュールや勤務形態を柔軟にしているので、個人

が対応できる範囲で勤務できる体制を整えました。

職員間の情報共有はラインワークスを活用し、訪

問記録はタブレットを使用して訪問後すぐに記録

します。

　訪問範囲は中部から那覇市・南部町村までと広範

囲に渡るため車の移動距離も長くなり運転の負担は

あります。今後はスタッフの自宅周辺または居住し

ている市町村を担当して訪問するスタイルになるこ

とを目指しています。

　「家に帰りたくない」とリュック一つで新生児を

抱いて家を出てきた利用者さんがいたことが契機と

なり、緊急時に一時的な保護を行う為、宿泊もでき

るスペースを確保しました。また、不要になった洋

服や育児用品を積極的にいただき、必要な利用者さ

んに使います。

沖縄の小児保健56

精神科訪問看護による切れ目のない子育て支援を目指して

Pono合同会社　オハナース浦添訪問看護ステーション　
　　仲　間　富佐江　

地域レポート



　３）支援内容

　①　24時間365日の支援体制で育児不安に寄り添う

　普及率の高いLINEを駆使して日程調整から相談

まで利用しています。産後は睡眠や休憩時間が不規

則なので電話だとタイミングが悪いことや、着信音

でせっかく寝た子を起こしてしまう可能性が高いの

で躊躇します。その点LINEだと睡眠時間を妨げず

に、お互い手が空いた時に返事をすることができま

す。また、夜間は育児や家事から解放されるのでしょ

うか、悩みや不安が強くなるようで相談のLINEが

増えます。夜間のLINEの内容として「子どもと一

緒にいることが辛い」、「イライラが止まらない」、

「子どもをどうにかしてしまいそう」、「夫が手伝っ

てくれない」、「夫婦喧嘩した」、「死にたい」、「家族

の言葉に傷ついた」などの訴えがあります。多く

は、LINEや電話で対応しながら翌日の訪問または

受診に繋げます。しかし、母子ともに泣きながらの

電話や、電話の向こうから怒鳴り声がする、希死念

慮などの緊急性が高い場合には深夜でも緊急訪問し

ます。

　職場復帰に対する悩みからパートナーや義実家と

の付き合い方まで相談範囲は多岐に渡ります。

　②　関係機関との連携

　市町村保健師や子ども家庭課・障害福祉課・生活

保護課など行政機関をはじめ、障害福祉サービスの

調整をするため計画相談員とも連携します。就職に

向けてハローワークのジョブコーチの活用、作業所

や精神科デイケアの見学、生活保護の申請や障害年

金取得に向けた支援を行います。

２．利用者について

　１）利用者の背景

　2018年の開設当初から2022年12月末現在までの利

用者は計82名、年齢と性別の内訳は表１・２のとお

りで新生児から88歳までの利用がありました。利用

者のうち68名が女性で、そのうち61名は精神科訪問

看護指示書による利用者です。さらにその半数は妊

娠中または子育て中の女性です（表３）。世帯の状

況は夫婦と子どもの世帯が23名、妊婦のみ４名、母

子世帯は６名です。

　精神科の診断名として、産後うつ、双極性障害、

複雑性PTSD、気分変調症、解離性障害、感情障害、

自閉症スペクトラム症、うつ病、重度ストレス反応、

知的障害、パーソナリティ障害など、ほとんどの方

が神経症圏です。

表１　利用者全体の年齢区分　10歳区切り（訪問開始時の年齢）

年代別 ０ ５ 10 20 30 40 50歳以上

人　数 ６ １ ６ 13 14 17 25

n＝82

表２　性別・精神科利用者数

計 男　性 女　性

全　数 82（100％） 14（17％） 68（83％）

精神科 71（100％） 10（14％） 61（86％）

表３　子育て中の女性33名と末子の年齢

子育て中女性 妊　婦 新生児 乳　児 幼　児 学　童

33（100％） ８（24％） ３（９％） 12（36％） ５（15％） ５（15％）

＊子育て中の女性とは妊婦も含んだ数
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３．具体例の紹介　

　次にオハナース浦添訪問看護ステーションの取り

組みについて、複数事例を組み合わせて紹介します。

Ａ子さん　19歳

　自身も母子家庭で育ち、複雑性PTSD、シング

ルマザーとして妊娠中から支援。出産後は実家に

戻ったが同居家族と喧嘩し実家にいられなくなっ

た。当時、事務所には宿泊できる設備が無く、民

間の一時保護施設と協力して居住を確保した。そ

の後は福祉サービスの家事ヘルパーを利用して生

活全般の支援を行う。A子自身が高校卒業と普通

自動車免許取得を強く願っていた。私たちは将来

の可能性を広げるためにも、高校卒業と運転免許

は必要と考えたので、登校支援や教習所の早朝予

約などのサポートを行なった。無事に高校を卒業

し運転免許も取得した。

　訪問開始時点は対人恐怖から電話をかけること

ができず、「できない、怖い」と言い、私たちを見

つめて代行してくれることを無言で訴えてきた。

初めは私たちが電話をかける様子を見せて、次第

に身代わりすることなく電話をかける前に話す内

容のシナリオを作成し、ロールプレイの実施を重

ねて、実際に電話をかけることを見守ることを繰

り返した。スモールステップで小さな成功体験を

積み重ねることで３年後には一人で電話ができる

ようになった。

Ｂ子さん　20代前半　

　シングルマザーで妊娠中期に心療内科から訪問依

頼を受ける。産後の生活に向けた部屋の環境調整の

ために、不要な家具や溜め込んだ日用品の処分は社

会福祉協議会に依頼し、クーラーの清掃業者を探す

など新生児を迎える準備に奔走した。

　産後は実家からの育児支援が望めないため、福祉

サービスの家事支援の導入を検討し、サービス利用

の申請を行う。利用開始までには数ヵ月かかること

がわかっていたので、妊娠中期にサービス申請をし、

退院と同時に週４回の家事サービスを受けることが

できた。

　育児疲れから、肩こり・頭痛などの症状が出現。

精神的な疲労に加えて次第に身体的にも疲労蓄積

し、さらに精神的に落ち込んでしまうという悪循環

があった。そこで、疲労回復を目的としたエステティ

シャンによるマッサージを導入したところ、「リラッ

クスできた」、「よく眠れた」などの感想があった。

さらに、予防接種や乳幼児健診受診など市町村の母

子保健サービスの実施状況の確認や、産後の家族計

画対策として助成事業を活用した避妊リングの挿入

も勧めた。

Ｃくん２ヶ月と母Ｄ子さん19歳

　Ｃくんは心疾患のため今後の手術予定に向けて体

重増加が必要であった。しかし、徐々に経口哺乳を

嫌がり生後11ヶ月頃には口から全く飲まなくなっ

た。そこで、言語聴覚士を配置し、口腔マッサージ

を毎日行うようにＤ子に指導した。その結果、経口

哺乳ができるようになった。Ｄ子の養育能力を高め

る目的として、経口哺乳ができるようになったのは

週１回のSTの訪問だけではなく、Ｄ子の毎日マッ

サージした結果であると伝えた。その結果、最初は

１日に数回の電話や週３回以上の訪問をしていた

が、最近では数日おきの電話や定期訪問で対応可能

となった。

まとめ

　厚生労働省は「妊娠期から子育て期にわたる切れ

目ない支援の体制を確保し、誰ひとり取り残すこと

なく妊産婦に対し、安心・安全で健やかな妊娠・出

産、産後をサポートする」ことが推進され、看護職

による妊娠期から切れ目のない支援が言われていま

す。「産後うつ」をはじめとした神経症圏にある妊

産婦への精神科訪問看護はハイリスクアプローチに

なると考えています。また、家事支援や育児不安に

寄り添うことで、①他者とのつながり、②将来への

希望と楽観、③気づき・自分らしさ、④生活の意義・

人生の意味、⑤エンパワメントという「パーソナル・

リカバリー」を当ステーションは目指しています。

　今回のレポート依頼を受けた時に、この活動は
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フィンランドの「ネウボラ」1 ）のような活動をして

いると言われました。子育てに対する不安や生活の

困難感に寄り添い、付き合う年数も長いので「ネウ

ボラ」に近いかもしれません。オハナース浦添訪問

看護ステーションでは、周産期の育児不安に専門職

が寄り添うことが、家族の養育力が高まると考えて

います。その結果、妊産婦の自殺や児童虐待の予防

にもつながり、最終的には自立して自己解決する力

が身につくという思いで支援をしています。

　レポートをまとめるにあたり、當山冨士子先生、

當間紀子さん、仲間大航さんに感謝いたします。

1）　�妊娠期から就学前にかけての子どもと家族を対象

とした支援 おんぶしながらお手伝い

事務所でたこ焼きパーティ
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　うるまこどもステーションは沖縄県のうるま市に

官民共同事業で作られた、こどものための複合施

設であり、理念でもあります。私は一医師として、

８、９年ほど前から理念創設の段階から本事業に携

り、2022年にようやく運営を開始することになりま

した。今回、こどもステーションの様子をご紹介す

る機会をいただきましたことに感謝申し上げます。

　まずは、こどもステーションという事業を開始し

ようと考えた理由について述べます。私は沖縄県立

中部病院の小児科コースで初期研修を終えた後、沖

縄中部療育医療センター、国立病院機構琉球病院で

小児の発達診療と重症心身障害医療に携わってまい

りました。その過程で、発達や愛着の問題は診察室

の中だけでは解決できないことを痛感してまいりま

した。外来でどれだけカウンセリングや投薬をして

も、家で四六時中親に殴られていては、よい方向に

進みません。一方で、荒れていた子がたった一人の

理解ある先生に出会うだけで、本当に安定すること

を目の当たりにしてきました。保健・福祉・保育・

教育・自治体とも連携し、家庭機能を支えるために

地域の力も活用しなくてはならない、と考えるきっ

かけになりました。

　また、「この子は障害だから、病院に行けばいい」

と言われて受診した親子にも多く出会いました。障

害児への対応には専門性が役立ちますが、専門家や

特別支援の場所ありきの取り組みでは、地域で多様

性を受け入れる素地が育ちづらいと考えました。そ

こで、日常生活の場に専門性を持ち込める仕掛けを

作ろうと思い、当初は保育園、児童発達支援セン

ター、クリニックを軸に、多様な子ども達が成長の

過程でそこに立ち寄り、やがてそれぞれのゴールへ

出発していくという「駅」をイメージした「子ども“ス

テーション”」という概念を考え、実現計画をスター

トさせました（図１）。

図１　こどもステーションの理念

使　命

地域と共に、多様な子ども・家庭を見守り、多面的に支援する

信　念

こどもの将来性を高めることは、よりよい社会を作ることにつながり、社会的・経済的に有効な未来

への投資である

目　標

こども支援、共生社会の実現に関して、地域・国をリードする存在となる

究極の目標

地域のこども達・子育て世帯の「駅」、「灯台」のような存在となる。

こどもがここで成長して、それぞれの目標に向けて旅立てるように寄り添い、道しるべとなる
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　６年程前から、「こどもステーション」の概念を中

部圏域の自治体に提案して回りました。しかし、自

治体の反応は薄く冷ややかで、私のレジリエンス（く

じけない心）がこの期間にかなり鍛えられました。

　その時、かねてから母子保健や教育委員会の仕事

でかかわりのあったうるま市に子どものための複合

施設を作る計画があるが、コンセプトがまだない、

と聞きました。そこで、「こども園、児童館、児童

発達支援センター＋クリニック」という組み合わせ

を提案しましたが、相対的に貧乏なうるま市に全て

公的事業として行うことはできず、私も一個人とし

て全てを担う経済力も能力もなかったため、私が計

画を進める中で知り合った県内の民間企業数社と共

同事業体を作りました。うるま市の公募プレゼンに

て、民間企業が事業継続性を担保するためにテナン

ト経営を行うメディカルビルを作って、テナント収

入を得ることを計画に盛り込み、2021年に正式な事

業となりました。

　うるまこどもステーションはうるま市喜屋武にあ

る、1,300坪の復帰記念会館跡地に作られました（写

真１）。形式上、別事業になりましたが、同敷地内

に「兼原こども園」がひとあし早く、2022年４月に

開所いたしました。

　2022年８月にオープンした「きゃんひだまりひろ

ば」には児童福祉に関する施設が３つ入っています。

１階のうるま市親子通園ぽかぽかは、うるま市の職

員が乳幼児健診の事後教室と親子通園を行っていま

す。親子通園の隣にはうるま市から委託を受けて、

私の法人、「一般社団法人あすいろ」が運営する「う

るま市きゃん児童館」が入っています（写真２）。

一日の利用児童数は30から50名ほどで、土曜は多い

とのべ90名ほどが訪れます。こどもや子育て世代向

けのイベントもどんどん企画しており、うるま市や

自治会と連携して、いずれはこども食堂を開始する

計画です。

　２階には、通所受給者証を用いて通所する児童発

達支援センターである、「こども発達支援センターあ

すいろ」が入ります。児童発達支援センターは児童

発達支援事業所（いわゆる“児童デイ”）の強化版で、

スタッフの割合が多く、多職種です。相談支援事業

やアウトリーチ型の保育所等訪問支援事業も行い、

地域の療育をリードすることを求められている施設

です。こども発達支援センターあすいろは、うるま

市が家賃を払ってくれていて、あとは私の一般社団

法人あすいろが独立採算で運営しております。どこ

にお住いの方も利用でき、発達障害、知的障害、動

ける医療的ケア児を主な対象としており、未就学児

のみならず、就学時を対象とした放課後等デイサー

ビスも行っています。ひとり親家庭、共働き家庭が

多い地域のニーズにこたえるよう、土曜、祝日の運

営、送迎や給食提供も行っているところは民間の強

みと考えております。週２回は親子通所を開催して

いて、療育を開始する保護者が自分のこどもの特徴

や対応を学ぶ機会を設けています（写真３）。

　４階建てのきゃんメディカルプラザは最大８テナ

ントが入ることができ、2022年10月にオープンいた

しました。私も一テナントとして、こどもの発達精

神をみる「発達クリニック Can」を開業いたして

おります（写真４）。当院では、医師、心理士、言

語聴覚士、作業療法士、看護師、栄養士がスタッフ

として働いております。地域の小児科医や飽和状態

となっている同種の医療機関からも多数のご紹介を

いただいており、この場をお借りして感謝申し上げ

ます。当院の役割は「低年齢の子どもの発達を専門

的に見ること」、「できるだけ早く受診できるように

すること」、「地域の支援者と密に連携すること」で

あると考えております。受診の際に紹介状を必須と

しているわけではありませんが、小児科の先生方か

らご紹介いただいたケースは優先的に診療するよう

にいたします。

　きゃんメディカルプラザには、今年度中に当院

を含めて５テナントがオープンする見込みで、こ

どもだけでなく、幅広い年代の地域住民が受診で

きる様々な診療科が入る見込みです。残念ながら、

まだ小児科の開業予定がございません。こどもス

テーションのコンセプト上、小児科は欠かせず、実

際、多くのこどもや子育て世帯が出入りする施設で、

ニーズが非常に高いため、小児科医の開業をお待ち

しております。

第50号　令和５年３月 61



　こどもステーションは立派な建物ができて終わ

り、という類の事業ではなく、こども達の力を活か

して、魂の宿った施設になるよう、事業を展開して

まいります。例えば、センターを利用する子が子ど

も園、児童館にも遊びに行けるような体制を作る等、

子ども達が互いの施設を日常的に行き来できるよう

にし、職員は各々の専門性を共有しながら、多様な

子ども達を見守ります。また、貧困・虐待等の闇の

中にいる子ども達にも光をもたらし、明るい道筋を

映し出す「灯台」のような存在になりたいと思って

います。さらに、民間の強みを生かして、地域のニー

ズを吸い上げ、サービスの質と事業継続性を担保し、

行政にも意見や要望を申していきたいと思います。

また、私は医師としてこの事業を行っている以上、

子どもたちの予後が改善しているのか、自分たちが

行っていることに効果があるのか、費用対効果は

どうなのかは検証しなくてはならないと考えてお

ります。

　日本は経済発展が頭打ちで、人口は減ってきてい

て、総じてしぼんできていますが、沖縄の子どもた

ちは変わらず元気なようであります。その子どもた

ちに最大限期待を寄せて、彼らの健やかな発達を促

す環境を整え、適切な教育を受けられるようにする

ことが、初歩的でありながら最も重要な未来への投

資ではないでしょうか。20年後、50年後のうるま市、

沖縄が真に豊かになるための拠点になる、という気

概を持って取り組んでまいりますので、皆様、ご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

写真１　�うるまこどもステーション：� �
右の建物が兼原こども園。左手前の4階建てのビルがきゃんメディカルプラザで、
左奥の２階建ての建物がきゃんひだまりひろばです。
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写真３　�こども発達支援センターあすいろの指導訓練室１。外は屋外遊技
場で、外に見える構造物はきゃん児童館の遊戯室の２階部分です。

写真４　発達クリニックCan の待合室写真２　きゃん児童館の遊戯室（体育館）
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　沖縄県保育士・保育教諭会は今年度で結成56周年

を迎えました。昭和41年５月に「沖縄県保母会」と

して結成され、同年11月に開催された全社協保母会

結成10周年記念集会に100名分の会費を持参納入し

全社協保母会（現全国保育士会）の会員となり、そ

の後、沖縄県保育士会、そして、現在の沖縄県保育

士・保育教諭会と名称が変更されてきました。

　結成当時は毎月第２土曜日の午後が活動日とな

り、保護者の理解や協力が大きく早めにお迎えをし

てもらい、各市町村持ち回りで公立保育所・私立保

育園合同で勉強会をしてきました。当時はお風呂が

ない家庭が多かったため保育所でお風呂にいれた

り、予防接種も集団で連れていくなど今では考えら

れない時代だったようです。そのような中、保育士

（保母）という職業は子守りと思われ給料も安く社

会的地位も低く見られ、大変だったそうです。

　「保母」の名称も平成15年の児童福祉法の改正に

伴い国家資格となり「保育士」と改められました。

０歳児保育、障がい児保育、延長保育等社会情勢の

変化や保護者からの色々な要望に応え保育所も変

わってきました。その際には全国保育士会からの情

報や会員の皆さんと情報共有しながら連携をとり合

い学びあってきました。平成になると児童虐待や保

護者の育児力の低下など関係機関との連携や保護者

支援が大きなウェイトをしめるようになってきまし

た。親支援、保育の質の向上、地域支援、また、配

慮を要する世帯が増え保育士の仕事も多岐にわた

り、事務労働や保育業務以外での業務が増えたこと

による離職や待機児童解消の受け皿としての保育施

設の増設による保育士不足が問題となってきまし

た。保育士の処遇改善がさけばれ国主導で数々の対

策が行われ、保育所でもチームワークを活かし働き

やすい職場作りをめざすとともに沖縄県保育士・保

育教諭会としても県や市町村に各保育団体と共に福

祉予算の要望や配置基準の見直し等保育士の処遇改

善をめざし活動をしているところです。

　沖縄県保育士・保育教諭会は、児童福祉の進展を

目指し、会員相互の連携をはかるとともに相互の研

究を通して保育従事者の社会的地位の向上及び保育

事業の発展に寄与することを目的に活動していま

す。研究大会の開催、保育に関する調査研究ならび

に広報活動、保育に関する研修会の開催、関係団体

との連絡連携を主な事業とし、先輩方からは、保育

士会は全国保育士会に属し保育士の意見や要望を発

信出来る大きな団体だと教えられてきました。ま

た、研修会には県外より有名な講師をお招きして学

びあえる場であるとともに、離島県の沖縄にとって

全国の「生」の情報を得られる貴重な会となってい

ます。昨今、会員数の８割を占めている公立保育所

の民営化に伴う保育所数の減少により多い時には

2,000名以上いた会員も令和４年度には、1,075名と

減少傾向にあり、組織力の低下が懸念されますが、

これからも、様々な課題に取り組むとともに、会員

施設一丸となってすべての子ども達の健やかな育

ち、発達を守り有効的な事業を展開し保育を支えて

ゆける組織でありたいと願っております。
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　終戦後の昭和20年（1945）、本土では栄養士規則

が公布され、大日本栄養士会が設立されました。沖

縄は米軍統治下でしたが、昭和21年（1946）から病

院給食が開始、26年（1951）北部保健所に栄養士配

置、27年（1952）に南部・コザ保健所に栄養士配置、

28年（1953）に学校給食開始など、栄養士の活動の

場が広がり、37年（1962）に琉球学校給食法公布、

栄養士法、栄養改善法制定・施行、住民の栄養調査

実施で栄養行政が一気に充実しました。

　昭和39年（1964）、琉球政府厚生局公衆衛生部の

諸先輩方は、栄養士会結成の必要を感じ、会則づく

りに取り組みましたが、米国民政府にお願いした結

果、最初は日本栄養士会への加入は認められず、「琉

球栄養士会設立はどうか。」との回答でした。再度

依頼した結果の回答は、「日本栄養士会の資料提供

は認めるが、組織のつながりについては、認めない。」

との回答でした。

　そして、昭和40年（1965）に沖縄栄養士会として

独自の会として発足しました。その後、無医地区巡

回診療の栄養相談や育児相談、各地での栄養相談を

実施し、昭和41年（1966）には、日本栄養士会沖縄

支部に改称しました。

　昭和47年（1972）復帰に伴い栄養士関係各法が本

土法に移行し、当会も社団法人日本栄養士会沖縄県

支部に改称され、乳児栄養学術講習会や集団給食講

習会、調理講習集会なども開催し、会員の資質の向

上に力を入れました。昭和52年（1977）には、新人

栄養士研修会をスタートし、現在も継続しています。

昭和61年（1986）には小児糖尿病サマーキャンプへ

の協力がスタートしました。

　昭和50年から60年にかけて「沖縄県は日本一の長

寿県」として、地域性やその実態が全体的な関心を

集めるようになりました。県栄養士会でも、昭和58

年（1983）～60年（1985）平安座島において長寿者食

生活調査を実施し、続いて知念村、石垣市を調査し、

「沖縄県における長寿者の食生活に関する研究」の

結果、今のお年寄りの若いころは、イモと味噌汁が

基本食で今と比較すると１日に十二、三品目で少な

かった。しかし、イモカズラやニガ菜、小魚、大豆、

豚油など栄養のバランスがよく取れた食事が行われ

ていたことがわかりました。

　昭和59年（1984）に第１回沖縄県健康展へ参加、

栄養分析した郷土料理の展示やコンピューターによ

る栄養診断を取り入れ、平成３年（1991）からは「健

康フェア」と名称が変わり継続して参加しています。

　昭和62年（1987）社会的に認められる団体として

法人化に向けて取り組みました。そして、平成２年

（1990）に社団法人として認定を受け活動し、平成

24年には公益社団法人に移行し、今日までの食と栄

養の専門職の団体として県民への栄養に関する知識

の普及と食生活の改善に活動しています。

　現在、沖縄県栄養士会では、７つの職域事業部会

に分かれて、活動しています。

　学校、医療、福祉、公衆衛生、勤労者支援、地域

活動、研究教育の職域です。

　当会の主な事業としては、①調査研究事業（栄養

士研究発表会）②管理栄養士・栄養士の育成事業（管

理栄養士国家試験対策講座、生涯教育研修会、新人

栄養士研修会、地域活動栄養士研修会や各職域事業

部の研修会）③県民の健康づくり支援事業（無料電

話相談やファイブ・ア・デイ食育事業、健康増進を

推進する活動、県民健康フェスタ）などがあり、特
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に事業部では、企業や高校生向けにフードモデル

を測定機械に乗せて栄養価が出るSATシステムを

使用して栄養相談を行う事業企画の依頼が多くあ

ります。

　これまで長寿県で知られる沖縄県でしたが、肥満

傾向者が多いことや脂質が多く、野菜摂取量が少な

い、朝ごはんを食べないなど、現代の食生活は見直

しが必要です。栄養士会としては、栄養バランスが

とれた食事や規則正しい食生活は、県民の健康の維

持と、何よりも未来の子どもたちが望ましい食習

慣を身に付けることは、心身ともに健やかに成長

するために欠くことができない大切なものと考え

ています。

　また、2040年に向けて日本栄養士会と共に地域包

括システムにおける栄養食生活支援体制づくりを進

めています。まずは、「地域で包括的に支える体制

づくり」を行い、自立した生活のできる「健康寿命」

を目指すために、「医療・介護施設間の連携」と医

療からの訪問栄養食事指導や福祉施設からの配食

サービス、地域においては、自治会や老人会、食生

活改善推進員等と連携して「低栄養予防やフレイル

対策事業」を進めています。また、各市町村におい

ての地域ケア会議に県栄養士会のケアステーション

から管理栄養士を派遣しています。

　今後も沖縄県栄養士会は、ライフステージに応じ

た適切な「栄養の指導」ができる管理栄養士・栄養

士の人材育成に努め、食と栄養の専門職の集う団体

として、沖縄に伝わる食文化を踏まえた望ましい食

習慣を確立するための県民の支援に関する諸事業を

推し進めると共に、明るい長寿沖縄の再生と公衆衛

生の向上に寄与していきたいと思います。
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　第69回　日本小児保健協会学術集会が令和４年６

月24日から26日の３日間、「みんなが安心で安全な

未来をめざして　- こどもの成長における医療・福

祉・教育の協働 - 」というテーマで、三重県津市の

三重県総合文化センターにおいて開催されました。

　現地での開催は３年ぶりで、コロナ禍での参加は

迷うところでしたが、事後の意見交換も楽しみに参

加することとしました。交通の都合で25日のプログ

ラムのみの参加でしたが、帰沖後のWEBも含め特

に印象深かったものを報告いたします。 

　まず、シンポジウム「子どもの虐待 - 現場におけ

る支援とその課題」では、開業小児科医や歯科医師

会、保育現場等の報告がありました。開業小児科で

は、虐待を認識した時親との信頼関係を損なうおそ

れや、今後の関係機関との連携など様々な困難があ

る中で、自らの立ち位置を「つらさや困り感に寄り

添うところに置く」という報告。また会場からも児

童相談所の嘱託医に研鑽の場がないことの問題提起

があり、子どもの最善の利益を追求する関係者の熱

意に頭が下がる思いでした。

　シンポジウムの途中でしたが、本県に「母子保健

包括支援センター」を導入するうえで参考にしたひ

とつである名張版ネウボラの報告に期待してシンポ

ジウム「子育て支援」へと場を移動しました。三重

県では平成26年度に同事業をスタートさせ、全市町

村で67か所、子ども家庭総合支援拠点も22市町で設

置されているとのことでした。

　「母子保健包括支援センター」については、意外

なことに行政ではなくこどもクリニックの医師から

の報告で、多職種が主体的に連携するシステムが

しっかりと根付いていることがうかがえました。

　名張市（年間出生数450人）では、市内15の小学

校区ごとに設置した「まちの保健室」に看護師や子

育て支援員などのチャイルドサポーターを配置し、

保健師である母子保健コーディネーターが数か所ず

つサポートする仕組みとなっています。そこで紙お

むつ用の有料ごみ袋を無償配布するなど子育て家庭

が反復して来所し気軽に相談できる仕組みもありま

した。それでもポピュレーションアプローチには拠

点が少なすぎると話され、本県との大きな差に愕然

としました。

　ハイリスクアプローチも２か月ごとに医師会と開

催する委員会で、未熟児や疾病を抱える児などはも

ちろん、乳児全戸訪問事業など各事業における要支

援家庭の情報を共有し、連携して支援するとのこと

でした。医師会や各機関が連携を細やかに行なうこ

とで支援者が孤立せず、自信をもって支援できる仕

組みになっていると感じました。

　また、帰沖後ポスターで支援員研修について確認

したところ、多部署・多職種連携で市独自のカリキュ

ラムを企画運営しており、各事業の推進に主体的に

活用できる仕組みとしていました。研修修了者への

アンケートでは70.9％が「活動の中で人々と信頼や

助け合い、絆が高まると感じる」と回答し、研修以

外に子育て広場へ参加するなど、子育て支援から地

域活動へソーシャルキャピタルの醸成にも一役買っ

ていることもうかがえました。

　午後は、漫画等でもおなじみの「ケーキの切れな

い非行少年たちと頑張れない子どもたち」の著者宮

口浩治先生による特別講演に参加しました。少年矯

正施設に入所している子の描いた図形（図を模倣し

たもの）が原型とは大きく異なり、認知機能に問題

を抱える対象者へのアプローチの困難さを考えさせ

られるものでした。
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　続いて久里浜医療センター院長の樋口進先生によ

る「ゲーム症の実態と対応」の教育講演がありまし

た。WHOでは「ゲーム症」が今年１月からICD-11

に収載され、わが国でも2017年の全国の中高生に対

する調査では５年前よりネット依存が疑われる学生

が1.8倍に増加していること。認知行動療法をベー

スにした治療プログラムを実施しているがその有効

性に関する報告が未だないことなどの報告がありま

した。治療の継続を支える体制も十分とは言えず、

あらためて予防の重要性を痛感しました。

　帰沖後のWEB研修で印象深かったものでは、東

京大学大学院教育課研究科教授の遠藤先生による特

別講演「アタッチメントの枢要な役割を再認識する」

があります。

　子どもは養育者を「安心の基地」としてそこを拠

点に活動を広げていく。活動に疲れたり傷つくと、

必ず慰めてもらえる養育者の「安全な避難場所」に

駆け込み燃料補給してまた外界に出ていく。こうし

た繰り返し（安心の輪）をごく自然に子どもに体験

させてあげることが子育てや保育の基本であるとか

み砕いて話して下さいました。

　虐待は、基地が最も怖い所となり、「他者信頼」

という社会性の基盤が得られず心身発達の遅れや歪

みとなるのだと。限られた時間で早口の講演でした

が、「大人はただ変わらずにあり続けること」とい

う言葉が印象的でした。支援者だけでなく親にもぜ

ひ聞いていただきたい講演でした。

　２つ目は「事故による子どもの傷害を予防する」

で、予防するとは「変えられるものを見つけ、変え

られるものを変えること」というシンプルなフレー

ズが印象的でした。リーフレットなどによる周知や、

事故後に「二度と同じことが起こらないように」と

決意表明するのは精神論であり子どもの事故は減っ

ていない、予防できていない。傷害データを分析し、

より安全な商品の開発等、工学系の研究者と取り組

む予防活動も紹介され目から鱗の講演でした。

　今回は、現地とWEBの開催で学ぶ機会も増えま

したが、やはり現地の研修は緊張感もあり、何より

参加者の意見を様々うかがえることは有意義でし

た。次回はぜひ市町村の保健師とも交流できたらと

願っています。

学術集会ポスター
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　令和４年10月27日（木）～28日（金）に島根県松

江市で開催された「令和４年度健やか親子21全国大

会（母子保健家族計画全国大会）」及び「母子保健

推進員等及び母子保健関係者全国集会」に参加させ

て頂きました。

　島根県では、早朝は一桁まで気温が下がる中、日

中は20度越えまで上がり、紅葉はまだでしたが、薄

手の背広を着ていれば暑くもなく寒くもなく快適に

過ごせる中で大会に臨みました。今回はコロナ感染

症のために３年ぶりの現地開催となりました。

　初日の10月27日（木）は会場の島根県民会館入口

で受付後、１Ｆロビーのプロムナード・ギャラリー

では、健やか親子21全国大会と併催して行われる「母

子保健推進員等及び母子保健関係者全国集会」での

「健やか親子21－8020の里賞（ロッテ賞）－」受賞

団体等の活動内容紹介のパネルや実物展示を行って

いました。

　午前10時半からは、２Ｆ大ホールで「目指そう！

笑顔でゆったり子育て～つないで広げる支援の輪、

みんな親子の応援団～」を今大会テーマとする健や

か親子21全国大会式典が始まり、厚生労働大臣表彰

を始めとする各表彰ごとの受賞者氏名が読み上げら

れ、沖縄関係者も６名の方が受賞しました。

　そこでは音声認識ソフトがあるのか、舞台横のス

クリーンに司会者や講師等の発言内容が、文字化（視

覚化）され、誤字脱字もほとんどないことが驚きで

した。「沖縄県内の講演会・大会等もこのようになっ

て行くのか」と感心して見ていました。

　午後からは2015年にＴＢＳでドラマ化された産科

医療漫画の「コウノドリ」のモデルの一人と紹介さ

れた荻田和秀医師による特別講演「奇蹟のすぐそば

にいるということ～産科医からみた子育て～」を拝

聴しました。その中で興味を引いたのは、「オキシ

トシン仮説」として幸せホルモンのオキシトシンの

会場：島根県民会館
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分泌が少ないと子育てをしなくなることや、ネアン

デルタール人が滅び、ホモサピエンスが生き残った

理由として、「おばあちゃん効果」（年長者の育児支

援）があるのではないかという内容でした。

　14時50分からは県民会館中ホールに移動し、併催

の「母子保健推進員等及び母子保健関係者全国集会」

に参加しました。開会挨拶を公益財団法人母子保健

推進会議理事長が、来賓挨拶を開催県の島根県健康

推進課長が行い、乳幼児期からの歯科口腔保健を含

む健康づくりのための啓発活動を行っている団体を

顕彰する目的で設けられた「健やか親子21－8020の

里賞（ロッテ賞）－」の受賞団体の活動紹介と表彰

がありました。

　続いて「講話『ニューノーマルな時代の健口戦略

～マイナス１歳からはじめるむし歯予防～』」の中

で、３歳児歯科健診のむし歯有病者率や12歳児の学

校歯科健診でのむし歯経験歯数で沖縄県がワースト

の位置にあることが示されていたことがショックで

した。沖縄県内でも歯っぴ～プロジェクトを早く進

展させなければと感じました。

　続いて、公益社団法人母子保健推進会議会長・佐

藤拓代氏の「妊娠期からの切れ目のない”皆支援（か

いしえん）”」と題して、厚労省公表の人口10万人当

たり自殺死亡率は男性はこの２、３年増えていない

が、女性は増えていること。自殺したいと考えたこ

とがある割合も、どの年代でも女性が多く、妊娠、

出産、子育ては女性にとっても妊娠前と何が違うか

分からず、誰に頼って良いかも分からないため、「あ

なたに瑕疵があるわけではない”皆支援”が必要」で、

支援は妊娠届出時面接や妊娠訪問時などの早い時期

ほど効果が大きく他人に頼っても良いことを分から

せる必要があると話していました。

　その日の最後には、島根県浜田市と山口県光市の

保健師による事例報告がありました。両市とも人口

５万前後、年間出生数300人前後で、浜田市は本庁

にあった「子育て包括支援センター」と子育て支援

センターにあった「地域子育て支援拠点」が、令和

４年度から１つになり「浜田市子育て世代包括支援

センター」として妊娠期から子育て期までのワンス

トップ拠点となり、児童虐待等を未然に防ぐサポー

ト機能を果たしています。また、ママパパ学級も、

個別でじっくりコースと集団でわいわいコースを選

択できるように工夫していました。

　光市は、初代内閣総理大臣の伊藤博文の生誕地で、

「おっぱい都市宣言」を行い、上半身のストレッチ

と筋力運動を組み合わせた「おっぱい体操」や８月

第１週の「世界母乳育児週間」に合わせて「おっぱ

いまつり」を開催し、妊娠後期から思春期までを４

つに分けて「おっぱい隊冊子」を発行しています。　

　二日目の10月28日（金）午前中は、県民会館303

会議室で開催された「全国母子保健推進員等連絡

協議会」へ沖縄県母子保健推進員連絡協議会の仲

尾会長と同席し、各県及び全国母子保健推進員等

連絡協議会の令和３年度事業と令和４年度の事業
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計画の報告がありました。また、仲尾会長から「母

推さんに定年を設けているか」と質問しましたが、

参加した各県の母推協とも特に定年は設けていな

いようでした。

　午後は大ホールで「令和４年度健やか親子21全国

大会」のシンポジウムが開催され、第Ⅰ部では元島

根県職員で現在は福岡県で医師をしている鈴宮寛子

氏の基調講演「多職種で見て、つないで、支える子

育て支援」がありました。周産期メンタルヘルスの

わが国での取り組みの経緯の説明から、産後１か月

までにＥＰＤＳ（エジンバラ産後うつ病質問票）を

実施しているのは全市区町村の55.9％、ＥＰＤＳで

９点以上の人をフォローする体制が整っている市区

町村の割合も11.5％にとどまり、周産期の自死は出

産時の出血などによる死亡人数の２倍に上り、精神

疾患の母による虐待死亡事例などを含めて妊娠期か

らの母親への支援、精神疾患発症の予防、早期治療

が重要であることの説明がありました。島根県での

取り組みとして妊娠期からの育児支援検討会を開催

し、保健・医療・福祉機関が連繫できるように「育

児相談・支援の手引き」（2016年）を作成し、職種

ごとの研修を行っています。また、産科医療機関、

市町村でアンケート・質問票を取り、その活用状況

についての説明がありました。

　第Ⅱ部のパネルディスカッションでは、松江市の

保健師、益田市の助産師、出雲市のレディースクリ

ニック院長、元ＮＩＣＵナースで民間企業の保健師

でもあった子育て経験者の４人のパネリストが壇上

に上がりました。その中で、子育て経験者から、マ

マたちへのアンケートでは、産後ケア制度を知って

いるが利用者は１割、地域によっては利用できな

かったりすることや、報告者本人も産後ケアのサー

ビスを全て使い切ることが出来ず、上の子を夫に預

けてサービスを利用するために短時間で済ませたと

報告があった。ただ、子育てを３Ｋ（苦しい、過酷、

孤独）から３Ｔ（楽しむ、頼る、つながる）へと変

えて行きたいとの発言に少し救われるような気がし

ました。

　今回は沖縄県小児保健協会から２名が参加しまし

たが、母子保健に関わったことの無い私にとっては、

聞くこと見ること会う方々が、初めてのことばかり

初めての方ばかりでした。しかし、沖縄県小児保健

協会が県や市町村等の行政機関や医師、保健師等の

多職種の方々と関わり合いながら「母」「子」を支

援して行くことの必要性、重要性を改めて認識する

ことができたことに感謝します。

 令和４年11月16日（水）午前現在

２Ｆ大ホール（すこやか親子21全国大会会場）
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　これまで本誌の学会参加報告は「日本小児保健学

会」の報告が中心でしたが、今回から他学会の報告

もさせていただけるとのことでペンを取りました。

那覇市立病院、小児アレルギー科の新垣洋平です。

よろしくお願いいたします。

　今回は2022年11月12日～13日に宜野湾市のコンベ

ンションセンター・ラグナガーデンホテルにおいて

開催された、「第59回日本小児アレルギー学会学術

集会」について報告いたします。日本小児アレルギー

学会が沖縄県で開催されるのは今回が初めてで、会

長である国立成育医療研究センターの大矢幸弘先生

が、復帰50周年の節目を迎える国際色豊かな本県で

の開催を希望されたと伺いました。

　10年前は沖縄県にアレルギー専門小児科医は数名

しかいませんでしたが、現在では15名となり、さら

にアレルギー専門医を希望する若手小児科医やアレ

ルギーエデュケーターを志す看護師・薬剤師・栄養

士もとても多くなりました。この機運のなか沖縄県

で小児アレルギー学会が開催されたことは大変喜ば

しいことでした。本稿では我々沖縄県の小児アレル

ギーグループを中心として催された「シンポジウム

13　沖縄企画」について報告したいと思います。

　この沖縄企画では、「沖縄県の小児アレルギー疾

患の特徴についての報告」と「牛乳アレルギー予防

方法のディベート」を柱に行われました。ご存知の

方も多いと思いますが、ハートライフ病院崎原徹裕

先生の「SPADE study（J Allergy Clin Immunol 

2020）」は世界的にも牛乳アレルギー予防方法のエ

ビデンスとして大きなインパクトを与えました。そ

のため、牛乳アレルギー予防のディベートもシンポ

ジウムの柱のひとつとなりました。

「【プロコンディベート】牛乳抗原の早期摂取の是非」

　ハートライフ病院小児科　崎原徹裕先生　VS　  

　東京慈恵会医科大学小児科学講座　田知本寛先生

　本来のプロコンディベートでは賛成（プロ）・反

対（コン）に分かれて議論しますが、両先生とも牛

乳抗原（育児用ミルク）を早期に摂取することを前

提とし、牛乳アレルギー予防のために、赤ちゃんが

いつから、どのように育児用ミルクを摂取すること

が予防に有効であるかについてお話されました。

　崎原先生からはSPADE studyとそのサブグルー

プ解析研究（J Allergy Clin Immunol Pract 2022）

についてのお話があり、生後１カ月から10mL以上

の育児用ミルクを摂取すること、そしていったんは

じめた育児用ミルクは少量でもいいので継続するこ

とで牛乳アレルギーを予防できる確率が高くなるこ

とをお示しいただきました。この研究は一般新生児

を対象としており、さらに１日10mLの摂取という

ことで導入が難しくない方法だと感じました。また、

育児用ミルク使用群の母乳継続率は母乳群と変わら

ないことから、育児用ミルクの少量使用が母乳栄養

を阻害しないことも重要な点として示されました。

　田知本先生からは、生後３日間育児用ミルクの使

用を避ける（必要時には牛乳アレルギー用のアミノ

酸乳を使用）群で牛乳アレルギーだけでなく、卵や

小麦アレルギーも予防できる可能性をお示しいただ

きました（ABC study　JAMA Pediatr 2019）。育

児用ミルクの使用に関しては、生後１カ月ではすで

に牛乳アレルギーを発症している可能性もあること

から、生後２週間までに少量で開始することが予防

につながるのではないかとのご意見でした。母乳栄

養と生後３日間の牛乳抗原除去が食物アレルギー予

防に重要であることをとても分かりやすくお話しい
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ただきました。

　両先生から母乳栄養と少量の育児ミルク使用が牛

乳アレルギー発症予防に有効な可能性が示され、今

後さらに早期摂取の安全性や具体的な方法について

研究が進められると考えられます。現在その他の食

品の予防についても様々な研究報告がされており、

食物アレルギーの予防研究は目の離せない分野だと

強く感じたディベートでした。

「 沖縄県の小児喘息入院患者の特徴について～パイ

ロットスタディ～」

　那覇市立病院　小児科　新垣洋平

　こちらは私から発表させていただきました。那覇

市立病院は県内でも小児喘息の入院患者が多い病院

です。最近５年間の小児喘息入院患者1,584例につ

いてその特徴を報告しました。入院症例の多くが乳

幼児であり、未就学児が３/ ４とかなりの割合を占

めていました。また、すでに喘息と診断されたこと

のある症例で吸入ステロイド予防治療をされている

ものは23.2％に過ぎず、全国調査の47.7％と比較し

て低いことを報告しました。未就学児の小児喘息を

正しく診断し、適切に吸入ステロイドを使用するこ

とで、小児喘息の入院を減らせる可能性があるので

はと考えられました。

「 沖縄県におけるアトピー性皮膚炎・乳児早期の湿

疹と出生月に関する検討」

　沖縄協同病院　小児科　川下尋子先生

　北半球では秋～冬出生にアトピー性皮膚炎が多い

との報告があり、日本本土でも同様の報告がみられ

ます。川下先生はSPADE studyに登録された乳児

で湿疹の報告がある症例の出生月と沖縄協同病院に

通院されているアトピー性皮膚炎の患者さんの出生

月について調査され、沖縄県では２月出生の割合が

低く、10月や11月生まれの割合が高いことを報告さ

れました。乳児湿疹やアトピー性皮膚炎の発症には

気温、湿度、紫外線量などが関連するとされますが、

発汗量や皮膚感染症の合併、ダニの発生時期などが

沖縄県と本土との相違に影響している可能性を考察

されていました。

「 沖縄県はピーナッツアレルギーが多いのか？  

－当院救急を受診したピーナッツアレルギー症例

の実態調査－」

　中頭病院　小児科　宮城俊雅先生

　沖縄県はジーマミ豆腐やピーナッツバターなどが

身近にあり、本土とは異なる食文化があります。中

「シンポジウム13」参加メンバー。２列目左から１番目が筆者。
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頭病院の宮城先生からは、同院救急を受診した18歳

未満の即時型アレルギー189例を対象とした調査研

究をご報告いただきました。アレルギーの原因と

なった食品は、ピーナッツが26％と鶏卵26％と並ん

で最も多く、全国調査が１位鶏卵、２位牛乳、３位

小麦であるのに対して、大きな違いがみられました。

ピーナッツアレルギー50例のうち食品の形態はジー

マミ豆腐が21例と最も多く、観光旅行客の14例につ

いては全例がジーマミ豆腐との報告で、ジーマミ豆

腐の原料がピーナッツであることの注意喚起が必要

とのお話がありました。

「 沖縄で蕎麦アレルギーや花粉 -食物アレルギー症

候群の患者は本当に少ないのか？」

　沖縄協同病院　小児科　尾辻健太先生

　蕎麦アレルギーは症状が重症になりやすいことが

指摘されており、アレルギー診療をするうえで気に

なる食物アレルギーのひとつです。今回、県内で最

も多く食物アレルギーの症例を診療されている尾辻

先生からご報告いただきました。沖縄協同病院の食

物アレルギー患者1,505例を調査され、蕎麦アレル

ギーは0.86％と割合が少なく、経口負荷試験でのア

レルギー症状も軽症であったとのことでした。また、

花粉 -食物アレルギー症候群の症例も少なく、その

ほとんどが本土もしくは海外居住歴のある方だった

とのことでした。こちらも本土と沖縄の食生活や環

境の違いが影響していると考えられ、多くの症例か

らの調査報告は大変興味深いものでした。

　今回、座長の労をお取りくださった、やえせ子ど

もクリニック大城正先生、ちばなクリニック佐藤優

子先生には、うちなーぐちもご披露いただき、シン

ポジウムを大いに盛り上げていただきました。また、

ディベートの座長をされた沖縄協同病院酒井一徳先

生は、本大会で2022年度日本小児アレルギー学会の

優秀論文賞を受賞され、沖縄県のアレルギー診療の

未来に大きな期待を抱いた学会となりました。
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　この度は大変栄誉ある沖縄小児保健賞をいただ

き、驚きとともに皆様への感謝の思いでいっぱい

です。

　また今後も、賞の名に恥じないよう今後も沖縄の

保健活動に精進しなくてはと身の引き締まる思い

です。

　私が医者になって３年目、当時大阪の医療機関に

勤めておりましたが、小児科専門医だけではなく、

小児神経専門医への道も選択しました。

　その中で、通常の外来診療以外に乳幼児健診、発

達相談（健診で要フォローとなった乳幼児対象）の

担当医、児童相談所の嘱託医なども兼務していくこ

ととなり、保健師、臨床心理士、作業療法士などの

医療スタッフだけではなく、学校、保育園、幼稚

園などのスタッフともかかわりも深まっていきま 

した。

　その結果、神経疾患以外に自閉症など発達に特性

を持つ小児の方々とのかかわりも必然的に増えてい

きました。ただ、私のキャパシティも限られており、

大阪でもその専門医療機関、施設に紹介するにも半

年から１年待ち、というような状況で困ったことが

多々ありました。

　13年前に沖縄に移住したのですが、当初は通常診

療のみに携わっておりました。その後徐々に乳幼児

健診、学校医、保育園の嘱託医などの任務をいただ

き、９年前に名護市屋我地診療所の所長に就任した

際に、幸い、治療教育外来スタッフ臨床心理士の協

力をいただくことができ、少人数のスタッフででき

ることは限られておりますが再び自閉症、発達特性

を持つ方々にもかかわる体制を持つことができるよ

うになりました。

　沖縄に移住する前は小児科医としての活動のみで

したが、現在は内科医としての役割もあり、高血圧、

糖尿病、認知症などの患者様の診療にもかかわって

おります。その分、小児のみの診療にかかわる時間

は少なくなっておりますが、幅広い年齢の患者様と

かかわることが、私自身医師としての成長の助け

になっており、小児の診療においてもさらなるレ

ベルアップに役立っているのではないかと感じて

おります。

　医師として37年目を迎えますが、沖縄の医療、保

健活動に携わってからまだ13年です。私より沖縄の

医療にずっと長く携わっておられる先生方が多数い

らっしゃる中で私のようなものが、沖縄小児保健賞

をいただいてよいのだろうかという思いもありまし

たが、ご推薦していただきました先生方をはじめ、

沖縄の皆様からの激励、ご支援をいただけたという

こと、大変うれしく思っております。

　また、私の周りにいらっしゃる地域の方々、診療

所のスタッフの協力なしではこの賞はいただけな

かったと思っており大変感謝しております。

　これからもどうかよろしくご指導のほどよろしく

お願い申し上げます。
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令和４年度　活動概要

　理事会及び各種委員会の討議を踏まえて以下の事業や諸活動が推進された。

［定時総会と小児保健学会］

　 　令和４年６月４日、沖縄小児保健センターにて開催され、令和３年度事業報告に加え、令和３年度決算について審議され

承認された。一般講演が５題、特別講演は、公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金CEOの國井修先生を招き「戦争、

感染症、子どもの健康」と題してご講演いただいた。

［乳幼児健康診査の実施及び充実強化］

　 　令和４年度も40市町村から乳児と３歳児健康診査の委託を受け、１歳６か月児健診については、新たに浦添市から委託を

受けて、36市町村からの委託と３町村からの情報処理業務を受託した。乳児健診では６市町村（那覇市、うるま市、豊見城

市、糸満市、今帰仁村、本部町）が個別健診を併用して実施した。２歳児歯科健診では５市町村（沖縄市、うるま市、大宜

味村、北谷町、北大東村）の情報処理を受託した。

［人材育成等に関する活動］

　 　「令和３年度　乳幼児健康診査実績報告会」を令和４年７月29日～８月19日にWEB配信し、一般健診の部を宮城雅也会長、

歯科健診の部を比嘉千賀子理事が報告した。「保健師研修会」は、令和４年５月30日～６月27日の日程でWEB配信を行い、

223名の視聴者があった。「保健セミナー」は令和５年２月24日～３月31日の日程でWEB配信を行い、97名の視聴者があった。

研修内容は「子どもの発達と育児用品」、「＃8000相談」であった。

［啓発普及に関する活動］

　 　子どもの生活習慣対策委員会の活動の一環として、令和４年12月９日に糸満市立西崎小学校で「望ましい生活習慣確立の

ための特別授業（小学校５・６学年対象）生活リズム・睡眠・タバコとお酒の害について」と題して山代寛氏（生活習慣小

委員会　沖縄大学学長）が出張講演を行った。

［小児保健に関する調査・研究並びに情報収集や評価等に関する活動］

　 　令和３年度の乳幼児健康診査結果を分析及び情報還元、小児肺炎球菌等の疫学調査の実施及び報告、日本医療研究開発機

構の調査へ協力（侵襲性細菌感染症の疫学調査、百日咳：小児入院症例サーベイランス調査）、ホームページにて小児保健

に関する種々の情報提供を行った。

［母子保健功労者の顕彰事業］

　 　沖縄小児保健賞は、個人の部として小野寺隆氏（屋我地診療所所長　小児科医師）が受賞した。乳幼児健康診査功労賞は、

翁長晃氏（小児科医師）、伊東富士子氏（看護師）、小禄真氏（歯科医師）、平尾和美氏（歯科衛生士）、大城マサミ氏（臨床

検査技師）、伊禮智子氏（保健師）、仲島咲恵美氏（栄養士）の個人７名であった。第56回沖縄県母子保健大会の表彰式が令

和５年１月19日に沖縄小児保健センター３階ホールで執り行われ、15名の個人が母子保健大会長表彰を受賞した。

［各種支援事業］

　 　小児保健活動を行う団体の活動を支援することにより、沖縄の小児保健活動の活性化を図るため、沖縄県はしか“０”プ

ロジェクトへ活動資金の援助及び事務局業務、おきなわ小児ＶＰＤ研究委員会の事務局業務、沖縄県母子保健推進員連絡協

議会事務局の支援を行った。

［助成事業］

　 　小児保健医療に関係する団体として、沖縄県小児科医会、沖縄小児科学会、沖縄県はしか“０”プロジェクト委員会に助

成を行った。

［広報及び出版活動］

　 　沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第50号（年刊）の発行、乳幼児健康診査受診票等を印刷し、市町村へ配付、

乳幼児健康診査実績報告書を作成し関係者へ配付、親子健康手帳、妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票の印刷及び頒

布、乳児の離乳食指導用リーフレット、幼児食指導用リーフレットを市町村へ配付、ホームページを活用して小児保健情報

の提供を行った。 https://www.osh.or.jp/

［小児保健医療等の向上に必要な受託事業等］

　 　40市町村から自立支援医療（育成医療）の医学的審査業務を受託し、審査会を13回、申請367件の審査を行った。他には、「親

子で歯っぴ～プロジェクト（５歳児版）」を沖縄県健康長寿課から受託し、就学時健康診断における親子で歯っぴ～ケアグッ

ズの配布と事業の評価のためのアンケート調査を実施した。歯科保健学習用資料（１年生用）を作成し、モデル市（名護市、

豊見城市、糸満市）への配布や「家庭訪問支援員等児童相談業務担当者研修事業」を沖縄県青少年・子ども家庭課から受託

し、乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業等の家庭訪問支援に携わる関係者向けに研修会を開催した。

［沖縄小児保健センターに関する諸活動］

　 　沖縄小児保健センター及び駐車場の活用について、協会催事として58回、協会が関わる催事（共催等）39回、沖縄小児保

健・医療に関する団体等の催事への貸し出し10回、近隣施設への駐車場無償提供117回を行った。
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令和３年度　事業報告書
（令和３年４月１日から令和４年３月31日）

〔Ⅰ〕　法人の概況

　（目的）
　　 　公益社団法人沖縄県小児保健協会は、小児保健に関する普及啓発並びに人材育成等の公益目的事業を関係機

関等との連携を図りながら推進し、ひいては沖縄県の小児保健の資質向上に寄与することを目的とする。

　（事業）
本法人は、沖縄県内において次の事業を行う。

　⑴　乳幼児健康診査事業の推進

　⑵　小児保健の調査及び研究等

　⑶　小児保健医療等の向上推進

　⑷　学術集会及び研修会等の開催

　⑸　母子保健従事者等の育成及び顕彰

　⑹　小児保健活動関係等への助成

　⑺　機関誌その他冊子等の出版

　⑻　国際的母子保健関連事業への協力

　⑼　沖縄県小児保健協会附属クリニックの管理運営

　⑽　沖縄小児保健センターの管理運営

　⑾　その他この法人の公益目的を達成するために必要な事業

また、必要に応じて次の事業を行う。

　⑴　契約駐車場の管理運営

　⑵　その他前号に掲げる事業に関連する事業

〔Ⅱ〕　法人の事業に関する事項

　 　令和３年度も沖縄県小児保健協会の公益目的事業の主となる乳幼児健康診査事業に加え、収益事業、法人事業を、

各事業趣旨に基づき、関係者や関係機関等との連携を図りながら推進した。その事業成果等は以下のとおりである。

　 　ただし、令和３年度においても収束をみない新型コロナウイルス（COVID-19）の影響は大きく、当初計画の

事業活動は縮小や延期となるなど大きな影響を受けた。

　⑴　事業の経過及びその収益成果

令和３年度各事業の予算額からみる成果

事業別 予算額（千円） 決算額（千円） 達成率（％）
公 益 目 的 事 業 221,230 249,558 112.8

収 益 事 業 4,610 4,802 104.2

法 人 事 業 424  478 112.7

　　　　　　　　　　　　 　　＊千円未満は切捨て表示

　⑵　資金調達並びに投資等の状況

　　該当なし

　⑶　直前３事業年度の財産及び損益の状況

各事業の財政状況等の年度推移
単位：千円

事業 区　　　　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度

公
益
目
的

経常収益 275,530 246,649 249,558

経常費用 276,793 247,521 239,822

当期経常増減額 △ 1,262 △ 872 9,735

正味財産期末残高 685,938 686,555 697,751

収　
　

益

経常収益 4,773 4,804 4,802

経常費用 1,703 1,815 1,871

当期経常増減額 3,069 2,989 2,931

正味財産期末残高 176,559 176,559 176,559
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法　
　

人

経常収益 525 527 478

経常費用 1,909 1,550 1,365

当期経常増減額 △ 1,384 △ 1,023 △ 887

正味財産期末残高 45,397 45,479 45,674

＊千円未満は切捨て表示

　⑷　主要な事業内容

　　＜公益目的事業の部＞

　　１）乳幼児健康診査の実施及び充実強化

　子どもの健康の保持増進を目的に、市町村の委託を受けて乳幼児健康診査を多職種連携によるチームで実

施した。

　併せて、研修会等を通して健康診査の充実強化にも努めた。

〇乳幼児健康診査受託市町村

健康診査受託状況
健康診査名 受託市町村 情報処理市町村 計（％）

乳児　　〈内〉個別健診併用 39〈 5 〉 1 40（97.6）
１歳６か月児 35 4 39（95.1）
３歳児 40 － 40（97.6）
２歳児歯科 － 4 4（ 9.8）

 ＊（　）は全市町村41に対する率

（注記）

※令和３年度の集団健診は新型コロナ感染症（COVID-19）禍で、当初の計画が延期や中止等となった。

※乳児は個別健診を併用する（うるま市、浦添市、豊見城市、糸満市、宮古島市）と、個別健診のみ

　（那覇市）実施がある。

※２歳児歯科は、大宜味村、うるま市、沖縄市、北大東村の情報処理を受託

〇乳幼児健康診査実施回数

　受託市町村の健康診査実施回数

健康診査実施回数（令和４年３月31日現在）

健康診査名
診察体制

計
１診 ２診 ３診 ４診

単 独

乳児 103 90 44 11 248

１歳６か月児
159 43 － － 202

（66） （37） － － （103）
３歳 235 88 － － 323

セット
乳児＆1.6歳＆３歳 52 － － － 52

1.6歳＆３歳 33 6 － － 39

参考：（　）は情報処理市町村の健診実施数で別計

　　

〇乳幼児健康診査の協力者状況

　　健康診査への協力者の状況については、事業報告附属明細書に記載

〇受診総数

乳幼児健康診査受診状況（令和４年３月 31 日現在）
単位：人

健康診査名
受託受診数 情報処理件数 計

一般健診 歯科健診 一般健診 歯科健診 一般健診 歯科健診
乳 児 集 団 17,497 －  77 － 17,574 －

個 別 － － 7,934 － 7,934 －

１歳６か月児 8,445 8,435 3,765 3,763 12,210 12,198

３ 歳 児 13,302 13,270 － － 13,302 13,270

２ 歳 児 歯 科 － － － 1,093 － 1,093

注）対象外児含む

注）乳児期は健康診査機会が２回提供される。
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〇 厚生労働省の健やか親子に関する乳幼児健康診査必須問診項目について情報処理し、市町村へ結果報告を

行った。

〇 巡回診療に関する沖縄県小児保健協会附属クリニック業務  

沖縄県知事へ40市町村における巡回診療実施計画書の提出

〇 市町村と乳幼児健康診査に関する情報交換

〇 令和２年度の乳幼児健康診査から把握された情報の還元  

乳幼児健康診査実績報告会の開催及びHP等にて健診結果の情報を市町村や関係者等に還元した。

〇 乳幼児健康診査事業の精度管理業務等  

① 市町村から医療機関実施の乳幼児健康診査精密検査結果の提供を受け、情報処理を行った。また、乳幼

児健診で担当した医師へ検査結果の情報を還元した。

　②令和元年度乳幼児精密健康診査の情報処理結果について、令和２年度乳幼児健康診査報告書にまとめた。

　③ ３歳児健康診査に屈折検査導入にあたり、これまでの眼科疾患のフォロー内容について集計し、精密健

診受診票の内容改定に反映させた。

令和３年度乳幼児精密検査受診結果の情報処理
単位：件

健康診査名 委託市町村 受付市町村 受診期間
精査票受付数

元年度分 ２年度分 ３年度分

乳 児 40 32 Ｒ２.4.1 ～Ｒ４.3.31 1,652 － 470 1,182

１歳６か月児 39 23 Ｒ２.6.25～Ｒ４.3.31 416 － 116 300

３ 歳 児 40 27 Ｒ１.11.5～Ｒ４.3.31 956 3 250 703

〇乳幼児健康診査ICTシステム構築に向けた調整会議等の開催

〇乳幼児健康診査ICTシステムの必要性に関し専門職等から情報収集を行った。

　　２）人材育成等に関する活動　

　　　 　小児保健・医療の従事者や市町村職員向けの研修会等を開催し、関係者の資質向上に努めた。また、第68

回日本小児保健協会学術集会を沖縄で開催し、医療従事者や市町村関係者の母子保健等に関する情報収集等

の支援に努めた。

〈１〉研修会・講演会等の開催

◎乳幼児健康診査関係者対象

①事　業 令和３年度乳幼児健康診査実績報告会
　日　時 令和３年10月25日（月）～11月19日（金）　　※新型コロナ感染拡大防止のためWeb配信

　報　告

１　一般健診の部　

　　　宮城　雅也（沖縄県小児保健協会会長　沖縄中部療育医療センター　小児科医師）

２　歯科健診の部　

　　　比嘉千賀子（沖縄県小児保健協会理事　沖縄県八重山保健所所長　歯科医師）

②事　業 保健セミナー
　日　時 令和３年12月14日（火）～12月28日（火）　　※新型コロナ感染拡大防止のためWeb配信
　参加者 申込者52名　　視聴者97名 乳幼児健康診査の担当保健師　関係する専門職等

　報　告
３歳児健診の屈折検査導入の意義

　　　宮里　智子（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　眼科医）

◎小児保健関係者等対象

　第68回日本小児保健協会学術集会を６月に開催したため、沖縄県小児保健協会学術集会は開催なし

◎医師対象

　新型コロナ感染症の影響を受け開催なし

◎保健師対象

③事　業 保健師研修会（Web研修）
配信期間 令和３年５月26日（水）～６月15日（火）
　参加者 118名
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　講　演

１　沖縄県における母子保健の現状　池田　和子（沖縄県地域保健課母子保健班　班長）

２　健やか親子おきなわ21（第２次）について

　　　　　　　　　　　　　　　　　平安山幸乃（沖縄県地域保健課母子保健班　保健師）

３　気になる親子への関わり方　　　西川　早月（豊見城市子育て支援課　公認心理士）

４　乳幼児健康診査の意義と課題　　宮城　雅也（沖縄県小児保健協会会長　小児科医）

５　乳幼児健康診査における気になる児への対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　當間　隆也（KuKuruきっずクリニック　小児科医）

６　新生児医療の視点からみた妊婦の保健指導のポイント　

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　朝秀（琉球大学病院 周産母子センター　小児科医）

７　食物アレルギーへの対応　　　　大田なつき（沖縄アレルギーゆいまーるの会　管理栄養士）

８　最近の予防接種の動向　　　　　浜端　宏英（アワセ第一医院　小児科医）

９　児童虐待の現状と課題　　　　　小渡　順子（沖縄県中央児童相談所初期対応班　班長）

10　早産児の成長と発達　　　　　　真喜屋智子（沖縄県立中部病院新生児内科　小児科医）

◎母子保健推進員対象

④事　業 母子保健推進員研修会
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール
　共　催 （公社）沖縄県小児保健協会　沖縄県母子保健推進員連絡協議会
　日　時 令和３年11月15日（月）10：25～12：00 参加者 47名

　講　演
 生きづらい世界で育つ子ども達～非行少年が教えてくれたこと～

　　山田　照子（cocoro育teru活動代表）　

〈２〉県外への派遣制度

　　新型コロナ禍の影響を受け、令和３年度の県外派遣はなし

〈３〉全国規模の学術集会開催

　　　第68回日本小児保健協会学術集会の開催

　　　会　頭　　宮城　雅也（沖縄県小児保健協会会長）　

　　　テーマ　　大きな和で育む　子どもの未来

　　　日　時　　令和３年６月18日（金）、19日（土）、20日（日）

　　　会　場　　Web開催（配信会場　沖縄小児保健センター）

　　　参加者数　1,091名

　　　演題数

　　　　⑴　会頭講演  1題（ 1セッション）

　　　　⑵　基調講演  1題（ 1セッション）

　　　　⑶　特別講演  3題（ 3セッション）

　　　　⑷　教育講演  16題（13セッション）

　　　　⑸　シンポジウム  29題（10セッション）

　　　　⑹　一般演題 　　　 168題（12セッション）　

　　　　⑺　市民公開講座  6題（ 1セッション）

　　　　⑻　ランチョンセミナー 5題（ 4セッション）

　　　配　信　オンデマンド配信　令和３年６月16日（水）～７月８日（木）

　　　　　　　リアル配信　　　　令和３年６月18日（金）～６月20日（日）

　　３）啓発普及に関する活動

　　　 　一般向けの講演会等の開催やボランティア活動に積極的に参加協力することで、地域住民の小児保健に関

する知識の啓発や子育て支援に繋げる。啓発の諸活動は、関係機関等との連携や支援を持って推進展開する。

〈１〉公開セミナー・講演会の開催

◎沖縄県母子保健大会の開催

　 　大会は、県内の母子保健関係者が一堂に会し、相互の連携と意識を高め、また、本事業に功績のあっ

た個人及び団体を表彰することで、母子保健事業の一層の推進を図ることを趣旨に開催される。

事 業 第55回沖縄県母子保健大会の表彰式
シンボルテーマ みんなで支える　親子の未来
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会 場 沖縄小児保健センター　３階ホール
日 時 令和４年１月20日（木）　　※新型コロナ感染拡大防止のため中止
主 催 沖縄県　（公社）沖縄県小児保健協会　

〈２〉小児救急医療に関する啓発活動及び適正受診啓発用ガイドブックをＨＰにて公開

〈３〉ＶＰＤ予防接種の啓発活動

〈４〉子どもの生活習慣の啓発活動

　　４）小児保健に関する調査・研究並びに情報収集や評価等に関する活動 

沖縄の子ども達の健康や生活習慣等に関する情報収集や啓発活動に必要な情報等の整理分析を行った。

〈１〉令和２年度の乳幼児健康診査結果を分析、情報還元

〈２〉小児肺炎球菌等の疫学調査の実施及び報告

〈３〉日本医療研究開発機構の調査へ協力

　　①侵襲性細菌感染症の疫学調査

　　②百日咳：小児入院症例サーベイランス調査

〈４〉 ホームページ内容の企画調整  

協会ホームページの再構築を図る  

ホームページにて、小児保健に関する種々の情報提供

　　５）母子保健功労者の顕彰事業 

永年地域で活躍している母子保健従事者を顕彰することで、地域の母子保健活動の活性化に努めた。

〈１〉沖縄県母子保健大会長表彰

　　　　沖縄の母子保健活動に顕著な功績のあった個人並びに団体を顕彰した。 

　　　　　実行委員会　　　　　　 ※新型コロナウイルス感染症禍で書面決議

　　　　　大会長表彰審査委員会　令和３年11月22日（月）

　　　　　表　彰　式　　日時　　令和４年１月20日（木）14：00～17：00

　　　　　　　　　　　　場所　　沖縄小児保健センター　３階ホール

　　　　　　　　　　　　催事　　第55回沖縄県母子保健大会

　　　　　　　　　　　　※表彰式は中止し、個人へ表彰状と記念品を送付することで顕彰とした。

　　　　　母子保健大会長表彰者　個人の部　17名

　　　　　　　　　　　　　　　　 赤　嶺　和　成　　浜　端　宏　英　　長　堂　芳　子  

具　志　春　美　　浦　崎　朋　子　　金　城　麻奈美  

当　真　弘　子　　大　城　いづみ　　中　村　順　子  

結　城　スミ子　　比　嘉　和　子　　宮　城　正　子  

島　袋　和　子　　稲　福　英　子　　佐久田　ケイ子  

須　永　和　美　　濱　元　絹　枝

　　　　　　　　　　　　　　　　団体の部　該当なし

〈２〉沖縄小児保健賞

　　　　第44回保健文化賞受賞を記念し、沖縄の小児保健活動に顕著な功績のあった個人並びに団体を顕彰

　　　　令和３年度該当者なし

〈３〉乳幼児健康診査功労賞

　　　 　乳幼児健康診査功労賞は、沖縄県小児保健協会が設立40周年を記念し平成25年度に設置した。この

賞は沖縄県内で実施される健康診査に尽力し、乳幼児の健康の保持増進並びに健康に関する著しく功

績のあったもので、今後も引き続き活動が期待される者を顕彰した。

　　　　　審査委員会　　令和３年４月６日（火）

　　　　　表　彰　式　　 コロナ禍にあり表彰式は中止  

表彰状と記念品の発送を持って顕彰とした。

　　　　　受　賞　者　　 個人　５　名  

 安谷屋　正　明（小 児 科 医）　　山　口　和　美（臨床検査技師）  

玉　城　貴　子（臨床検査技師）　　砂　辺　律　子（歯科衛生士）  

宇榮原　ユミ子（看 護 師）

〈４〉沖縄県小児保健協会“功労賞”

　　　　該当者なし
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　　６）各種支援事業 

　小児保健活動を行う団体の活動を支援することにより、沖縄の小児保健活動の活性化を図った。

〈１〉沖縄県はしか“０”プロジェクトへ活動資金の援助並びに事務局業務

〈２〉 沖縄県母子保健推進員連絡協議会事務局の支援  

協議会と研修会を共催で開催する一方で、協議会事務局業務を支援した。

　　７）助成事業

　小児保健医療に関する団体が開催する研修会等へ助成することで、人材育成へ繋げる。

〈１〉関係団体が開催する講演会等への助成

団 体 名 沖縄県小児科医会
講 演 名 小児医療の倫理を再考する　～立ち止まり、選択を意識し、中間で悩む～
参 加 者 47名
日 時 令和３年６月５日（土）
場 所 Web開催　　※新型コロナウイルス感染拡大の影響
団 体 名 沖縄小児科学会 第101回
講 演 名 小児領域における臓器移植の最新トピックス
受 講 者 142名
日 時 令和３年９月12日（日）
場 所 Web開催（発信場所：琉球大学大学院育成医学講座医局）
団 体 名 沖縄小児科学会 第103回
講 演 名 自閉スペクトラム症の病因と病態－増加の要因を探る－
受 講 者 143名
日 時 令和４年３月13日（日）
場 所 Web開催（発信場所：琉球大学大学院育成医学講座医局）

　　８）国際協力事業
　　　　海外の小児保健・医療関係者のコース研修への協力

　　９）広報並びに出版活動
小児保健活動紹介や啓発用冊子等の印刷、乳幼児健康診査結果から得られる情報提供等を行なった。

〈１〉沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第49号（年刊）の発行
〈２〉乳幼児健康診査受診票等を印刷し、市町村へ配布
〈３〉乳幼児健康診査実績報告書を作成し、関係機関へ配布
〈４〉親子健康手帳の印刷及び頒布
〈５〉乳児の離乳食指導用リーフレットを市町村へ配布
〈６〉ホームページを活用して小児保健情報の提供　　https://www.osh.or.jp/

　　10）小児保健医療等の向上に必要な受託事業等
　　　 　沖縄県等より、小児保健・医療等の向上に関連する委託事業を受けることで、母子の心身の健康の保持増

進を支援した。
〈１〉自立支援医療の医学的審査業務

　　　　　　 　全市町村で実施される自立支援医療（育成医療）は、18歳未満の身体上の障害を有し、手術によっ
て治療効果が認められる障害の医療費等を給付するための事業である。その給付の可否決定に必要な
医学的判定を行う審査業務を市町村から受託実施した。

　　　　◎受託状況
　　　　　　40市町村（那覇市以外）
　　　　◎審査会等開催状況
　　　　　　審 査 委 員　　　医師　２人　　保健師　１人
　　　　　　審査会開催　　　13回

令和３年度審査回数
月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計
回数 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13

　　　

沖縄の小児保健82



◎審査依頼件数

　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度審査結果　　　　　　　  （令和４年３月31日現在）

項　　目

総依頼

件　数

①＋②

初回審査結果 保留の経過

① 承認 不承認 保留
再審査依頼　② 再 審 査

依頼なし承認 不承認

肢体不自由 148 144 138 2 4 4 3 1 －
視覚障害 13 13 13 － － － － － －
聴覚・並行機能障害 32 32 30 2 － － － － －
音声・言語・

そしゃく機能障害
177 177 175 2 － － － － －

心臓機能障害 37 36 35 － 1 1 － 1 －
腎機能障害 5 5 3 2 － － － － －
小腸機能障害 － － － － － － － － －
肝臓機能障害 1 1 1 － － － － － －
その他内臓障害 154 154 152 2 － － － － －
免疫機能障害 － － － － － － － － －
障害分類不明 － － － － － － － － －

合　　計 567 562 547 10 5 5 3 2 －

※再審査とは、初回の申請内容の不備等で返戻となり、修正後、再度審査依頼があったものである。

◎障害の種類内訳

　　　　　　　　　　　　　　　自立支援医療に係る障害の状況 （令和４年３月31日現在）

障害の種類
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能

障
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合
　

計

令和３年度
件 141 13 30 175 35 3 － 1 152 － 550

％ 25.6 2.4 5.5 31.8 6.4 0.5 － 0.2 27.6 － 100.0

令和２年度
件 135 12 18 145 23 2 － － 158 － 493

％ 27.4 2.4 3.7 29.4 4.7 0.4 － － 32.0 － 100.0

令和元年度
件 127 16 30 172 21 ５ １ １ 171 １ 545

％ 23.3 2.9 5.5 31.6 3.9 0.9 0.2 0.2 31.4 0.2 100.0

平成30年度
件 150 10 27 218 68 １ １ － 269 １ 745

％ 20.1 1.3 3.6 27.3 9.1 0.1 0.1 － 36.1 0.1 100.0

平成29年度
件 170 13 31 189 151 ３ ２ － 302 － 861

％ 19.7 1.5 3.6 22.0 17.5 0.3 0.2 － 35.1 － 100.0

平成28年度
件 180 ６ 32 236 178 ３ ３ ５ 357 － 1,000

％ 18.0 0.6 3.2 23.6 17.8 0.3 0.3 0.5 35.7 － 100.0

〈２〉親子で歯っぴ～プロジェクト

　　　 　沖縄県のむし歯有病者率の改善を目的に、就学児健康診断における歯科保健指導の標準化のための

環境整備とモデル市町村での取り組みの効果検証を行う事業を沖縄県健康長寿課から受託した。

　〇受託期間　令和３年４月８日から令和４年３月31日

　〇モデル３市町村　　名護市、豊見城市、糸満市、

　〇検討評価委員会の設置と開催

　　　検討評価委員会：２回（Ｒ３年.7.28、Ｒ４年.3.16）

　　　事務局調整会議：４回（Ｒ３年.7.28、8.27、10.20、Ｒ４年 3.10）

　　　作業部会：６回（Ｒ３年5.12　6.16、7.6、8.12、Ｒ４年2.10、2.24）

　〇 モデル市町村の就学時健康診断における親子で歯っぴ～ケアグッズの配布と事業の評価のためのアン

ケートの実施

　　　就学時健診実施期間　　令和３年10月～令和３年12月

　〇 モデル市の就学時健診にて、保護者へアンケートを実施し集計

　〇モデル市の小学校にて、児童や保護者へアンケートを実施し集計
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　〇事業に関する研修会の開催

名  称 令和３年度　親子で歯っぴ～プロジェクト（５歳児版）

日　 時
ライブ配信　令和３年９月８日（水）19時～20時

配信期間　　令和３年９月14日（火）～10月４日（月）
開催方法 Web開催
対　 象 本プロジェクトに協力可能な歯科衛生士
参加者数 ライブ配信参加者　７名、配信による視聴参加者　４名

内　 容

１　親子で歯っぴ～プロジェクト（５歳児版）の事業概要及び全体計画について

　　玻名城恭子（沖縄県健康長寿課）

２　歯科衛生士の役割と配付資料の内容について

　　親子で歯っぴ～プロジェクト（５歳児版）

　　検討評価委員会　委員　小山みどり（沖縄県歯科衛生士会）

３　質疑応答

〈３〉家庭訪問支援員等児童相談業務担当者研修事業

　　 　沖縄県青少年子ども家庭課から、各市町村における乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業等の家

庭訪問支援を実施する保健師、家庭児童相談員、母子保健推進員等を対象に、専門的知識の習得と資質

の向上を図る研修事業を受託した。

　〇受託期間　　令和３年６月17日から令和３年12月28日

　○乳児家庭全戸訪問事業等家庭訪問担当者研修

乳児家庭全戸訪問事業等家庭訪問担当者研修　　※新型コロナ感染拡大防止のためWeb開催

配 信 期 間 令和３年７月26日（月）～８月13日（金）

参 加 者 保健師、市町村担当者、母子保健推進員、看護師、栄養士、保育士、ヘルパー、その他

参 加 者 数 138名

講 演

１　乳児家庭全戸訪問事業の概要　　　　山城　雅彦（沖縄県青少年・子ども家庭課主査）

２　個人情報の保護　　　　　　　　　　朝崎　　咿（沖縄大学　客員教授）

３　市町村母子保健事業について　　　　山内理紗子（中城村こども課　保健師）　

４　面接技法について　　　　　　　　　宮良　尚子（ 浦添市障がい者（児）基幹相談支援センター

てだこの森公認心理士）

５　傾聴とコミュニケーション技法

６　市町村実践報告　　　　　　　　　　齋藤　麻里（豊見城市　母子保健推進員）

７　乳児の発育・発達および産後の健康　百名　奈保（助産院＊きらきら　助産師） 

８　児童虐待の現状と課題　　　　　　　小渡　純子（沖縄県中央児童相談所・初期対応班　班長）

　　 

　〇養育支援訪問事業等家庭訪問担当者研修

養育支援訪問事業等家庭訪問担当者研修　　※新型コロナ感染拡大防止のためWeb開催

配 信 期 間 令和３年７月26日（月）～８月13日（金）

参 加 者 保健師、市町村担当者、児童家庭相談員、養育訪問支援員、母子保健推進員、その他

参 加 者 数 75名（定員75名）

講 演

１　沖縄県における 養育支援訪問事業等の現状について

　　　　　　　　　　　　　　　　　山城　雅彦（沖縄県青少年・子ども家庭課主査）

２　個人情報の保護　　　　　　　　朝崎　　咿（沖縄大学　客員教授）

３　養育支援訪問事業の実際　　　　山城　佑美（浦添市こども未来部こども家庭課　児童福祉担当）

４　児童虐待の現状と課題　　　　　小渡　順子（沖縄県中央児童相談所初期対応班　班長）

５　傾聴とコミュニケーション技法　松尾　理沙（沖縄大学人文学部こども文化学科　准教授）　

６　周産期のメンタルヘルス　　　　宮　　貴子（オリブ山病院　精神科　医師）
事例検討会

場 所 沖縄小児保健センター　３階ホール

日 時 令和３年11月４日（木）　９：00～14：30

参 加 者 保健師、市町村担当者、児童家庭相談員、養育訪問支援員、母子保健推進員、その他

参 加 者 数 24名

事 例
【事例検討】　Ⅰ　Ⅱ

【まとめ】　　當山冨士子（元沖縄県立看護大学教授）
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　〇特別研修

日 時 令和３年11月４日（木）　14：30～16：30 参加者数 50名

参 加 者 保健師、市町村担当者、児童家庭相談員、養育訪問支援員、母子保健推進員、その他

講 演
１　家庭訪問時における「新型コロナウイルス感染症」予防について 

　　高山　義浩（沖縄県立中部病院　感染症内科）

　　11）関係機関への協力支援

　　〇委員の派遣

　　　①令和３年度 沖縄県新生児聴覚検査体制整備協議会   委員：宮城　雅也

　　　②令和３年度 沖縄県周産期保健医療協議会    委員：宮城　雅也

　　　③令和３年度「健やか親子おきなわ21（第２次）」推進協議会  委員：宮城　雅也

　　　④令和３年度 沖縄県発達障害者支援センター連絡協議会  委員：照屋　明美

　　　⑤沖縄子どもの未来県民会議　令和３年度総会    委員：宮城　雅也

　　　⑥沖縄県振興審議会専門委員（福祉保健部会）    委員：宮城　雅也

　　　⑦令和３年度 沖縄県准看護師試験委員会    委員：安慶田英樹

　　12）沖縄小児保健センターに関する諸活動 
　　　　小児保健センターを地域に開かれた研修施設並びに小児保健情報収集可能な施設として県民へ提供した。
　　　〈１〉運用

　　　　　　　　令和３年度センター利用状況　（回数）　　　　令和４年３月31日現在
使用者分類 令和２年度 令和３年度

１ 沖縄県小児保健協会の催事 66 56

２ 沖縄小児保健協会も関わる催事（共催等） 35 21

３ 沖縄小児保健・医療に関する団体等の催事 8 9

４ 駐車場のみの提供 70 91

　　

　　　〈２〉沖縄小児保健センターの建物・設備等の整備及び補修・メンテナンス

① 作 業 自動ドア修繕（ガラス交換）
期　 間 令和３年４月22日
費　 用 100,000円
施工業者 沖縄ナブコ（株）
② 作 業 正面入口自動ドアセンサー修理
期　 間 令和３年６月28日
費　 用 80,000円
施工業者 沖縄ナブコ（株）
③ 作 業 室外機修繕（Ｂ系統基盤取替等）
期　 間 令和３年７月５日、７月12日
費　 用 150,000円
施工業者 南西空調設備（株）

④ 作 業 火災感知器取替（１階シャワー室前トイレ）
期　 間 令和３年７月
費　 用 10,800円
施工業者 （株）日新電機産業
⑤ 作 業 トップライト修繕（屋上）
期　 間 令和３年９月７日～14日
費　 用 500,000円
施工業者 （株）東恩納組
⑥ 作 業 照明センサー取替（２階子ども用トイレ）
期　 間 令和３年９月29日
費　 用 45,000円
施工業者 （株）日新電機
⑦ 作 業 ビジネスホンユニット交換
期　 間 令和３年11月４日
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費　 用 16,000円
施工業者 （株）リウデン
⑧ 作 業 女子トイレウォシュレット取替工事（２階）
期　 間 令和３年12月27日
費　 用 101,200円
施工業者 TOTOメンテナンス（株）
⑨ 作 業 誘導灯設備改修工事（３階ホール）
期　 間 令和４年１月
費　 用 23,000円
施工業者 （株）日新電機

　＜収益事業の部＞

　　１）契約駐車場の管理運営

　小児保健協会所有地に設置した契約駐車場の管理及び運営

　〇運用　 　契約車両台数　67台／全67台（令和４年３月31日現在）

　〇駐車場の補修　　特になし

　　２）契約駐車場収益の按分

　　　　契約駐車場収益を公益目的事業へ50％、残りを法人活動へ按分繰入れし各事業を支援した。

　＜法人事業の部＞

　　１）総会の開催

　　　　日　時　　令和３年６月１日（火）18：30～19：00

　　　　場　所　　沖縄小児保健センター　３階ホール

　　　　司　会　　浜端　宏英（沖縄県小児保健協会常任理事）

　　　　式次第　　　１　開　会　の　辞　　照屋　明美

　　　　　　　　　　２　会長あいさつ　　宮城　雅也

　　　　　　　　　　３　議 長 団 選 出

　　　　　　　　　　４　総会の目的事項

　　　　　　　　　　５　閉　会　の　辞　　當間　隆也

　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、最小限に簡略化して執り行った。

　　　　　　　　会員総数　263名（令和３年５月14日現在）

　　　　　　　　出席者　　９人　　　委任状提出者　　135人

審議事項 会議の結果
第１号 令和２年度決算承認の件 承認
第２号 理事・監事選任の件 承認

報告事項
１ 令和２年度事業報告の件 報告

参考資料
１ 令和３年度事業計画書
２ 令和３年度収支予算書
３ “沖縄小児保健賞”の受賞者
４ “乳幼児健康診査功労賞”の受賞者
５ 令和２年度はしか“０”プロジェクト委員会の活動概要

　　２）公益法人団体の業務並びに整備等

　公益社団法人としての整備並びに諸活動

　〇沖縄県小児保健協会諸規則の改正

　〇沖縄小児保健センター修繕費を特定資産積立

　　　期　間　令和元年５月～令和10年末日（10年計画）

　　　積立額　令和３年度300万円
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　　３）名誉会長に関する事項

　　　　定款に定める名誉会長

氏　名 歴　任 総会承認日

知　念　正　雄 第５代会長 平成26年６月７日
小　渡　有　明 第６代会長 〃
玉那覇　榮　一 第７代会長 令和元年６月１日

　　４）会員に関する事項

　　　　定款に定める会員の構成員状況を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員の状況　　　　　　　　　　　　　単位：人

種　　類 令和２年度末 令和３年度末 増　減

正会員
個人会員 253 228 △ 25

団体会員 7 7 －
名誉会員 7 7 －

　　　　　　　　　　　　　　個人会員の状況　　　　　　　　　　　 　単位：人
職　　種 令和２年度末 令和３年度末 増　減

医師 98 94 △　4
歯科医師 14 14 －
保健師 57 46 △ 11
看護師 17 12 △　5
助産師 11 9 △　2
栄養士 8 8 －
教諭　大学教職 23 22 △　1
保育士・学童指導員 7 6 △　1
臨床心理士 8 9 1
歯科衛生士　臨床検査技師 2 1 △　1
言語聴覚士　理学療法士 1 1 －
母推・民生員・支援相談員 1 1 －
その他 6 5 △　1

計 253 228 △ 25

　　　　　　　　　　　　　　　　団体会員の状況　　　　　　　　　　単位：件
機関名 令和２年度末 令和３年度末 増　減

市町村母子保健推進員　 1 1 －

保育園 2 2 1

助産師会 1 1 －

小児科病院・病院 3 3 －

　　　　計 7 7 1

名誉会員の方々
職　種 氏　名 人　数 総会承認時期

小児科医 大宜見義夫 1
平成27年６月６日保健師 仲里　幸子　　福盛　久子 2

弁護士 永吉　盛元 1
保健師 下地ヨシ子 1

令和元年６月１日小児科医 安次嶺　馨　　髙良　聰子 2
　計 7

　　５）理事会等に関する事項

　　　　理事会を開催し、業務執行等の決定や調整等を行った。

５月理事会　　日　　時　令和３年５月13日（木）

理事会の決議があったものとみなされた事項 会議結果
第１号 令和２年度事業報告の件 承認
第２号 令和２年度決算報告並びに監査報告の件 承認
第３号 令和３年度役員改選に関する件 承認
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第４号 令和３年度定時総会開催の件 承認
報告事項

① 乳幼児健康診査ICTシステム構築について 報告
② 第68回日本小児保健協会学術集会準備状況について 報告
③ 各種委員会報告 報告

６月理事会　　日　　時　令和３年６月１日（火）
　　　　　　　現地集合及びWeb会議システム活用しての参加

理事会の決議があったものとみなされた事項 会議結果
第１号 公益社団法人沖縄県小児保健協会長の選任の件 承認
第２号 副会長の選任 承認
第３号 常任理事の選任 承認

報告事項
① 新理事・新監事の紹介 報告

３月理事会　　日　　時　令和４年３月 11 日（金）
　　　　　　　現地集合及び Web 会議システム活用しての参加

理事会の決議があったものとみなされた事項 会議結果
第１号 令和４年度事業計画（案）の件 承認
第２号 令和４年度収支予算（案）の件 承認
第３号 令和４年度定時総会開催の件 承認
第４号 令和５年度乳幼児健康診査受託料の改定の件 承認
第５号 沖縄県小児保健協会入会申込みの件 承認

報告事項
① 各種委員会報告 報告
② 事務局報告 報告

　　６）監事会に関する事項

開催年月日 議事事項等
令和３年５.10（月）業務及び会計監査　　令和２年度事業報告及び会計報告等
令和３年10.18（月）業務及び会計の中間監査　　令和３年度事業及び会計等
令和３年11.15（月）令和５年度乳幼児健康診査受託料改定に向けて
令和４年２.21（月）令和５年度乳幼児健康診査受託料改定に向けて

　　７）常任理事会並びに各種委員会に関する事項

　常任理事会並びに各種委員会を開催し、事業の企画や運営等について整備や調整を図った。

委員会名 回数 開催日

常任理事会 16

Ｒ３年　4.6　5.11　6.1　7.6　7.21　8.2　9.7　10.5　10.20

　　　　11.2　12.7　12.17

Ｒ４年　1.11　2.1　3.1　3.10

企画運営委員会 1 Ｒ４年　3.22

学術編集委員会 2
Ｒ３年　9.30

Ｒ４年　2.21

乳幼児健診委員会
　報告書作成小委員会
　健診受託料調整会議
　精度管理部会

2

1

1

Ｒ３年　7.30　9.24

Ｒ３年　7.13

Ｒ４年　2.22

倫理委員会
　調整会議 1 Ｒ４年　2.18

乳幼児健診ICTシステム構築委員会

　専門職からの情報収集
　担当理事・事務局の調整会議

6

2

1

Ｒ３年　8.2　10.1　10.27　12.13

Ｒ４年　2.17　3.18

Ｒ４年　1.6　1.7

Ｒ３年　8.16

第68回日本小児保健協会
　学術集会準備委員会
　Web会議

1

6

Ｒ３年　4.19

Ｒ３年　5.17　5.24　5.31　6.7　6.14　7.5

子どもの生活習慣対策委員会の準備会
　小委員会

－
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　　８）許可・認可・承認等に関する事項

　沖縄県等への許認可申請及び提出事項等

申請年月日 許可等年月日 申請事項
Ｒ３年3.26 Ｒ２年6.18 令和２年度　事業計画書等の提出
Ｒ３年6.11 令和２年度　事業報告書等の提出
Ｒ３年6.28 Ｒ３年7.12 理事の就任・退任の届
Ｒ４年3. Ｒ４年 令和４年度　事業計画書等の提出

　⑸　重要な契約に関する事項

契約年月日 相手方 契約期間 契約の概要
Ｒ３年4.01 40市町村 Ｒ３年4.1～Ｒ４年3.31 乳児一般健康診査
Ｒ３年4.01 40市町村 Ｒ３年4.1～Ｒ４年3.31 ３歳児健康診査
Ｒ３年4.01 35市町村 Ｒ３年4.1～Ｒ４年3.31 １歳６か月児健康診査
Ｒ３年4.01 ４市町村 Ｒ３年4.1～Ｒ４年3.31 １歳６か月児健康診査の情報処理業務
Ｒ３年4.01 ６市 Ｒ３年4.1～Ｒ４年3.31 乳児一般健康診査の個別健診情報処理業務
Ｒ３年4.01 40市町村 Ｒ３年4.1～Ｒ３年3.31 自立支援医療給付の判定に係る審査業務

Ｒ３年4.8 沖縄県 Ｒ３年4.8～Ｒ４年3.31
親子で歯っぴ～プロジェクト（５歳児版）
（乳幼児のむし歯状況改善のための取り組み）

Ｒ３年7.6 沖縄県 Ｒ３年7.6～Ｒ３年12.28 家庭訪問支援員等児童相談業務担当者研修

　⑹　その他の事項

　　１）研修会等への参加

　　２）事務局業務の整備等

　①乳幼児健康診査入力システム、謝金支払いシステム、受託料請求システムの改修を行った。
　②就学時健診アンケート入力システムを構築した。

　　３）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応

　① 「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都
市計画税の課税標準の特例措置」に関する申告をとおして令和3年の固定資産税の一部減免に繋げた。

〔Ⅲ〕　役員・職員等に関する事項

　⑴　理事並びに監事

理事並びに監事名簿（令和３年度）

役　職 氏　名 任　期 備　考
会 長 宮　城　雅　也 令和５年度の定時総会終結時まで

副 会 長
當　間　隆　也 〃
照　屋　明　美 〃

理 事

浜　端　宏　英 〃
小　濱　守　安 〃
上　原　真理子 〃
棚　原　睦　子 〃
笠　原　寛　子 〃
兼　次　拓　也 〃
亀　川　偉　作 〃
島　袋　富美子 〃
比　嘉　　　猛 〃
比　嘉　千賀子 〃
冨名腰　義　裕 〃
真喜屋　智　子 〃
屋　良　朝　雄 〃
前　里　万里子 〃
髙　安　佐和子 〃
勝　連　啓　介 〃

理 事
仲　本　千佳子 〃
道　田　睦　美 〃

監 事
幸　地　　　東 令和５年度の定時総会終結時まで
岡　山　　　稔 〃
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　⑵　事務局等に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名　称 前年度末 今年度末 増　減 備　考
正 規 職 員 　 5（2） 　 5（1） （△ 1）（うち育休１人）
非正規職員（Ⅰ） 　 9（2） 　 7（1） △ 2（△ 1）（育休１人）
　　〃　　（Ⅱ） 　 2　　 　 2　　 受託事業等　経理業務等
　　〃　　（Ⅲ） 　 2　　 　 2　　 理事
派 遣 職 員 　 0　　 　 2　　 2 入力作業 ( Ｒ４年１月～４月 )

合　計 　18（4） 　18（2） 1 ☆実稼働 16 人

事業報告の附属明細書
（令和３年４月１日から令和４年３月31日）

１　乳幼児健康診査実施総数
　　〇健診受託市町村

　　健康診査名 対象者数 受診者数
受診率
（％）

要精密
検査数

要精密検査率
（％）

乳児
　（39 市町村）
　情報処理受託
　（６市）

一般 20,050 17,574 87.7 1,448 8.2

一般 8,506 7,934 93.3 485 6.1

１歳６か月児
　（35 市町村）
　情報処理受託
　（４市町村）

一般
9,773

8,445 86.4 429 5.1
歯科 8,435 86.3 13 0.2
一般

4,396
3,765 85.6 171 4.5

歯科 3,763 85.6 10 0.3

３歳児
一般

15,640
13,302 85.1 1,558 11.7

歯科 13,270 84.8 70 0.5
２歳児　情報処理 歯科 2,923 1,093 37.4 3 0.3

　（注） 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で前年度の健診が中止や延期になった対象児
も含まれる。

　（注）受診数は対象外児含む（新型コロナウイルス感染症の影響で受診月齢が遅れた児、県外児、その他）
　（注）乳児は、乳児期２回の受診（前期、後期）含む　

２　健康診査協力者数
　 　小児保健協会で依頼した健診協力者及び市町村で依頼した協力者（一部）の内訳であり、健診協力者へ

の謝金支払い内訳でもある。
　　（注）乳幼児健康診査の職種別従事者総数は、令和３年度乳幼児健康診査報告書に掲載する。

令和３年度乳幼児健康診査協力者状況

　　　　職種

健康診査　　  

小児科

医　師

歯　科

医　師

検　査

技　師
保健師 看護師 栄養士

歯　科

衛生士

母　子
保　健
推進員

受　付

職　員

乳児
半日 253 3 176 382 294 450 160 493 250

１日 163 － 48 342 210 299 41 230 235

1.6歳　
半日 269 226 161 85 104 67 347 39 －
１日 － － － － － － － － －

３歳
半日 411 390 318 221 144 206 505 60 －
１日 1 － 2 － － － － － －

乳児＆３歳
＆1.6歳

半日 16 29 15 － 4 4 17 10 －
１日 41 15 42 2 － 19 36 － －

1.6歳＆
３歳

半日 28 22 22 19 5 20 47 － －
１日 20 20 20 － － 1 2 － －

計

半日 977 670 692 707 551 747 1,076 602 250

１日 225 35 112 344 210 319 79 230 235

延人数 1,208 711 808 1,057 765 1,072 1,191 832 485

実人数 110 102 23 168 82 116 92 254 107

平均協力回数 10.9 6.9 35.0 6.3 9.3 9.2 12.6 3.3 4.5
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令和３年度　乳幼児健康診査概要

　令和３年４月１日から令和４年３月31日までに実施された県内40市町村の乳児、１歳６か月児、３歳児の

健康審査結果の総合判定及び診察所見分類、歯科健診の状況について、乳幼児健康診査報告書から市町村別

に集計した。

　⑴　一般健康診査の受診状況について

　各市町村とも健康診査の対象者数は、健診連絡者数としている。それを基に令和３年度の各々の受診

率を算出すると、乳児は89.2％、１歳６か月児は86.1％、３歳児は85.0％となっている。

　⑵　総合判定の内容について

　健康審査の総合判定の結果を種別ごとに集計した。問題なしが乳児76.6％、１歳６か月児69.7％、３

歳児75.4％であった。要治療では、乳児0.7％、１歳６か月児0.2％、３歳児0.1％となっている。要精査

については、乳児7.7％、１歳６か月児4.9％、３歳児11.7％と多くなっている。

70.0

80.0

90.0

100.0

平成24 25 26 27 28 29 30 令和元年令和２年令和３年（年度）

乳児
１歳６か月児
３歳児

(％)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３歳児

１歳６か月児

乳児

問題なし 要相談 要経観 要精密

検査

要治療 現在

治療中

現在

観察中

参考：令和３年度 全国値（乳児95.4％、１歳６か月児95.2％、３歳児94.6％）
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乳幼児健康診査受診率推移

総合判定の内容（令和３年度）

問題なし 要相談 要経観 要精密検査 要治療 現在治療中 現在観察中

乳児 76.6 6.5 3.4 7.7 0.7 1.9 3.2

１歳６か月児 69.7 16.2 5.1 4.9 0.2 1.3 2.6

３歳児 75.4 6.5 1.5 11.7 0.1 1.7 3.1



　⑶　有所見の内訳状況について

　各健診において一番高い割合が、乳児では皮膚疾患が多く前期45.6％、後期38.8％、１歳６か月児は

精神発達43.2％、３歳児では発育20.5％となっている。

　⑷　う蝕有病者の状況

　１歳６か月児と３歳児のむし歯有病者率の経年変化の割合は、年々減少傾向にあるものの、全国に比

べ高い割合となっている。

　⑸　一人平均う歯数の状況

　　　一人平均う歯数は、１歳６か月児0.03本、３歳児0.6本となっている。

参考：令和２年度 全国値（１歳６か月児0.03本、３歳児0.39本）

0

5

10

15

20
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30

35

40

45

50

（％）
乳児（前期）乳児（前期）

乳児（後期）乳児（後期）

１歳６か月児１歳６か月児

３歳３歳

24.9 
22.3 

20.3 19.5 18.3

2.2 2.2 1.6 1.6 1.7 1.41.7 1.4 1.31.3

0

5

10

15

20

25

30

平成29 30 令和元年 令和２年 令和３年

３歳 1歳6か月児

（％）

参考：令和２年度 全国値（１歳６か月児1.12％、３歳児11.8％）
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乳児（前期） 6.9 45.6 2.7 1.9 1.7 1.5 4.1 3.0 4.2 1.0 28.1 2.6 0.8 1.5

乳児（後期） 19.8 38.8 3.4 2.8 2.8 1.3 5.6 2.3 6.8 1.0 12.1 3.2 4.5 2.3

１歳６か月児 17.6 15.1 2.7 2.3 3.9 2.1 5.8 1.8 3.7 0.2 3.2 2.4 43.2 8.8 9.4

３ 歳 児 20.5 9.0 1.3 1.7 11.6 3.6 6.8 0.5 2.0 0.3 1.4 0.5 16.6 18.6 6.5 6.7

沖縄県 有所見の内訳状況（令和３年度）

沖縄県 う蝕有病者率（経年５年）
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84
7

35
3

4
1

1
2

2
5

-
18

2
4

29

月
齢

外
12

7
3

1
1

-
-

-
1

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

南
風
原
町

1
9

1,
14

3
17

2
98

7
86

.4
79

1
63

20
70

2
15

26
14

8
9

52
3

4
3

2
7

3
10

1
40

6
8

58

適
正

95
8

76
7

61
19

69
2

15
25

14
4

6
51

3
4

3
2

7
3

10
1

40
6

8
56

月
齢

外
29

24
2

1
1

-
-

1
4

3
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

八
重
瀬
町

-
12

69
4

-
62

3
89

.8
46

9
58

25
39

-
9

23
86

9
22

2
3

2
-

1
6

11
-

28
-

2
59

適
正

58
6

44
6

51
21

37
-

9
22

82
9

21
2

3
2

-
1

6
9

-
28

-
1

50

月
齢

外
37

23
7

4
2

-
-

1
4

-
1

-
-

-
-

-
-

2
-

-
-

1
9

久
米
島
町

-
3

13
3

-
12

0
90

.2
10

1
9

3
3

-
1

3
9

1
3

-
-

-
-

1
-

2
-

2
-

-
4

適
正

12
0

10
1

9
3

3
-

1
3

9
1

3
-

-
-

-
1

-
2

-
2

-
-

4

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

渡
嘉

敷
村

-
2

10
-

9
90

.0
4

2
1

1
-

-
1

4
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
1

2
-

2

適
正

9
4

2
1

1
-

-
1

4
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
1

2
-

2

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

座
間

味
村

2
-

12
-

11
91

.7
9

1
-

1
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

1

適
正

8
7

-
-

1
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-

月
齢

外
3

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

粟
国

村
-

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

適
正

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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市
町
村

健
診
回
数

対 象 者 数

再 通 知 （ 別 計 ）

受 診 者 数

受 診 率 （ ％ ）

　
総

  
合
　
判
　
定

  （
実
人
員
）

診
　
察
　
有
　
所
　
見
　
内
　
訳

  （
複
数
選
択
）

検
査

結
果

１ 日

半 日

１
２

３
４

５
６

７
計

発 育

皮 膚

頭 頚 部

顔 面 ・ 口 腔

眼

耳 鼻 咽 喉

胸 部

腹 部

そ け い

外 陰 部

背 部

四 肢

発 達 ・ 神 経

そ の 他

貧 血

問 題

な し

要 相 談

要 経 観

要 精 密

検 査

要 治 療

現 在

治 療 中

現 在

観 察 中

渡
名

喜
村

-
2

3
-

3
10

0.
0

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

適
正

3
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

南
大

東
村

-
3

29
-

26
89

.7
22

1
1

2
-

-
-

2
-

1
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

3

適
正

26
22

1
1

2
-

-
-

2
-

1
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

3

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

北
大

東
村

-
2

8
-

8
10

0.
0

6
-

-
-

2
-

-
2

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

適
正

8
6

-
-

-
2

-
-

2
-

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

宮
古

島
市

15
-

1,
01

4
19

9
91

8
90

.5
66

4
66

51
83

-
7

47
22

8
18

87
9

2
5

7
6

19
6

4
53

8
4

59

適
正

月
齢

84
6

61
2

57
47

81
-

7
42

21
2

17
80

9
2

4
6

5
17

5
3

52
8

4
51

適
正

月
齢

外
72

52
9

4
2

-
-

5
16

1
7

-
-

1
1

1
2

1
1

1
-

-
8

内 訳

集
団

94
5

19
9

85
6

90
.6

61
6

66
42

80
-

7
45

20
4

13
82

8
1

5
5

6
18

6
3

50
5

2
59

適
正

78
4

56
4

57
38

78
-

7
40

18
8

12
75

8
1

4
4

5
16

5
2

49
5

2
51

月
齢

外
72

52
9

4
2

-
-

5
16

1
7

-
-

1
1

1
2

1
1

1
-

-
8

個
別

69
-

62
89

.9
48

-
9

3
-

-
2

24
5

5
1

1
-

2
-

1
-

1
3

3
2

-

適
正

62
48

-
9

3
-

-
2

24
5

5
1

1
-

2
-

1
-

1
3

3
2

-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

多
良

間
村

2
-

4
-

4
10

0.
0

1
2

-
1

-
-

-
1

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

適
正

4
1

2
-

1
-

-
-

1
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

石
垣

市
16

-
1,

02
7

18
0

98
5

95
.9

73
9

40
34

74
2

31
65

13
7

24
38

9
4

2
1

12
9

6
1

23
5

3
11

5

適
正

93
9

70
8

37
33

64
2

31
64

13
2

21
37

9
4

2
1

12
9

6
1

23
5

2
96

月
齢

外
46

31
3

1
10

-
-

1
5

3
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
19

竹
富

町
-

17
77

-
73

94
.8

48
2

8
7

1
6

1
24

4
3

2
-

1
-

1
-

2
1

4
4

2
7

適
正

68
47

2
7

7
-

5
-

19
3

3
2

-
-

-
1

-
-

-
4

4
2

6

月
齢

外
5

1
-

1
-

1
1

1
5

1
-

-
-

1
-

-
-

2
1

-
-

-
1

与
那

国
町

-
3

30
-

27
90

.0
21

-
-

6
-

-
-

8
-

-
1

-
1

-
2

-
-

-
1

1
2

2

適
正

23
19

-
-

4
-

-
-

5
-

-
-

-
1

-
1

-
-

-
-

1
2

1

月
齢

外
4

2
-

-
2

-
-

-
3

-
-

1
-

-
-

1
-

-
-

1
-

-
1

　
注
）
貧
血
検
査
結
果
は
、

H
b
11

.0
g

/
d
l
未
満
を
要
精
査
・
要
相
談
と
し
て
集
計
し
た
。
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実
施
年
月
日
　

20
21

/
4/

1
～

20
22

/
3/

31
令
和
３
年
度
　
乳
児
一
般
健
康
診
査
月
齢
別
統
計（

Ｉ
Ｃ
Ｄ
－

10
分
類
）

単
位
：
件
　

月 齢

受 診 者 数

総
　
　
合
　
　
判
　
　
定

総
　
合
　
判
　
定
　
内
　
容
　
内
　
訳
　（

複
数
選
択
）

問 題 な し

判
定
結
果
内
訳
（
複
数
選
択
）

う ち 実 人 員

感 染 症 お よ び 寄 生 虫 症

新 生 物

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養

お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患

眼 お よ び 付 属 器 の 疾 患

耳 お よ び 乳 様 突 起 の 疾 患

循 環 器 系 の 疾 患

呼 吸 器 系 の 疾 患

消 化 器 系 の 疾 患

皮 膚 お よ び 皮 下 組 織 の 疾 患

筋 骨 格 系 お よ び 結 合 組 織 の 疾 患

尿 路 性 器 系 の 疾 患

妊 娠 、 分 娩 お よ び 産 褥

周 産 期 に 発 生 し た 病 態

先 天 奇 形 、 変 形

お よ び 染 色 体 異 常

症 状 、 徴 候 お よ び 異 常 臨 床 所 見 ・

異 常 検 査 所 見 で 他 に 分 類 さ れ な い も の

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す

要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用

不 明

要 相 談

要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

総
計

25
,4

63
19

,4
65

2,
16

2
99

2
2,

02
2

19
6

70
0

1,
07

8
5,

99
8

17
17

31
0

53
-

22
10

2
52

22
27

11
0

54
8

15
29

-
26

1,
85

1
50

6
84

-
20

5
-

適 正 月 齢

1
2

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
7

5
-

1
-

-
-

1
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

3
1,

66
1

1,
32

1
54

69
15

4
18

39
59

34
0

2
1

6
4

-
-

12
2

3
-

5
40

-
-

-
1

16
2

17
2

-
13

-

4
6,

62
1

5,
21

5
25

1
24

5
59

2
87

21
1

27
1

1,
40

6
2

7
13

9
-

5
25

17
7

6
30

21
8

2
10

-
11

66
1

77
5

-
56

-

5
3,

28
8

2,
62

1
15

1
91

28
0

34
10

3
12

7
66

7
1

3
6

6
-

2
11

8
2

1
17

97
-

2
-

5
30

4
51

2
-

26
-

6
80

3
64

6
31

20
63

4
20

41
15

7
-

-
4

6
-

2
2

-
1

1
-

13
1

3
-

1
64

17
1

-
12

-

7
43

5
33

7
26

13
40

5
13

23
98

-
1

1
3

-
-

2
1

-
1

1
10

-
-

-
-

45
12

1
-

3
-

8
35

8
25

6
57

19
30

-
11

16
10

2
-

-
11

-
-

-
3

1
1

-
2

5
-

-
-

-
26

5
1

-
2

-

9
3,

29
9

2,
42

0
42

8
16

3
22

8
8

64
15

4
87

9
-

1
63

3
-

1
15

3
-

1
8

42
4

3
-

1
16

5
97

19
-

28
-

10
4,

69
5

3,
43

2
61

0
20

4
37

2
17

12
0

21
1

1,
26

3
8

3
11

3
11

-
6

17
10

1
7

28
65

2
6

-
5

24
2

13
4

31
-

31
-

11
2,

80
1

2,
09

8
33

9
11

7
18

7
17

72
11

1
70

3
4

1
58

6
-

5
11

9
5

7
11

35
4

4
-

1
12

8
69

10
-

19
-

小
計

23
,9

70
18

,3
53

1,
94

7
94

2
1,

94
6

19
0

65
3

1,
01

4
5,

61
7

17
17

27
5

48
-

21
98

51
20

24
10

2
52

5
13

28
-

25
1,

79
8

47
9

72
-

19
0

-

適 正 月 齢 外

12
92

4
68

3
13

3
33

59
3

22
38

24
1

-
-

24
4

-
1

2
1

1
2

6
9

2
1

-
1

34
18

6
-

10
-

13
32

9
24

8
48

8
9

1
10

18
81

-
-

5
1

-
-

1
-

1
1

1
4

-
-

-
-

15
4

1
-

4
-

14
12

2
92

18
4

3
2

6
4

30
-

-
4

-
-

-
1

-
-

-
-

6
-

-
-

-
1

-
2

-
1

-

15
71

55
9

3
4

-
7

3
16

-
-

2
-

-
-

-
-

-
-

1
3

-
-

-
-

2
4

2
-

-
-

16
27

21
3

1
1

-
-

1
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
1

-
-

-
-

17
17

11
4

1
-

-
1

-
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

18
3

2
-

-
-

-
1

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

小
計

1,
49

3
1,

11
2

21
5

50
76

6
47

64
38

1
-

-
35

5
-

1
4

1
2

3
8

23
2

1
-

1
53

27
12

-
15

-
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実
施
年
月
日
　

20
21

/
4/

1～
20

22
/
3/

31
令
和
３
年
度
　
乳
児
一
般
健
康
診
査
市
町
村
別
統
計（

Ｉ
Ｃ
Ｄ
－

10
分
類
）

単
位
：
件
　

 

市
町
村

健
診
回
数

対 象 者 数

再　　　 通　　　 知　　 （ 別 計 ）

受 診 者 数

受　　　 診　　　 率　　 （ ％ ）

総
　
合
　
判
　
定

総
　
合
　
判
　
定
　
内
　
容
　
内
　
訳
　（

複
数
選
択
）

１ 日

半 日

問 題 な し

判
定
結
果
内
訳
（
複
数
選
択
）

う ち 実 人 員

１
２

３
４

５
６

７
８

９
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

要 相 談

要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

感 染 症 お よ び

寄 生 虫 症

新 生 物

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患
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呼 吸 器 系 の 疾 患
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妊 娠 、 分 娩 お よ び 産 褥

周 産 期 に 発 生 し た 病 態

先 天 奇 形 、 変 形

お よ び 染 色 体 異 常

症 状 、 徴 候 お よ び 異 常 臨

床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す

要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用

不 明

総
計

11
5

16
0

28
,5

56
2,

64
4

25
,4

63
89

.2
19

,4
65

2,
16

2
99

2
2,

02
2

19
6

70
0

1,
07

8
5,

99
8

17
17

31
0

53
-

22
10

2
52

22
27

11
0

54
8

15
29

-
26

1,
85

1
50

6
84

-
20

5
-

適
正

月
齢

23
,9

70
18

,3
53

1,
94

7
94

2
1,

94
6

19
0

65
3

1,
01

4
5,

61
7

17
17

27
5

48
-

21
98

51
20

24
10

2
52

5
13

28
-

25
1,

79
8

47
9

72
-

19
0

-

適
正

月
齢

外
1,

49
3

1,
11

2
21

5
50

76
6

47
64

38
1

-
-

35
5

-
1

4
1

2
3

8
23

2
1

-
1

53
27

12
-

15
-

内 訳

集
団

20
,0

50
2,

64
4

17
,5

35
87

.5
13

,1
88

1,
80

4
51

9
1,

52
3

50
45

1
79

8
4,

34
7

10
15

28
6

40
-

16
76

35
17

16
76

27
6

10
20

-
17

1,
29

4
41

4
53

-
15

1
-

適
正

16
,1

22
12

,1
35

1,
59

9
47

6
1,

44
7

45
40

7
73

7
3,

98
7

10
15

25
1

35
-

15
72

34
15

13
68

25
6

8
19

-
16

1,
24

2
38

7
43

-
13

7
-

月
齢
外

1,
41

3
1,

05
3

20
5

43
76

5
44

61
36

0
-

-
35

5
-

1
4

1
2

3
8

20
2

1
-

1
52

27
10

-
14

-

個
別

8,
50

6
-

7,
92

8
93

.2
6,

27
7

35
8

47
3

49
9

14
6

24
9

28
0

1,
65

1
7

2
24

13
-

6
26

17
5

11
34

27
2

5
9

-
9

55
7

92
31

-
54

-

適
正

7,
84

8
6,

21
8

34
8

46
6

49
9

14
5

24
6

27
7

1,
63

0
7

2
24

13
-

6
26

17
5

11
34

26
9

5
9

-
9

55
6

92
29

-
53

-

月
齢
外

80
59

10
7

-
1

3
3

21
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

-
-

-
1

-
2

-
1

-

国
頭

村
-

5
59

6
58

98
.3

43
4

-
5

-
5

2
15

-
-

2
-

-
1

1
-

-
-

-
1

-
-

-
-

5
-

-
-

2
-

適
正

55
40

4
-

5
-

5
2

15
-

-
2

-
-

1
1

-
-

-
-

1
-

-
-

-
5

-
-

-
2

-

月
齢
外

3
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

大
宜

味
村

-
4

40
-

36
90

.0
32

3
-

1
-

-
-

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-

適
正

36
32

3
-

1
-

-
-

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

東
村

-
4

31
3

29
93

.5
22

4
1

2
-

3
-

7
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
2

-
-

-
-

-

適
正

27
21

3
1

2
-

1
-

6
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-

月
齢
外

2
1

1
-

-
-

2
-

1
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-

今
帰

仁
村

-
5

16
4

25
15

7
95

.7
10

2
22

9
23

1
9

7
55

-
-

4
-

-
-

2
1

2
-

3
5

-
-

-
-

17
5

1
-

-
-

適
正

15
7

10
2

22
9

23
1

9
7

55
-

-
4

-
-

-
2

1
2

-
3

5
-

-
-

-
17

5
1

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

本
部

町
-

6
18

7
83

18
3

97
.9

12
5

16
11

22
3

5
10

58
-

-
1

-
-

-
2

-
-

-
-

9
-

-
-

-
23

3
1

-
1

-

適
正

17
7

12
0

16
10

22
3

5
10

57
-

-
1

-
-

-
2

-
-

-
-

9
-

-
-

-
23

3
1

-
1

-

月
齢
外

6
5

-
1

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

名
護

市
-

12
1,

34
0

-
1,

15
5

86
.2

83
4

10
3

53
17

9
3

19
35

32
1

-
-

24
2

-
-

5
1

-
-

3
18

-
2

-
-

11
0

63
1

-
7

-

適
正

1,
09

1
79

0
96

48
17

0
2

19
33

30
1

-
-

23
2

-
-

4
1

-
-

2
18

-
2

-
-

10
5

59
1

-
7

-

月
齢
外

64
44

7
5

9
1

-
2

20
-

-
1

-
-

-
1

-
-

-
1

-
-

-
-

-
5

4
-

-
-

-

伊
江

村
3

-
62

-
59

95
.2

47
5

1
4

-
-

3
12

-
-

1
-

-
-

1
-

-
-

-
1

-
-

-
-

2
1

-
-

1
-

適
正

54
42

5
1

4
-

-
3

12
-

-
1

-
-

-
1

-
-

-
-

1
-

-
-

-
2

1
-

-
1

-

月
齢
外

5
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

伊
平

屋
村

-
3

20
-

20
10

0.
0

14
1

1
2

-
-

3
6

-
-

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

2
-

-
-

-
-

適
正

20
14

1
1

2
-

-
3

6
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
2

-
-

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

伊
是

名
村

-
3

16
1

16
10

0.
0

10
1

1
3

-
1

2
6

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
-

-
-

-
-

適
正

14
8

1
1

3
-

1
2

6
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5

-
-

-
-

-

月
齢
外

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

第50号　令和５年３月 99



市
町
村

健
診
回
数

対 象 者 数

再　　　 通　　　 知　　 （ 別 計 ）

受 診 者 数

受　　　 診　　　 率　　 （ ％ ）

総
　
合
　
判
　
定

総
　
合
　
判
　
定
　
内
　
容
　
内
　
訳
　（

複
数
選
択
）

１ 日

半 日

問 題 な し

判
定
結
果
内
訳
（
複
数
選
択
）

う ち 実 人 員

１
２

３
４

５
６

７
８

９
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

要 相 談

要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

感 染 症 お よ び

寄 生 虫 症

新 生 物

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患
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内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患

眼 お よ び 付 属 器 の 疾 患
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循 環 器 系 の 疾 患
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消 化 器 系 の 疾 患
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筋 骨 格 系 お よ び
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尿 路 性 器 系 の 疾 患

妊 娠 、 分 娩 お よ び 産 褥

周 産 期 に 発 生 し た 病 態

先 天 奇 形 、 変 形

お よ び 染 色 体 異 常

症 状 、 徴 候 お よ び 異 常 臨

床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す

要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用
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）
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血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患
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お よ び 染 色 体 異 常
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床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の
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そ の 他 の 外 因 の 影 響
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要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用
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床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す

要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用
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検
査
結
果
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未
満
を
要
精
査
・
要
相
談
と
し
て
集
計
し
た
。
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実
施
年
月
日
　

20
21

/
4/

1～
20

22
/
3/

31
令
和
３
年
度
　
１
歳
６
か
月
児
健
康
診
査
市
町
村
別
統
計（

Ｉ
Ｃ
Ｄ
－

10
分
類
）

単
位
：
件
　

 

市
町
村

健
診
回
数

対 象 者 数

再  　　　 通  　　　 知 （ 別 計 ）

受 診 者 数

受  　　　 診  　　　 率 （ ％ ）

総
　
合
　
判
　
定

総
　
合
　
判
　
定
　
内
　
容
　
内
　
訳
　（

複
数
選
択
）

１ 日

半 日

問 題 な し

判
定
結
果
内
訳
（
複
数
選
択
）

う ち 実 人 員

１
２

３
４

５
６

７
８

９
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

要 相 談

要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

感 染 症 お よ び

寄 生 虫 症

新 生 物

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患

眼 お よ び 付 属 器 の 疾 患

耳 お よ び 乳 様 突 起 の 疾 患

循 環 器 系 の 疾 患

呼 吸 器 系 の 疾 患

消 化 器 系 の 疾 患

皮 膚 お よ び 皮 下 組 織 の 疾 患

筋 骨 格 系 お よ び

結 合 組 織 の 疾 患

尿 路 性 器 系 の 疾 患

妊 娠 、 分 娩 お よ び 産 褥

周 産 期 に 発 生 し た 病 態

先 天 奇 形 、 変 形

お よ び 染 色 体 異 常

症 状 、 徴 候 お よ び 異 常 臨

床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す

要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用

不 明

総
計

7
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9
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,1
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6
12
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.1
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52

2
2,
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7
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感 染 症 お よ び

寄 生 虫 症
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血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患
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そ の 他 の 外 因 の 影 響
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年
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日
　

20
21

/
4/

1～
20

22
/
3/

31
令
和
３
年
度
　
１
歳
６
か
月
児
健
康
診
査
市
町
村
別
統
計
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）
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村

対 象 者 数
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受　　 診　　 率　 （ ％ ）
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な
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現
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数
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未 処 置 歯 数

処 置 歯 数
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2
34

-

月
齢
外

4
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

67
67

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
2

-
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市
町
村

対 象 者 数

受 診 者 数

受　　 診　　 率　 （ ％ ）

む
し

歯
の

な
い

者（
人
）①

む
し
歯
の
あ
る
者
（
人
）
②

現
在
歯
数
（
本
）

む
し
歯
の
内
訳（

本
） 

（
％
）

一
人
平
均

（
本
）

間
食
時
間
（
人
）

Ｏ
１

Ｏ
２

記 入 な し

計

型
別
分
類
　
　
　
　

  （
人
） 

 　
　
　
　
　
　
　
　（

％
）

計

健 全 歯 数

む し 歯 総 数

未 処 置 歯 数

処 置 歯 数

不 詳

未 処 置 歯

処 置 歯

不 詳

む し 歯

処 置 歯

決 め て い る

決 め て い な い

記 入 な し

Ａ
Ｂ

Ｃ

記 入 な し

Ａ
Ｂ

Ｃ

記 入 な し
①

＋
②

（
％
）

（
％
）

八
重

瀬
町

36
9

32
6

88
.3

28
1

41
-

4
1.

2
4

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
4,

73
7

4,
73

0
7

0.
1

7
-

-
10

0.
0

-
-

0.
0

-
26

4
61

1

適
正

32
1

27
8

39
-

4
1.

2
4

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
4,

65
8

4,
65

1
7

0.
2

7
-

-
10

0.
0

-
-

0.
0

-
26

1
59

1

月
齢
外

5
3

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

79
79

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
2

-

久
米

島
町

71
53

74
.6

31
22

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
79

5
79

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
46

7
-

適
正

51
29

22
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

76
1

76
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

44
7

-

月
齢
外

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

34
34

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
-

-

渡
嘉

敷
村

6
6

10
0.

0
5

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

84
84

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
2

-

適
正

5
4

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

77
77

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
1

-

月
齢
外

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-

座
間

味
村

7
7

10
0.

0
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
3

10
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
-

-

適
正

7
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
3

10
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

粟
国

村
4

4
10

0.
0

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
80

80
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

2
-

適
正

3
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

60
60

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
1

-

月
齢
外

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

20
20

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-

渡
名

喜
村

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

適
正

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

南
大

東
村

13
11

84
.6

7
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
17

0
17

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
10

1
-

適
正

11
7

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

17
0

17
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
1

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

北
大

東
村

4
4

10
0.

0
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

61
61

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
1

-

適
正

3
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

45
45

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

-

月
齢
外

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

16
16

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-

宮
古

島
市

52
1

46
3

88
.9

45
1

2
-

10
2.

2
10

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
6,

95
1

6,
93

0
21

0.
3

21
-

-
10

0.
0

-
-

0.
0

-
36

3
99

1

適
正

46
1

44
9

2
-

10
2.

2
10

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
6,

91
7

6,
89

6
21

0.
3

21
-

-
10

0.
0

-
-

0.
0

-
36

1
99

1

月
齢
外

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

34
34

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
-

-

多
良

間
村

6
6

10
0.

0
4

1
-

1
16

.7
1

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
97

96
1

1.
0

1
-

-
10

0.
0

-
-

0.
2

-
4

2
-

適
正

3
2

-
-

1
33

.3
1

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
48

47
1

2.
1

1
-

-
10

0.
0

-
-

0.
3

-
2

1
-

月
齢
外

3
2

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

49
49

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
1

-

石
垣

市
58

9
56

4
95

.8
43

0
12

4
-

10
1.

8
7

3
-

-
70

.0
30

.0
-

-
8,

21
3

8,
17

8
35

0.
4

35
-

-
10

0.
0

-
-

0.
1

-
47

7
85

2

適
正

55
5

42
4

12
3

-
8

1.
4

6
2

-
-

75
.0

25
.0

-
-

8,
06

5
8,

04
1

24
0.

3
24

-
-

10
0.

0
-

-
0.

0
-

47
1

82
2

月
齢
外

9
6

1
-

2
22

.2
1

1
-

-
50

.0
50

.0
-

-
14

8
13

7
11

7.
4

11
-

-
10

0.
0

-
-

1.
2

-
6

3
-

竹
富

町
48

47
97

.9
38

6
-

3
6.

4
3

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
69

2
68

5
7

1.
0

7
-

-
10

0.
0

-
-

0.
1

-
33

14
-

適
正

46
37

6
-

3
6.

5
3

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
67

6
66

9
7

1.
0

7
-

-
10

0.
0

-
-

0.
2

-
33

13
-

月
齢
外

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

16
16

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-

与
那

国
町

18
17

94
.4

10
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
27

8
27

8
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
14

3
-

適
正

14
8

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

22
5

22
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
3

-

月
齢
外

3
2

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

53
53

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

-
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実
施
年
月
日
　

20
21

/
4/

1～
20

22
/
3/

31
令
和
３
年
度
　
１
歳
６
か
月
児
健
康
診
査
市
町
村
別
統
計
（
歯
科
）
№
２

単
位
：
人
　

市
町
村

歯
の

汚
れ

軟
組
織
の
疾
患

不
正
咬
合

口
腔
習
癖

そ
の
他
の
異
常

歯
科
医
師
判
定
（
実
人
員
）

き れ い

少 な い

多 い

記 入 な し

な し

　
 あ

り
内
訳
（
複
数
選
択
）

記 入 な し

な し

あ り

記 入 な し

な し

　
 あ

り
内
訳
（
複
数
選
択

）

記 入 な し

な し

あ り

記 入 な し

１
２

３
４

５
６

小 帯

歯 肉

そ の 他

不 詳

う ち 実 人 員

指 し ゃ ぶ り

お し ゃ ぶ り

そ の 他

不 詳

う ち 実 人 員

計

問 題 な し

要 助 言

要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

治 療 中

総
計

9,
21

0
2,

73
8

20
1

39
11

,3
46

77
1

12
21

8
80

9
33

11
,2

45
89

8
45

10
,1

40
1,

25
0

58
5

17
3

23
1,

99
8

50
11

,6
63

38
3

14
2

12
,1

88
7,

31
1

2,
25

8
2,

50
2

23
73

21

内 訳
適

正
月

齢
8,

59
1

2,
48

2
18

1
37

10
,4

79
74

6
12

20
7

78
2

30
10

,4
04

84
5

42
9,

35
5

1,
16

9
56

3
16

6
23

1,
88

9
47

10
,7

89
36

7
13

5
11

,2
91

6,
70

7
2,

10
3

2,
38

6
20

56
19

適
正

月
齢

外
61

9
25

6
20

2
86

7
25

-
1

1
27

3
84

1
53

3
78

5
81

22
7

-
10

9
3

87
4

16
7

89
7

60
4

15
5

11
6

3
17

2

国
頭

村
20

5
-

-
25

-
-

-
-

-
-

24
1

-
23

2
-

-
-

2
-

24
-

1
25

20
2

3
-

-
-

適
正

19
4

-
-

23
-

-
-

-
-

-
22

1
-

21
2

-
-

-
2

-
22

-
1

23
18

2
3

-
-

-

月
齢
外

1
1

-
-

2
-

-
-

-
-

-
2

-
-

2
-

-
-

-
-

-
2

-
-

2
2

-
-

-
-

-

大
宜

味
村

11
3

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

9
2

4
-

-
5

-
13

-
1

14
4

8
2

-
-

-

適
正

11
3

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

9
2

4
-

-
5

-
13

-
1

14
4

8
2

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

東
村

4
10

-
-

11
3

-
-

-
3

-
14

-
-

8
3

1
1

-
5

1
10

1
3

14
2

10
2

-
-

-

適
正

4
10

-
-

11
3

-
-

-
3

-
14

-
-

8
3

1
1

-
5

1
10

1
3

14
2

10
2

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

今
帰

仁
村

70
6

-
-

76
-

-
-

-
-

-
76

-
-

76
-

-
-

-
-

-
76

-
-

76
75

-
1

-
-

-

適
正

70
6

-
-

76
-

-
-

-
-

-
76

-
-

76
-

-
-

-
-

-
76

-
-

76
75

-
1

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

本
部

町
57

5
4

-
66

-
-

-
-

-
-

65
1

-
41

9
13

3
-

25
-

66
-

-
66

59
4

3
-

-
-

適
正

57
5

4
-

66
-

-
-

-
-

-
65

1
-

41
9

13
3

-
25

-
66

-
-

66
59

4
3

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

名
護

市
45

2
11

8
7

2
55

9
18

-
2

-
20

-
54

4
33

2
45

8
61

51
8

2
11

9
2

55
9

12
8

57
9

39
2

78
10

4
1

4
-

適
正

45
2

11
6

7
2

55
7

18
-

2
-

20
-

54
2

33
2

45
6

61
51

8
2

11
9

2
55

7
12

8
57

7
39

1
77

10
4

1
4

-

月
齢
外

-
2

-
-

2
-

-
-

-
-

-
2

-
-

2
-

-
-

-
-

-
2

-
-

2
1

1
-

-
-

-

伊
江

村
26

8
-

-
34

-
-

-
-

-
-

34
-

-
29

5
-

-
-

5
-

34
-

-
34

34
-

-
-

-
-

適
正

21
7

-
-

28
-

-
-

-
-

-
28

-
-

27
1

-
-

-
1

-
28

-
-

28
28

-
-

-
-

-

月
齢
外

5
1

-
-

6
-

-
-

-
-

-
6

-
-

2
4

-
-

-
4

-
6

-
-

6
6

-
-

-
-

-

伊
平

屋
村

13
1

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

13
1

-
-

-
1

-
14

-
-

14
13

1
-

-
-

-

適
正

13
1

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

13
1

-
-

-
1

-
14

-
-

14
13

1
-

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

伊
是

名
村

14
-

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

14
14

-
-

-
-

-

適
正

14
-

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

14
-

-
-

-
-

-
14

-
-

14
14

-
-

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

恩
納

村
40

20
-

-
54

6
-

-
-

6
-

58
2

-
54

1
3

-
2

6
-

58
2

-
60

28
17

14
-

1
-

適
正

39
17

-
-

50
6

-
-

-
6

-
54

2
-

50
1

3
-

2
6

-
54

2
-

56
27

15
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1

32
-

1
11

57
7

1
-

-
12

10
5

-
-

-
-

-
9

11
2

-
4

15
7

適
正

26
8

21
6

7
1

32
-

1
11

57
7

1
-

-
12

10
5

-
-

-
-

-
9

11
2

-
4

15
7

月
齢

外
3

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

宜
野
湾
市

-
29

1,
21

6
36

8
96

1
79

.0
77

9
31

2
91

2
16

40
21

3
56

30
2

3
25

3
3

-
7

-
-

2
42

31
7

2
7

15
4

適
正

95
0

77
2

30
2

90
1

16
39

20
9

55
30

2
3

25
3

3
-

7
-

-
2

40
30

7
2

7
15

4

月
齢

外
11

7
1

-
1

1
-

1
4

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
1

-
-

-
-

-

那
覇
市

-
44

2,
98

5
39

3
2,

49
7

83
.7

2,
01

7
88

39
22

7
1

33
92

53
1

12
4

44
9

4
71

20
56

1
8

1
6

3
71

94
11

8
22

69
24

適
正

2,
21

2
1,

79
5

74
34

19
9

1
30

79
46

7
10

6
40

9
4

63
18

46
1

8
1

6
3

60
84

10
8

20
63

21

月
齢

外
28

5
22

2
14

5
28

-
3

13
64

18
4

-
-

8
2

10
-

-
-

-
-

11
10

1
-

2
6

3

浦
添
市

-
30

1,
16

5
-

98
5

84
.5

66
7

13
0

8
11

6
5

34
25

28
4

46
14

4
5

42
13

20
1

1
-

4
1

41
42

34
16

10
43

12

適
正

47
0

32
1

61
3

49
3

19
14

13
4

22
6

-
1

14
3

11
-

-
-

2
-

24
23

22
6

3
19

4

月
齢

外
51

5
34

6
69

5
67

2
15

11
15

0
24

8
4

4
28

10
9

1
1

-
2

1
17

19
12

10
7

24
8

糸
満
市

-
20

76
6

10
0

69
0

90
.1

56
5

31
9

47
-

10
28

11
8

24
10

2
3

6
3

9
1

2
-

-
-

18
27

13
-

5
9

13

適
正

68
0

55
7

31
9

45
-

10
28

11
6

22
10

2
3

6
3

9
1

2
-

-
-

18
27

13
-

5
9

13

月
齢

外
10

8
-

-
2

-
-

-
2

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

豊
見
城
市

-
14

89
9

27
0

79
0

87
.9

58
8

43
18

10
7

3
12

19
19

6
39

16
6

3
35

6
20

1
2

-
2

3
20

29
6

8
3

58
16

適
正

77
7

57
8

43
18

10
4

3
12

19
19

2
38

16
6

3
34

5
20

1
2

-
2

3
19

29
6

8
3

57
15

月
齢

外
13

10
-

-
3

-
-

-
4

1
-

-
-

1
1

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
1

1

西
原
町

-
9

34
3

94
29

1
84

.8
20

6
25

7
27

-
8

18
10

6
14

22
2

8
7

2
3

-
-

-
2

-
6

18
15

7
4

15
1

適
正

28
9

20
5

25
7

26
-

8
18

10
6

14
22

2
8

7
2

3
-

-
-

2
-

6
18

15
7

4
15

1

月
齢

外
2

1
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

与
那
原
町

-
12

25
9

15
0

22
1

85
.3

93
67

12
31

1
9

8
11

1
13

7
1

1
7

10
4

-
2

-
1

-
10

12
2

41
-

4
11

適
正

22
0

93
66

12
31

1
9

8
11

0
12

7
1

1
7

10
4

-
2

-
1

-
10

12
2

41
-

4
11

月
齢

外
1

-
1

-
-

-
-

-
1

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

南
風
原
町

-
13

65
1

14
0

56
5

86
.8

45
9

8
6

73
1

5
13

85
24

7
2

2
15

-
8

2
1

-
3

1
3

13
4

-
11

33
5

適
正

54
6

44
3

8
5

71
1

5
13

83
23

7
2

2
15

-
8

2
1

-
3

1
3

12
4

-
11

32
4

月
齢

外
19

16
-

1
2

-
-

-
2

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
1

1
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市
町
村

健
診
回
数

対 象 者 数

再　 通　 知 （ 別 計 ）

受 診 者 数

受　 診　 率 （ ％ ）

総
　
合
　
判
　
定
　（

実
人
員
）

診
　
察
　
有
　
所
　
見
　
内
　
訳
（
複
数
選
択
）

検
査
結
果

１ 日

半 日

１
２

３
４

５
６

７

計

発 育

皮 膚

頭 頚 部

顔 面 ・ 口 腔

眼

耳 鼻 咽 喉

胸 部

腹 部

そ け い 外 陰 部

背 部

四 肢

神 経 ・ 運 動

精 神 発 達

言 語

日 常 習 慣

そ の 他

尿 異 常

視 力 異 常

聴 覚 異 常

問 題 な し

要 相 談

要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

八
重
瀬
町

-
12

42
5

-
37

6
88

.5
30

1
24

1
29

-
10

11
51

18
2

-
-

3
-

-
-

1
-

2
-

10
12

3
-

7
2

2

適
正

36
8

29
6

24
1

29
-

9
9

50
17

2
-

-
3

-
-

-
1

-
2

-
10

12
3

-
7

2
2

月
齢

外
8

5
-

-
-

-
1

2
1

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

久
米
島
町

-
3

81
-

62
76

.5
30

7
12

9
1

-
3

34
3

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
13

8
7

1
3

6
-

適
正

62
30

7
12

9
1

-
3

34
3

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
13

8
7

1
3

6
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

渡
嘉
敷
村

-
2

13
-

11
84

.6
8

-
1

1
-

-
1

1
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

適
正

11
8

-
1

1
-

-
1

1
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

座
間
味
村

2
-

12
1

12
10

0.
0

12
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

適
正

12
12

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

粟
国
村

-
2

8
-

6
75

.0
5

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

適
正

6
5

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

渡
名
喜
村

-
2

3
-

3
10

0.
0

3
-

-
-

-
-

-
1

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

適
正

3
3

-
-

-
-

-
-

1
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

南
大
東
村

-
3

11
-

10
90

.9
9

-
-

1
-

-
-

1
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

適
正

10
9

-
-

1
-

-
-

1
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

北
大
東
村

-
2

8
-

7
87

.5
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

適
正

7
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

宮
古
島
市

1
16

61
3

14
5

53
1

86
.6

40
5

21
1

82
1

6
15

14
4

23
16

-
2

10
2

30
1

10
1

2
1

18
18

9
1

6
11

1

適
正

52
3

39
8

21
1

81
1

6
15

14
1

23
16

-
2

10
2

30
1

10
1

2
1

17
17

8
1

6
11

1

月
齢

外
8

7
-

-
1

-
-

-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
1

1
-

-
-

-

多
良
間
村

2
-

6
-

6
10

0.
0

5
-

1
-

-
-

-
1

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

適
正

4
3

-
1

-
-

-
-

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

月
齢

外
2

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

石
垣
市

-
20

62
4

13
5

58
5

93
.8

48
8

13
2

64
-

10
8

82
10

3
4

5
8

3
10

4
3

1
7

1
9

13
-

1
3

16
2

適
正

57
5

48
1

13
2

61
-

10
8

81
10

3
3

5
8

3
10

4
3

1
7

1
9

13
-

1
3

15
2

月
齢

外
10

7
-

-
3

-
-

-
1

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-

竹
富
町

-
17

47
-

42
89

.4
34

-
2

4
-

-
2

6
-

1
-

1
1

-
1

-
-

-
1

-
-

1
-

-
-

1
-

適
正

40
32

-
2

4
-

-
2

6
-

1
-

1
1

-
1

-
-

-
1

-
-

1
-

-
-

1
-

月
齢

外
2

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

与
那
国
町

-
3

20
2

19
95

.0
16

1
1

1
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

適
正

19
16

1
1

1
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

月
齢

外
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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実
施
年
月
日
　

20
21

/
4/

1～
20

22
/
3/

31
令
和
３
年
度
　
３
歳
児
健
康
診
査
市
町
村
別
統
計（

Ｉ
Ｃ
Ｄ
－

10
分
類
）

単
位
：
件
　

 

市
町
村

健
診
回
数

対 象 者 数

再　　　 通　　　 知　  （ 別 計 ）

受 診 者 数

受　　　 診　　　 率　　 （ ％ ）

総
　
合
　
判
　
定

総
　
合
　
判
　
定
　
内
　
容
　
内
　
訳
　（

複
数
選
択
）

１ 日

半 日

問 題 な し

判
定
結
果
内
訳
（
複
数
選
択
）

う ち 実 人 員

１
２

３
４

５
６

７
８

９
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

要 相 談

要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

感 染 症 お よ び

寄 生 虫 症

新 生 物

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患

眼 お よ び 付 属 器 の 疾 患

耳 お よ び 乳 様 突 起 の 疾 患

循 環 器 系 の 疾 患

呼 吸 器 系 の 疾 患

消 化 器 系 の 疾 患

皮 膚 お よ び 皮 下 組 織 の 疾 患

筋 骨 格 系 お よ び

結 合 組 織 の 疾 患

尿 路 性 器 系 の 疾 患

妊 娠 、 分 娩 お よ び 産 褥

周 産 期 に 発 生 し た 病 態

先 天 奇 形 、 変 形

お よ び 染 色 体 異 常

症 状 、 徴 候 お よ び 異 常 臨

床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す

要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用

不 明

総
計

8
41

5
15

,6
40

2,
59

1
13

,3
01

 8
5.

0 
9,

98
3

1,
35

0
23

7
1,

78
4

23
38

1
63

2
 3

,3
18

 
6

17
9

32
21

8
19

46
4

14
5

20
75

56
10

1
17

30
-

1
18

2
1,

01
6

59
-

34
9

4

内 訳
適

正
月

齢
12

,2
81

9,
25

5
1,

20
9

22
3

1,
64

7
19

34
3

57
7

 3
,0

26
 

6
14

8
29

20
5

18
42

4
13

0
19

66
50

99
17

30
-

1
17

1
91

6
51

-
32

8
4

適
正

月
齢

外
1,

02
0

72
8

14
1

14
13

7
4

38
55

 2
92

 
-

3
1

3
13

1
40

15
1

9
6

2
-

-
-

-
11

10
0

8
-

21
-

国
頭

村
-

5
38

13
36

 9
4.

7 
35

-
-

-
-
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要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

感 染 症 お よ び

寄 生 虫 症

新 生 物

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患

眼 お よ び 付 属 器 の 疾 患

耳 お よ び 乳 様 突 起 の 疾 患

循 環 器 系 の 疾 患

呼 吸 器 系 の 疾 患

消 化 器 系 の 疾 患
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結 合 組 織 の 疾 患
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先 天 奇 形 、 変 形

お よ び 染 色 体 異 常

症 状 、 徴 候 お よ び 異 常 臨

床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す

要 因 お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用
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市
町
村

健
診
回
数

対 象 者 数

再　　　 通　　　 知　  （ 別 計 ）

受 診 者 数

受　　　 診　　　 率　　 （ ％ ）

総
　
合
　
判
　
定

総
　
合
　
判
　
定
　
内
　
容
　
内
　
訳
　（

複
数
選
択
）

１ 日

半 日

問 題 な し

判
定
結
果
内
訳
（
複
数
選
択
）

う ち 実 人 員
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９
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要 経 観

要 精 密 検 査

要 治 療

現 在 治 療 中

現 在 観 察 中

感 染 症 お よ び

寄 生 虫 症

新 生 物

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

神 経 系 の 疾 患

眼 お よ び 付 属 器 の 疾 患
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先 天 奇 形 、 変 形

お よ び 染 色 体 異 常
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実
施
年
月
日
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/
4/

1～
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/
3/

31
令
和
３
年
度
　
３
歳
児
健
康
診
査
市
町
村
別
統
計
（
歯
科
）
№
１

市
町
村

対 象 者 数

受 診 者 数

受　　 診　　 率　 （ ％ ）

む
し

歯
の

な
い

者（
人

）①
む
し
歯
の
あ
る
者
（
人
）
②

現
在
歯
数
（
本
）

む
し
歯
の
内
訳
　（

本
） 

（
％
）

一
人

平
均（

本
）

喪 失 歯

（ む し 歯 に よ ら な い ）

Ｏ
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型
別
分
類
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人
） 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

％
）

計

健 全 歯 数

む し 歯 総 数

未 処 置 歯 数
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（ む し 歯 に よ る ）
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-

0.
5

0.
0

6

月
齢
外

13
10

3
23

.1
2

1
-

-
-

66
.7

33
.3

-
-

-
26

0
24

8
12

4.
6

12
-

-
10

0.
0

-
-

0.
9

-
-

西
原

町
34

3
29

1
84

.8
24

4
47

16
.2

31
14

-
2

-
66

.0
29

.8
-

4.
3

-
5,

79
4

5,
61

8
17

6
3.

0
14

8
28

-
84

.1
15

.9
-

0.
6

0.
1

-

適
正

28
9

24
2

47
16

.3
31

14
-

2
-

66
.0

29
.8

-
4.

3
-

5,
75

4
5,

57
8

17
6

3.
1

14
8

28
-

84
.1

15
.9

-
0.

6
0.

1
-

月
齢
外

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

40
40

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

与
那

原
町

25
9

22
1

85
.3

18
7

34
15

.4
27

7
-

-
-

79
.4

20
.6

-
-

-
4,

39
9

4,
30

4
95

2.
2

81
14

-
85

.3
14

.7
-

0.
4

0.
1

-

適
正

22
0

18
6

34
15

.5
27

7
-

-
-

79
.4

20
.6

-
-

-
4,

37
9

4,
28

4
95

2.
2

81
14

-
85

.3
14

.7
-

0.
4

0.
1

-

月
齢
外

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

20
20

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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市
町
村

対 象 者 数

受 診 者 数

受　　 診　　 率　 （ ％ ）

む
し

歯
の

な
い

者（
人

）①
む
し
歯
の
あ
る
者
（
人
）
②

現
在
歯
数
（
本
）

む
し
歯
の
内
訳
　（

本
） 

（
％
）

一
人

平
均（

本
）

喪 失 歯

（ む し 歯 に よ ら な い ）

Ｏ
計

型
別
分
類
　
　
　
　
　
　
　

 （
人
） 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

％
）

計

健 全 歯 数

む し 歯 総 数

未 処 置 歯 数

処 置 歯 数

喪 失 歯 数

（ む し 歯 に よ る ）

未 処 置 歯

処 置 歯

喪 失 歯

（ む し 歯 に よ る ）

む し 歯

処 置 歯

Ａ
Ｂ

Ｃ
１

Ｃ
２

記 入 な し

Ａ
Ｂ

Ｃ
１

Ｃ
２

記 入 な し
①

＋
②

（
％
）

（
％
）

南
風

原
町

65
1

56
5

86
.8

46
2

10
3

18
.2

73
27

-
3

-
70

.9
26

.2
-

2.
9

-
11

,2
68

10
,9

44
32

4
2.

9
28

0
44

-
86

.4
13

.6
-

0.
6

0.
1

4

適
正

54
6

44
8

98
17

.9
71

24
-

3
-

72
.4

24
.5

-
3.

1
-

10
,8

90
10

,5
78

31
2

2.
9

26
8

44
-

85
.9

14
.1

-
0.

6
0.

1
3

月
齢
外

19
14

5
26

.3
2

3
-

-
-

40
.0

60
.0

-
-

-
37

8
36

6
12

3.
2

12
-

-
10

0.
0

-
-

0.
6

-
1

八
重

瀬
町

42
5

37
5

88
.2

29
0

85
22

.7
61

18
1

5
-

71
.8

21
.2

1.
2

5.
9

-
7,

46
4

7,
22

4
24

0
3.

2
20

3
34

3
84

.6
14

.2
1.

3
0.

6
0.

1
7

適
正

36
7

28
5

82
22

.3
61

15
1

5
-

74
.4

18
.3

1.
2

6.
1

-
7,

30
4

7,
07

4
23

0
3.

1
19

3
34

3
83

.9
14

.8
1.

3
0.

6
0.

1
7

月
齢
外

8
5

3
37

.5
-

3
-

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
16

0
15

0
10

6.
3

10
-

-
10

0.
0

-
-

1.
3

-
-

久
米

島
町

81
61

75
.3

51
10

16
.4

6
4

-
-

-
60

.0
40

.0
-

-
-

1,
21

7
1,

18
0

37
3.

0
35

2
-

94
.6

5.
4

-
0.

6
0.

0
-

適
正

61
51

10
16

.4
6

4
-

-
-

60
.0

40
.0

-
-

-
1,

21
7

1,
18

0
37

3.
0

35
2

-
94

.6
5.

4
-

0.
6

0.
0

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

渡
嘉

敷
村

13
11

84
.6

6
5

45
.5

4
-

-
1

-
80

.0
-

-
20

.0
-

22
0

19
3

27
12

.3
19

8
-

70
.4

29
.6

-
2.

5
0.

7
-

適
正

11
6

5
45

.5
4

-
-

1
-

80
.0

-
-

20
.0

-
22

0
19

3
27

12
.3

19
8

-
70

.4
29

.6
-

2.
5

0.
7

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

座
間

味
村

12
12

10
0.

0
11

1
8.

3
1

-
-

-
-

10
0.

0
-

-
-

-
23

8
23

6
2

0.
8

2
-

-
10

0.
0

-
-

0.
2

-
-

適
正

12
11

1
8.

3
1

-
-

-
-

10
0.

0
-

-
-

-
23

8
23

6
2

0.
8

2
-

-
10

0.
0

-
-

0.
2

-
-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

粟
国

村
8

6
75

.0
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

12
0

12
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

適
正

6
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

12
0

12
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

渡
名

喜
村

3
3

10
0.

0
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

60
60

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

適
正

3
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

60
60

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

南
大

東
村

11
10

90
.9

9
1

10
.0

1
-

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
-

19
8

19
6

2
1.

0
2

-
-

10
0.

0
-

-
0.

2
-

-

適
正

10
9

1
10

.0
1

-
-

-
-

10
0.

0
-

-
-

-
19

8
19

6
2

1.
0

2
-

-
10

0.
0

-
-

0.
2

-
-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

北
大

東
村

8
7

87
.5

5
2

28
.6

2
-

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
-

14
0

13
7

3
2.

1
3

-
-

10
0.

0
-

-
0.

4
-

-

適
正

7
5

2
28

.6
2

-
-

-
-

10
0.

0
-

-
-

-
14

0
13

7
3

2.
1

3
-

-
10

0.
0

-
-

0.
4

-
-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

宮
古

島
市

61
3

52
9

86
.3

37
4

15
5

29
.3

10
6

34
3

12
-

68
.4

21
.9

1.
9

7.
7

-
10

,5
46

10
,0

28
51

8
4.

9
41

5
10

2
1

80
.1

19
.7

0.
2

1.
0

0.
2

2

適
正

52
1

36
8

15
3

29
.4

10
5

33
3

12
-

68
.6

21
.6

2.
0

7.
8

-
10

,3
86

9,
87

4
51

2
4.

9
41

1
10

0
1

80
.3

19
.5

0.
2

1.
0

0.
2

2

月
齢
外

8
6

2
25

.0
1

1
-

-
-

50
.0

50
.0

-
-

-
16

0
15

4
6

3.
8

4
2

-
66

.7
33

.3
-

0.
8

0.
3

-

多
良

間
村

6
6

10
0.

0
4

2
33

.3
2

-
-

-
-

10
0.

0
-

-
-

-
12

0
11

7
3

2.
5

3
-

-
10

0.
0

-
-

0.
5

-
-

適
正

4
2

2
50

.0
2

-
-

-
-

10
0.

0
-

-
-

-
80

77
3

3.
8

3
-

-
10

0.
0

-
-

0.
8

-
-

月
齢
外

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

40
40

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

石
垣

市
62

4
58

5
93

.8
48

7
98

16
.8

63
30

1
4

-
64

.3
30

.6
1.

0
4.

1
-

11
,6

50
11

,2
97

35
3

3.
0

33
1

22
-

93
.8

6.
2

-
0.

6
0.

0
6

適
正

57
5

48
1

94
16

.3
62

28
1

3
-

66
.0

29
.8

1.
1

3.
2

-
11

,4
52

11
,1

27
32

5
2.

8
30

3
22

-
93

.2
6.

8
-

0.
6

0.
0

6

月
齢
外

10
6

4
40

.0
1

2
-

1
-

25
.0

50
.0

-
25

.0
-

19
8

17
0

28
14

.1
28

-
-

10
0.

0
-

-
2.

8
-

-

竹
富

町
47

42
89

.4
34

8
19

.0
6

2
-

-
-

75
.0

25
.0

-
-

-
83

9
80

8
31

3.
7

31
-

-
10

0.
0

-
-

0.
7

-
-

適
正

40
32

8
20

.0
6

2
-

-
-

75
.0

25
.0

-
-

-
79

9
76

8
31

3.
9

31
-

-
10

0.
0

-
-

0.
8

-
-

月
齢
外

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

40
40

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

与
那

国
町

20
19

95
.0

18
1

5.
3

1
-

-
-

-
10

0.
0

-
-

-
-

38
0

37
9

1
0.

3
1

-
-

10
0.

0
-

-
0.

1
-

-

適
正

19
18

1
5.

3
1

-
-

-
-

10
0.

0
-

-
-

-
38

0
37

9
1

0.
3

1
-

-
10

0.
0

-
-

0.
1

-
-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

第50号　令和５年３月 123



実
施
年
月
日
　

20
21

/
4/

1～
20

22
/
3/

31
令
和
３
年
度
　
３
歳
児
健
康
診
査
市
町
村
別
統
計
（
歯
科
）
№
２

単
位
：
人
　

市
町
村

歯
の

汚
れ

軟
組
織
の
疾
患

不
正
咬
合

口
腔
習
癖

そ
の
他
の
異
常

き れ い

少 な い

多 い

記 入 な し

な し

　
 あ

り
内
訳
（
複
数
選
択
）

記 入 な し

な し

　
 あ

り
内
訳
（
複
数
選
択
）

記 入 な し

な し

　
 あ

り
内
訳
（
複
数
選
択
）

記 入 な し

な し

あ り

記 入 な し

小 帯

歯 肉

そ の 他

不 詳

う ち 実 人 員

反 対 咬 合

上 顎 前 突 ・

過 蓋 咬 合 

開 咬

叢 生

正 中 離 開

交 叉 咬 合

不 詳

う ち 実 人 員

指 し ゃ ぶ り

お し ゃ ぶ り

弄 舌 癖

そ の 他

不 詳

う ち 実 人 員

総
計

10
,3

40
2,

68
2

19
6

51
12

,8
57

31
2

19
38

3
36

8
44

11
,4

58
57

7
62

8
20

4
18

0
13

11
5

52
1,

76
0

51
11

,8
84

96
8

35
16

28
9

35
1,

33
4

51
12

,5
44

60
2

12
3

内 訳
適

正
月

齢
9,

73
0

2,
30

0
17

3
47

11
,8

75
28

3
18

35
2

33
4

41
10

,5
41

53
2

60
4

19
8

17
3

13
10

3
48

1,
66

2
47

10
,9

37
91

9
34

16
27

3
33

1,
26

6
47

11
,5

56
58

0
11

4

適
正

月
齢

外
61

0
38

2
23

4
98

2
29

1
3

1
34

3
91

7
45

24
6

7
-

12
4

98
4

94
7

49
1

-
16

2
68

4
98

8
22

9

国
頭

村
28

5
-

3
34

-
-

-
-

-
2

33
-

-
-

-
-

-
-

-
3

30
2

-
-

2
-

4
2

33
-

3

適
正

26
5

-
3

32
-

-
-

-
-

2
31

-
-

-
-

-
-

-
-

3
29

2
-

-
1

-
3

2
31

-
3

月
齢
外

2
-

-
-

2
-

-
-

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
1

-
1

-
2

-
-

大
宜

味
村

14
6

1
-

21
-

-
-

-
-

-
19

1
-

1
-

-
-

-
2

-
20

1
-

-
-

-
1

-
21

-
-

適
正

14
6

1
-

21
-

-
-

-
-

-
19

1
-

1
-

-
-

-
2

-
20

1
-

-
-

-
1

-
21

-
-

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

東
村

10
6

-
1

11
4

-
-

-
4

2
16

-
-

-
-

-
-

-
-

1
14

2
-

-
1

-
3

-
13

1
3

適
正

10
6

-
1

11
4

-
-

-
4

2
16

-
-

-
-

-
-

-
-

1
14

2
-

-
1

-
3

-
13

1
3

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

今
帰

仁
村

55
21

-
1

76
-

-
-

-
-

1
73

2
-

-
1

-
-

-
3

1
75

1
-

-
-

-
1

1
76

-
1

適
正

55
21

-
1

76
-

-
-

-
-

1
73

2
-

-
1

-
-

-
3

1
75

1
-

-
-

-
1

1
76

-
1

月
齢
外

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

本
部

町
65

21
10

1
97

-
-

-
-

-
-

84
5

3
-

2
-

1
1

12
1

87
4

-
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令和４年度　事業計画書

〔Ⅰ〕公益目的活動・法人組織活動の部

１　乳幼児健康診査の実施及び充実強化

　子どもの健康の保持増進を図ることを目的として、市町村の委託を受けて県内の乳幼児健康診査を多職

種連携によるチームで実施する。さらには精度管理等内容の充実強化に努める。

⑴　乳幼児健康診査の実施（40市町村）

⑵　乳幼児健康診査受診率向上に向け情報提供等

⑶　乳幼児健康診査の未受診者対策等に関し調整会議

⑷　乳幼児健康診査実施に関する市町村・保健所等連絡会議

⑸　乳幼児健康診査における精度管理体制の整備及び強化

⑹　乳幼児健康診査への協力者確保に関する推進活動

⑺　乳幼児健康診査ICTシステム構築及び導入推進活動

⑻　乳幼児健康診査受託に関する調整等市町村訪問

⑼　乳幼児健康診査に関する情報交換会開催

健康診査受託予定市町村

健康診査名 集団健診
集団と個別

健診併用
情報処理 計（％）

乳児 34 ６ － 40（97.6）
１歳６か月児 36 － ３ 39（95.1）
３歳児 40 － － 40（97.6）
２歳児歯科 － － ５ 5（12.2）

 ＊（　）は全市町村 41 に対する率

令和４年度乳幼児健康診査実施予定回数（集団）

健康診査名
診察体制

計
１診 ２診 ３診

単独
乳児 111 92 49 252
１歳６か月児 238 43 － 281
３歳児 273 82 － 355

セット
乳児＆ 1.6 歳＆３歳 55 － － 55
1.6 歳＆３歳 22 － － 22

２　人材育成等に関する活動

　小児保健医療の従事者や市町村職員向けの研修会等を開催することにより、小児保健従事者の資質向上

に努める。また、県外で開催される学術集会等へ関係者を派遣することで母子保健に関する情報収集等を

図る。

⑴　乳幼児健康診査関係者対象

　１）健診協力者研修会の開催

　２）乳幼児健康診査実績報告会並びに市町村母子保健担当者研修会の開催

　　　期　日：2022年７月29日（金）　会　場：沖縄小児保健センター
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⑵　小児保健関係者等対象

　１）沖縄県小児保健協会学術集会の開催

　　　期　日：2022年６月４日（土）　会　場：沖縄小児保健センター

　２）保健セミナーの開催

　　　期　日：2023年１月20日（金）　会　場：沖縄小児保健センター

　３）医師研修会の開催　　年２回

　４）保健師研修会の開催

　　　期　日：2022年５月30日（月）・31日（火）　会　場：沖縄小児保健センター

　５）子どもの生活習慣対策に関する講演会等の開催

　６）母子保健推進員の研修会開催

　　　（主催：沖縄県母子保健推進員連絡協議会　沖縄県小児保健協会）

　　　年２回開催

　７）沖縄県母子保健大会の開催

　　　期　日：2023年１月19日（木）午後 

　８）ランチョンセミナーの開催　年２回　

⑶　育児支援者養成事業

⑷　県外への派遣制度

　１） 市町村職員や小児保健関係者を学術集会等へ派遣  

第69回日本小児保健協会学術集会等へ派遣  

期　日：2022年６月24日（金）～26日（日）  

於いて：三重県総合文化センター（津市）

　２）日本小児保健セミナ－への派遣（東京都）

　３）健やか親子21全国大会への派遣

　４）日本小児保健協会学術集会等へ演題発表者の派遣

３　啓発普及に関する活動

　一般向けの講演会等を開催することにより、地域住民の小児保健に関する知識の啓発や子育て支援に繋

げる。啓発の諸活動は、関係機関等との連携や支援を持って推進展開する。

⑴　子育て支援に関する研修会開催

⑵　麻しん・風しんゼロ実現に向けての啓発活動

⑶　子どもの事故等の小児救急啓発に関する講演会の開催

⑷　予防接種の啓発活動等に関する講演会の開催

⑸　子どもの生活習慣に関する啓発活動

⑹　乳幼児のむし歯の罹患率を改善する啓発活動

４　小児保健に関する調査・研究並びに情報収集や評価等に関する活動

　沖縄の子ども達の健康や生活習慣等に関する調査を行う。また、会員から小児保健医療等に関するテ－

マの特別研究を募る。

　一方、小児保健に関連ある情報収集や啓発活動に必要な情報等の整理等を行う。

⑴　乳幼児健康診査結果の分析、情報還元、利活用
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⑵　乳幼児健康診査のフォロー基準等の評価・管理

⑶　乳幼児健康診査統計処理に関する研究事業等へ協力

⑷　乳幼児健康診査システム構築に関する情報収集活動

⑸　小児保健情報センター設置等に関する調整

⑹　親子健康手帳の活用等に関する調査

⑺　その他調査研究等に関する受託事業

⑻　沖縄の母子保健に関する情報収集

⑼　沖縄の乳幼児健康診査導入時からの実績を編纂

⑽　ホームページ内容の企画調整

⑾　日本小児保健協会学術集会開催に向けての情報収集

５　母子保健功労者の顕彰事業

　永年地域で活躍している母子保健従事者を顕彰することで、地域の母子保健活動の活性化を促す。

⑴　沖縄県母子保健大会長表彰

　　沖縄の母子保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰する。

⑵　沖縄小児保健賞

　　第44回保健文化賞受賞を記念し、沖縄の小児保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰する。

⑶　乳幼児健康診査功労賞・その他

　　乳幼児健康診査事業へ顕著な功績があった個人を顕彰する。

６　各種支援事業

　小児保健活動を行う団体の活動を支援することにより、沖縄の小児保健活動の活性化を図る。

⑴　はしか“０”プロジェクトへ活動資金の援助並びに事務局業務

⑵　沖縄県母子保健推進員協議会の事務局業務

⑶　おきなわ小児ＶＰＤ研究委員会の事務局業務

⑷　その他関係業務

７　助成事業 

　小児保健医療に関する団体が開催する研修会等へ助成することで、人材育成へ繋げる。

⑴　小児科学会沖縄地方会、沖縄県小児科医会へ講演会資金等の助成

⑵　関係団体が開催する小児保健に関する講演会等に対し補助

⑶　その他関係業務

８　国際協力事業

　海外の小児保健・医療関係者の視察研修の受入を図る。

９　広報並びに出版活動

　小児保健活動の紹介や啓発用の冊子等の刊行、乳幼児健康診査結果から得られる情報提供等を図る。

⑴　沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第50号（年刊）の発行

⑵　乳幼児健康診査受診票や関係冊子等を印刷し、市町村へ配付
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⑶　小児保健指導用のパンフレット等を作成し、市町村等関係機関に配布

⑷　乳幼児健康診査実績報告書を作成し、関係機関へ配布

⑸　親子健康手帳の印刷

⑹　小児保健医療等関係の冊子等を作成し実費頒布

⑺　ホームページを活用して小児保健情報の提供　https://www.osh.or.jp/

10　小児保健医療等の向上に必要な受託事業等 

　沖縄県並びに市町村等より小児保健に関する受託事業を受けることで、地域住民の知識の啓発や福祉人

材育成等に資する。

⑴　自立支援医療の医学的判定業務（40市町村）

⑵　親子で歯っぴ～プロジェクト（５歳児版）

⑶　家庭訪問支援員等児童相談業務担当者研修事業

　　乳児全戸訪問並びに養育支援訪問事業に関わる家庭訪問支援員等研修会の開催

11　沖縄小児保健センターに関する諸活動及び運用

　小児保健センターを地域に開かれた研修施設並びに小児保健情報収集可能な施設とする。

⑴　沖縄小児保健センターの周知活動

⑵　沖縄小児保健センターの管理運営

12　公益社団法人としての組織整備

　公益社団法人としての組織整備等を図る。

⑴　公益社団法人沖縄県小児保健協会の周知

⑵　沖縄県小児保健協会会員勧誘の推進

⑶　諸規則等の整備

⑷　母子保健関係機関との連携強化

13　総会並びに理事会の開催

　定款に定める総会や理事会を開催する。

⑴　公益社団法人沖縄県小児保健協会の定時総会又は必要に応じ臨時総会を開催する。

　１）定時総会

　　　期　日：2022年６月４日（土）午後

　　　会　場：沖縄小児保健センター

⑵　理事会を定期的に開催する。

　１）定時理事会の開催（５月、10月、１月、３月）

　２）臨時理事会の開催（随時）

14　各種委員会活動

　各種委員会を設置し、事業の企画運営や整備等を図る。

⑴　企画運営委員会の開催

⑵　乳幼児健診委員会の開催
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　〇乳幼児健診ICTシステム構築委員会

　〇乳幼児健診精度管理部会

　〇親子健康手帳検討部会

⑶　学術編集委員会の開催

⑷　特別委員会の開催

　〇子どもの生活習慣対策委員会

⑸　倫理委員会の開催

⑹　日本小児保健協会学術集会準備委員会の開催

15　設立50周年記念事業の準備

　沖縄県小児保健協会は令和5年7月28日に設立50周年を迎えるにあたり、記念事業等の諸準備を進めるた

めに委員会を設置する。

⑴　実行委員会の設置

⑵　50周年記念誌編集委員会の設置

⑶　その他

15　その他

⑴　小児保健センター等のメンテナンス

⑵　公益社団法人等に関する研修会等へ参加

〔Ⅱ〕収益活動の部

１　契約駐車場の管理運営

⑴　契約駐車場の管理及び運営
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公益社団法人沖縄県小児保健協会定款

第１章　総　　則

（名称）

第１条　この法人は、公益社団法人沖縄県小児保健協会と称する。

（事務所）

第２条　この法人は、主たる事務所を沖縄県島尻郡南風原町に置く。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

第２章　目的及び事業

（目的）

第３条　この法人は、小児保健に関する普及啓発並びに人材育成等の公益目的事業を関係機関等との連携を

図りながら推進し、ひいては沖縄県の小児保健の資質向上に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条　この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴　乳幼児健康診査事業の推進

⑵　小児保健の調査及び研究等

⑶　小児保健医療等の向上推進　

⑷　学術集会及び研修会等の開催

⑸　母子保健従事者等の育成及び顕彰

⑹　小児保健活動関係等への助成

⑺　機関誌その他冊子等の出版

⑻　国際的母子保健関連事業への協力

⑼　沖縄県小児保健協会附属クリニックの管理運営

⑽　沖縄小児保健センタ－の管理運営

⑾　その他この法人の公益目的を達成するために必要な事業

２　前項の事業は、沖縄県内において行うものとする。

３　この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。

　⑴　契約駐車場の管理運営

　⑵　その他前号に掲げる事業に関連する事業

第３章　会　　員

（法人の構成員）

第５条　この法人に、次の会員を置く。

　⑴　正 会 員　この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

　⑵　賛助会員　この法人の目的に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体

　⑶　名誉会員　この法人に功労があった者で総会において推薦された者

２　前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団

法人法」という。）上の社員とする。
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（入会）

第６条　この法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むもの

とする。

２　入会は、総会において定める入会及び退会に関する規則に定める基準により、理事会においてその可否

を決定し、これを本人に通知するものとする。

（会費）

第７条　会員は、総会において定める会費等に関する規則に基づき会費を支払わなければならない。

（任意退会）

第８条　会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

（除名）

第９条　会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

　⑴　この定款又はその他の規則に違反したとき。

　⑵　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

　⑶　その他の正当な事由があるとき。

２　前項により会員を除名したときは、その会員に対し、除名した旨を通知するものとする。

（会員資格の喪失）

第10条　会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

　⑴　会費等を２年以上滞納したとき

　⑵　総正会員が同意したとき

　⑶　当該会員が死亡、又は団体が解散したとき

２　会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務

を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

３　この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。

第４章　総　　会

（構成）

第11条　総会は、正会員をもって構成する。

２　前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

（権限）

第12条　総会は、次の事項について決議する。

　⑴　理事及び監事の選任又は解任

　⑵　各事業年度の事業報告及び決算の承認

　⑶　定款の変更

　⑷　理事及び監事の報酬等の額

　⑸　会員の除名

　⑹　解散及び残余財産の処分

　⑺　不可欠特定財産の処分の承認

　⑻　その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第13条　総会は、定時総会として毎事業年度終了後３か月以内に１回開催するほか、必要がある場合に臨時
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総会を開催する。

（招集）

第14条　総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

２　総正会員の議決権の10分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び

招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

３　総会を招集するには、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面あるいは電磁的記録をもって、

開催日の２週間前までに通知を発しなければならない。

（議長）

第15条　総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

（議決権）

第16条　総会における議決権は、正会員１人につき１個とする。

（決議）

第17条　総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権

の過半数をもって行う。

２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以

上に当たる多数をもって行う。

⑴　会員の除名

⑵　監事の解任

⑶　役員等の責任の一部免除

⑷　定款の変更

⑸　解散

⑹　不可欠特定財産の処分

⑺　その他法令で定められた事項

（書面決議等）

第18条　総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は、議決権の

行使を委任することができる。

２　正会員は予め通知された事項について、書面あるいは電磁的方法をもって、表決を行うことができる。

３　理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があっ

たものとみなす。

（報告の省略）

第19条　理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報

告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、その事項の総会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第20条　総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２　議事録には、議長、会長及び出席した理事のうちから１名で記名押印するものとする。
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第５章　役　　員

（役員の設置）

第21条　この法人に、次の役員を置く。

　⑴　理事　15名以上25名以内

　⑵　監事　２名以内

２　理事のうち１名を会長とし、８名以内を常任理事とする。

３　第２項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第１項第

２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第22条　理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

２　会長及び常任理事は、理事会において選任する。

３　理事会は、常任理事より副会長、専務理事を選任することができる。ただし、副会長２名以内、専務理

事１名とする。

４　監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

５　理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければな

らない。

（理事の職務及び権限）

第23条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務執行の決定に

参画する。

２　会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

３　常任理事は、理事会が別に定める職務権限規則により、この法人の業務を分担執行する。

４　会長及び常任理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会

に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第24条　監事は、次に掲げる職務を行う。

⑴　理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

⑵　この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を

監査すること。

⑶　総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

⑷　理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款

に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。

⑸　前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求が

あった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せ

られない場合は、直接理事会を招集すること。

⑹　理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違

反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。

⑺　理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為を

するおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

⑻　その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
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（役員の任期）

第25条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の

時までとする。ただし、再任を妨げない。

２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時ま

でとする。ただし、再任を妨げない。

３　任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の

満了する時までとする。

４　理事又は監事は、第21条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第26条　理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する

場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上の議決に基づいて行わなければ

ならない。

（役員の報酬等）

第27条　理事は無報酬とする。ただし、常勤理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、

総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

（取引の制限）

第28条　理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承

認を得なければならない。

⑴　自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

⑵　自己又は第三者のためにするこの法人との取引

⑶　この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事

との利益が相反する取引

２　前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

（役員等の責任の軽減）

第29条　この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第１項の賠償責任について、同法第114条第１項

の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を

限度として、免除することができる。

（名誉会長）

第30条　この法人は、名誉会長の称号を付与することができる。

２　名誉会長とは、この法人の会長となったことがある者の中から、特にこの法人の発展に著しい貢献のあっ

た者を理事会において推挙し、総会において選任する。

３　名誉会長の職務は、会長からの相談に応じ、助言することができる。

４　名誉会長の任期は、名誉会長が会員である期間とする。

第６章　理　事　会

（構成）

第31条　この法人に、理事会を置く。

２　理事会は、すべての理事をもって構成する。
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（権限）

第32条　理事会は、次に掲げる職務を行う。

　⑴　総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

　⑵　規則の制定、変更及び廃止

　⑶　前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定

　⑷　理事の職務の執行の監督　

　⑸　会長及び常任理事の選定及び解職

２　理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

　⑴　重要な財産の処分及び譲り受け

　⑵　多額の借財

　⑶　重要な使用人の選任及び解任

　⑷　従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

　⑸　内部管理体制の整備

　⑹　第29条１項の責任の免除

（開催）

第33条　理事会は、毎事業年度２回以上開催する。

２　理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

⑴　会長が必要と認めたとき。

⑵　会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求

があったとき。

⑶　前号の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会

の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

⑷　一般社団・財団法人法第101条第２項及び第３項に基づき、監事から会長に招集の請求があったとき、

又は監事が招集をしたとき。

（招集）

第34条　理事会は、会長が招集する。ただし、前条第２項第３号により理事が招集する場合及び前条第２項

第４号後段により監事が招集する場合を除く。

２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

３　前条第２項第３号による場合は、理事が、前条第２項第４号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

４　会長は、前条第２項第２号又は第４号前段に該当する場合は、その請求があった日から５日以内に、そ

の請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

５　理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の５

日前までに、各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。

６　前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ること

なく開催することができる。

（議長）

第35条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の

理事がこれに当たる。

（決議）

第36条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
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半数をもって行う。

（決議の省略）

第37条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加

わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決

する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（報告の省略）

第38条　理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項

を理事会へ報告することを要しない。

２　前項の規定は、第23条第４項の規定による報告については、適用しない。

（議事録）　　　

第39条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２　議事録には、会長、出席した理事のうちから２名及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

第７章　常任理事会

（常任理事会）

第40条　この法人の事業の円滑な運営を図るため、常任理事会を設置する。

２　常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。

３　業務執行の迅速な対応を図るため、年６回以上常任理事会を開催するものとする。常任理事会は、理事

会の審議事項の検討などの準備を行うものとする。

第８章　委　員　会

（委員会）

第41条　この法人の事業の円滑な運営を図るため、委員会を設置することができる。委員会は常設委員会と

必要に応じ特別委員会を設置する。

２　常設委員会の委員は理事会、特別委員会の委員は常任理事会の決議による。

３　委員会の構成及び運営に関する必要な事項は、常設委員会は理事会、特別委員会は常任理事会の決議に

より別に定める。

第９章　資産及び会計

（事業年度）

第42条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第43条　この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、

毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更す

る場合も、同様とする。

２　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供

するものとする。

（事業報告及び決算）

第44条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監

査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
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　⑴　事業報告

　⑵　事業報告の附属明細書

　⑶　貸借対照表

　⑷　損益計算書（正味財産増減計算書）

　⑸　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

　⑹　財産目録

２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定時総会に提

出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

３　第１項の計算書類等については、毎事業年度の経過後３か月以内に行政庁に提出しなければならない。

４　この法人は、第２項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するも

のとする。

　（会計原則等）

第45条　この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

２　この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規則によるものとする。

３　特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理

事会の決議により別に定める。

第10章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第46条　この定款は、総会の決議によって変更することができる。

２　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益認定法」という。）第11条第１項各

号に掲げる事項に係る定款の変更（軽微なものを除く）をしようとするときは、その事項の変更につき、

行政庁の認定を受けなければならない。

３　前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。

（解散）

第47条　この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第48条　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義

務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相

当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益法人認定法第５

条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第49条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益法人認定法第５条

第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。

第11章　事　務　局

（事務局）

第50条　この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

３　事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
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４　前項以外の職員は、会長が任免する。

５　事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

（備付け帳簿及び書類）　　

第51条　事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

　⑴　定款

　⑵　会員名簿

　⑶　理事及び監事の名簿

　⑷　認定、許可、認可等及び登記に関する書類

　⑸　定款に定める機関（理事会及び総会）の議事に関する書類

　⑹　財産目録

　⑺　役員等の報酬規則

　⑻　事業計画書及び収支予算書

　⑼　事業報告書及び計算書類

　⑽　監査報告書

　⑾　その他法令で定める帳簿及び書類

２　前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第52条第２項に定める情報公開

規則によるものとする。

第12章　情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）

第52条　この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的

に公開するものとする。

２　情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則によるものとする。

（個人情報の保護）

第53条　この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

２　個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

（公告の方法）

第54条　この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章　補　　則

（委任）

第55条　この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定

める。

　　　附　則

１　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定める公益法人の設立の登記

の日から施行する。

２　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益
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法人の設立登記を行ったときは、第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と

し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

３　この法人の最初の会長は玉那覇榮一とする。

　　　附　則

１　この定款は、平成26年度公益社団法人沖縄県小児保健協会定時総会の承認の日から施行する。
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令和４年度 公益社団法人沖縄県小児保健協会役員名簿

職　名 氏　　名 職　種 所　　　　属

会 長 宮　城　雅　也 医　師 沖縄中部療育医療センター

副 会 長 當　間　隆　也 医　師 Kukuruきっずクリニック

照　屋　明　美 保健師

常任理事 浜　端　宏　英 医　師 アワセ第一医院

小　濱　守　安 医　師 沖縄南部療育医療センター

上　原　真理子 医　師 うえはらこどもクリニック

理 事 笠　原　寛　子 栄養士 沖縄県栄養士会

兼　次　拓　也 医　師
沖縄小児科学会代表

（琉球大学大学院医学研究科育成医学（小児科）講座）

亀　川　偉　作 弁護士 亀川法律事務所

島　袋　富美子 保健師 沖縄県看護協会 

比　嘉　　　猛 医　師 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

比　嘉　千賀子 歯科医師 沖縄県八重山保健所

冨名腰　義　裕 医　師 にぬふぁ保育園

真喜屋　智　子 医　師
沖縄県立中部病院　総合周産期母子医療センター

新生児内科

屋　良　朝　雄　 医　師 那覇市立病院

前　里　万里子 保健師
那覇市健康部

那覇市保健所地域保健課

新　垣　初　美 保育士 沖縄県保育士・保育教諭会

勝　連　啓　介 医　師 ピアラルうらそえ

仲　本　千佳子 医　師 名護療育医療センター

道　田　睦　美 公認心理師 琉球大学病院精神科神経科

監 事 幸　地　　　東

岡　山　　　稔
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投　稿　規　則

１　沖縄の小児保健研究は公益社団法人沖縄県小児保健協会（以下当協会）の機関誌であり、様々な職種の

会員による研究論文発表の場です。投稿原稿の著者は、当協会会員であることを要します。および共著

者は研究の構想から関与し、論文の出版に承諾した（重要な示唆などを含む）ものに限ります。投稿原

稿は小児保健領域の未発表のものに限ります。他誌と重複投稿した原稿は受付できません。

２　研究に際しては、所属施設の倫理委員会の承認を得て実施することが求められています。特にヒトおよ

び人体材料、動物を対象とした研究、研究施設の内部データを使用する等の倫理的な配慮が必要な研究

を行う場合、倫理委員会などで承認を得た旨および承認番号を記載してください。動物実験を含む研究

の実施計画は、世界医師会によるヘルシンキ宣言による規程に従って下さい。症例報告については、対

象者等の匿名化を適切に行ったうえで、論文中にインフォームド・コンセントを得たことを記載してく

ださい。

３　投稿原稿の採択は当協会学術編集委員会が決定します。論文は、研究（原著）、報告、資料、症例報告、

その他とします。論文の種類は、最終的に編集委員会が決定します。

４　論文の種類は次の通りです。

　　【研究（原著）】

　　　 子どもの保健にかかわる主題について、科学的方法論と考察により論を展開し、答えを導く独創的な

学術論文とします。査読の対象となります。  

目的、対象と方法、結果、考察、結論の構成としてください。

　　【報告】

　　　 自由な形式の調査・研究報告です。活動内容が保健･医療現場、家族・社会、または行政的に、意義

があると判断される論文とします。目的、対象と方法、結果、考察、結論などの構成にしてください。

　　【資料】

　　　 小児保健に関する有用な統計資料等に説明を加えたものです。また考察を加えることのできない生

データです。

　　【症例報告】

　　　小児保健的示唆が得られた症例の報告です。特定の個人を識別できる表現を用いずに記述してください。

５　投稿論文の書き方

　　１） 投稿原稿はMicrosoft Wordを使用し、Ａ４判の用紙に、10.5または11ポイントの文字で、横40字、

20行で１頁800字で順に頁番号を記して印字してください。  

文体は平易な口語体を用いて下さい。常用漢字を用いることを原則とし、人名、物名、地名は原則

として原語を用いて下さい。

　　２） 投稿原稿は12,000字（本文＋図表、参考文献）以内とします。図、表は原則１点400字換算とします。

図・表は著者の説明を補完するものとし、数は必要最小限にとどめ、表題をつけてください。図表

の挿入位置を本文中に記して下さい。

　　３） 章節のはじめは、なるべく、Ⅰ.Ⅱ…. １. ２…．ⅰ．ⅱ…．a．bの順にして下さい。  

文中および図表の数字はアラビア数字、ギリシャ文字を用い（すなわち１．２．３…、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ…）、

度量衡の単位は次のように記して下さい。kg．g．m．cm．㎜．L．dL．mL．g/dL．  

略語を用いる場合は、一般に使われているものに限ります。初出の箇所に省略しない語を記載し、
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括弧内に略語を示してください。論文中たびたび繰り返される語は略語を用いて構いませんが、初

出の際は正式の語を用いて“以下…と略す”と断りを入れて下さい。

　　４） 図表にはそれぞれ通し番号とタイトルを記して下さい。図番号とそのタイトルは図の下中央に記し、

表番号とタイトルは表の上中央に記して下さい。

　　５） 図表は白黒印刷で判別できる明瞭なものとして下さい。写真や図表などの無断転載は原則として認

めません。他文献などに掲載されている図表などを打ち直して作成した場合も内容が同じであれば

転載となります。

　　６） 表紙に表題、英文表題、著者氏名、共著者氏名、英文著者氏名、英文共著者氏名、所属先、勤務先

を記して下さい。

　　７） 表題は本文の内容を推知できるよう簡潔明瞭にし、本文もできるだけわかりやすい表現を用いて下さい。

　　８） 投稿原稿には、英文、和文それぞれ５個以内のキーワードをつけて下さい。キーワードは索引とし

て役に立つものを選び、略語は使用しないようにして下さい。

　　９） 投稿論文には400字以内の日本語の論文要旨をつけて下さい。要旨は、目的、対象と方法、結果、

考察を簡単にまとめて下さい。また、結論を最後に載せる場合は、著者が最終的に最も述べたい内

容をまとめて下さい。

６　 引用文献は、主要論文に絞り、必要最小限にとどめてください。他文献などに引用されている部分を、

原著を調べず引用（孫引き）することはせず、必ず原著を引用してください。  

引用順に原則として文末の右肩に「１）２）｣と番号をつけ、本文原稿の最後に一括して番号順に記載

して下さい。引用文献の記載は次の形式によって記載してください。著者名、編者名は３名まで記載し、

それ以上は「他」（日本語文献の場合）あるいは「et al｣（外国語文献の場合）とする。

　　１） 雑誌掲載論文

　　　　　 著者名、表題、雑誌名．発行年；巻：最初頁－最後の頁.  

例）南国太郎、沖花子、沖一郎、他．乳児の栄養に関する研究．沖縄の小児保健1995；1：45-48． 

例） Atkins JT、 Heresi GP、 Coque TM、 et al : Recurrent group B streptococcal Disease in 

infants：Who should receive rifampin ? J Pediatr 1998；132：537-539．

　　２） 単行本  

　 著者名、書名、発行社の所在地名：発行社、発行年．  

例）沖一郎．血液検査指導ガイダンス第1版．沖縄：保健協会社、1998．

　　３） 単行本分担執筆  

　 著者名、分担執筆部分の表題、編集者名、書名、発行社の所在地名：発行社　発行年：  

分担部分の最初の頁－同最終の頁  

例） 那覇志郎．乳児血色素量の標準偏差．沖一郎編．血液検査指導ガイダンス．第１版．沖縄：保健

協会社、 1998：24-26.

　　４） 電子文献  

　 著者名、ウェブ頁の表題、ウェブサイトの名称：入手先URL、（参照日付）  

例）発行機関名（調査/発行年次）、表題、URL、アクセス年月日  

例） 一般社団法人日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法普及事業ホームページ：NCPR2015；  

アルゴリズム図PDF版  

http://www.cprjp/guideline_update/pdfy2015algorithm.pdf（2015年11月５日アクセス）

　　　　＊公的機関から提供される情報（統計、法令等）、電子ジャーナルのみを対象とする。
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７　論文のPDFを電子メールで送付します。別刷りの作成は当協会では取り扱いません。

８　沖縄の小児保健に掲載された著作物（電子媒体への変換による利用も含む）の著作権は、当協会に帰属

させていただきます。

９　沖縄の小児保健を広く小児保健関係者に活用してもらうために、電子化されたものを当協会ホームペー

ジとメディカルオンラインに掲載します。

10　投稿前に論文投稿チェックリストを確認し、投稿原稿と一緒に送付してください。

11　原稿の投稿は、下記の電子メールアドレスで受付します（電子メールで原稿を送信できない場合は、下

記の問合せ先へお電話下さい）。原稿が受付されると、下記電子メールアドレスより原稿受領通知が送

信されます。ご投稿後３日以内に原稿受領通知が届かない場合は、受け付けがされていませんのでご注

意ください。

　　　原稿受付アドレス：kodomo@osh.or.jp

　　　問合せTEL：098-963-8462（沖縄県小児保健協会）

 令和３年８月31日　改正

論文投稿チェックリスト

論文表題

筆頭著者

□ 研究倫理について 

　　　□ 倫理審査委員会の審査を受けた

　　　□ 委員会の名称と承認番号を「対象と方法」項に記載した

　　　□ 研究倫理指針の対象外となる研究である

　※指針の対象についてご不明な場合は所属機関の倫理審査委員会にお問い合わせください

□ インフォームド・コンセント（インフォームド・アセント）について

　　　□ 書面で実施した

　　　□「対象と方法」項に記載した

　　　□ 書面以外の方法で実施した 

　　　　　 □ 方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 「利益相反に関する開示文書」を著者全員について個人別に作成した

　　　□ 自筆署名　 □ 該当の有無

□ 投稿に先立ち著者全員の校閲を受けた

□ 筆頭著者は沖縄県小児保健協会の個人会員である

□ 本論文は他誌に掲載済みではなく、投稿中でもない

□ 原稿の順番のチェック

　　　１．表紙　２．要旨　３．本文　４．引用文献　５．表　６．図の説明　７．図

□ 要旨は、目的、対象と方法、結果、考察、結論の順で、400字以内で簡潔にまとめた

□ 本文は、目的、対象と方法、結果、考察、結論の順で構成した

□ 利益相反、学会発表・研究費助成に関して、本文の末尾に記載した

□ 英文要旨は300語以内で、英語を母語とするものの校正を受けた

□ 原稿は12,000字（図表含む）以内である（図・表は１点400字換算）

□ 文体はわかりやすい日本語で、外来語はできるだけ日本語に置き換えた

□ 統計解析の方法は適切である
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編　集　後　記

　2023年５月８日をもって新型コロナウイルスが５類変更となり、全数把握から定点把握へと変更され、

インフルエンザと同等の扱いとなりました。定点把握報告によると１つの医療機関で患者数が全国で3.56

に対し、沖縄県は10.80人と全国最多の報告です。少しづつマスクなしの人が増えてきているようですが、

まだまだマスク、手洗い、三密回避は必要と考えます。さて巻頭言では，琉球大学医学部保健学科地域看護

学分野講師の當山紀子様に「母子健康手帳への期待－健やかな妊娠、出産、子育てのために－」と題して、

妊婦中から産後、そして子どもの成長発達、予防接種等の記録が１冊にまとめられており、今後母子手帳

記録の電子化の必要性について述べています。論壇では崎原徹裕様が、第59回日本小児アレルギー学会学術

大会の沖縄開催から、診療を行う中で患者（の保護者）との診療において、医療パターナリズムではなく、

時間をかけた相互理解を生む対話が必要であると述べています。論文では、研究論文として真喜屋智子様、

新嘉喜映佳様、川上紗英様から、報告論文として玉那覇康一郎様、新垣律子様、山城睦美様から、文献レ

ビューを高山智美様より玉稿をいただきました。第50号では令和４年度沖縄県小児保健協会学術集会の

発表演題からの投稿だけでなく、直接の投稿論文もいただきました。いずれも読み応えのある論文報告で

あり、充実した機関誌となりました。令和４年度沖縄県小児保健協会学術集会では特別講演として公益社団

法人グローバルヘルス技術振興基金CEOの國井修様の「戦争、感染症、子どもの健康」と題した素晴ら

しいご講演をいただきました。國井様ご多忙のため本誌でご講演内容を掲載することはかないませんでし

たが、仲本千佳子様から特別講演を聴講しての玉稿をいただきました。地域レポートでは，山城美香様から

「宮古島市子育て世代包括支援センターについて」、仲間富佐江様から「精神科訪問看護による切れ目のな

い子育て支援を目指して」をいただきました。施設紹介では、遠藤尚宏様より「福祉と医療の杜　うるま

こどもステーション」のご紹介、新垣初美様より「沖縄県保育士・保育教諭会について」、笠原寛子様より 

「沖縄県栄養士会の誕生と活動の流れ（沖縄県栄養士会50周年記念誌より）」をいただきました。学会参加

報告では新垣洋平様より「第59回日本小児アレルギー学会学術集会in沖縄に参加して」、また上里とも子様、

伊波清秀様からも学会参加報告をいただきました。また小野寺隆様より「沖縄小児保健賞を受賞いたしま

して」の玉稿をいただきました。今回も多くの会員からの論文や報告をいただきました。投稿いただき

ました論文や報告は、複数の査読者により査読審査いただいています。

小　濱　守　安
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沖 縄 県 小 児 保 健 協 会

シンボルマーク・デザイン説明

　「健全なる社会の発展は、健全なる小児の育成になければならない」という協会設立の

主旨にそってマーク・デザインをした。

◯　まず、小児の「小」を白い鳩におきかえ出来るだけ単純化して、健全なる小児を

象徴的に表現した。

◯　外輪は沖縄の「Ｏ」であり、また協会員の「和」である。

◯　地色は、協会の発展を願う意味で、若夏の明るい緑色を使用した。

琉球大学名誉教授　安次富　長　昭
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